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また、採点や添削時には、太字の朱色ペンを使用し、赤色と黒色の区別がつきやすい工夫を行う
ことが必要である（図11）。

さらに、理科実験用の器具や図工の教材においても、変色が少なく、視覚的に見分けやすい材料
を使用することが推奨される。文字や記号を併用することで、情報が正確に伝わり効果的である。

図11．使用するペンによる見え方の違い

出典：公共財団法人日本学校保健会（2016）　「学校における色覚に関する資料」p.6

図12．理科の実験器具の一例

出典：公共財団法人日本学校保健会（2016）　「学校における色覚に関する資料」p.8
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5 ．終わりに

教育現場におけるカラーユニバーサルデザインの導入は、すべての生徒が公平に学び、安心して
日々を過ごすために欠かせない要素である。本論文では、色覚特性を持つ生徒たちが直面する具体
的な課題に焦点を当て、教育現場における現状と課題を明らかにし、その改善策を提案してきた。

日本における先天色覚異常の割合は、男子20人に 1 人、女子500人に 1 人、保因者は女子10人に
1 人とされている（公益社団法人日本眼科医会 , 2016）。決して少なくないこの割合を鑑みると、
進学や就職の際に色覚特性によって不利益を被る生徒たちの存在は、私たちが教育環境の改善に真
摯に向き合う必要があることを物語っている。しかし、現在、学校での色覚検査は健康診断の必須
項目ではなく、希望者に対する任意実施に留まっているため、保護者や学校関係者への情報提供が
十分に行われていない状況がある。

また、色覚検査が必須項目から削除されて以降、10年以上の歳月が経過したことにより、教職員
の中には色覚特性に関する知識や関心が薄れている者も少なくないとされる。生徒が抱える困難に
気づき、適切なサポートを提供するためには、学校関係者が最新の知識を習得し、共感と理解を
もって対応する姿勢が求められる。生徒たちやその保護者が早い段階で色覚特性を理解すること
は、子どもたちが感じる「生きづらさ」を軽減し、自信を持って未来へ踏み出す力を与える。

本論文を通じて、個別対応の重要性や学級全体、学校全体としての取り組みの必要性が改めて確
認された。また、保護者への情報提供、教員の研修機会の確保、教育備品の見直しなど具体的な施
策は、色覚特性を持つ生徒にとって「見える世界」を広げ、安心して学べる環境づくりに直結する
ものである。

これからの教育現場には、多様性を尊重し、すべての生徒が自己の特性に応じて輝けるインク
ルーシブな学びの場を築くためのさらなる努力が求められる。教職員や教育を志す皆さんにとっ
て、この取り組みは単なる義務ではなく、未来を担う子どもたちへの「贈り物」ともいえるものだ
ろう。一人ひとりに寄り添い、その個性を尊重する姿勢は、生徒たちの成長に大きな影響を与える。
教育現場が、誰もが安心して自分らしく学び、夢を描ける場所となるために、カラーユニバーサル
デザインのさらなる普及と発展を心から願う。

6 ．追記

本論文は、山中佑莉亜・新冨天音が令和 ５ 年度に志學館大学へ提出した卒業論文を全面的に改
訂し、教育現場の実態や新たな課題を反映した内容としたものである。
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中高時代の保健体育教育から考える効果的な教育の可能性のための課題

玉田　理沙子

序論

現代社会では、生活習慣病やメンタルヘルスの課題が深刻化しており、これに対応するためには
若年層への健康教育が必要不可欠である。中学校および高等学校の保健体育科の学習指導要領解説
では、「生涯にわたり健康で安全な生活を実現するために必要な資質や能力の育成」を目標として
掲げている（文部科学省，2017；2018）。具体的には、中学校では生活習慣病の予防や安全な生活
を中心に、高等学校ではストレスマネジメントや社会的健康課題への対応など発展的な内容が示さ
れており、生徒が主体的に学び、健康管理能力を身につけることが重視されている（文部科学省 , 
2017; 2018）。

保健体育教育は、学校全体で推進される保健教育の中核的な役割を担っており、単なる知識の提
供にとどまらず、生徒がその知識を活用し、実生活に応用できる能力を育成することを目指してい
る。文部科学省中央教育審議会（2021）は、健康教育を通じて知識の深化と応用を促す学習活動の
強化を求めており、これにより生徒が健康課題に対する主体的な解決力を身につけることを目指し
ている。一方で、日本学校保健会（2004）は、保健教育が学校現場においてどのように実践される
べきかを示し、教員が適切な指導技術を持つことの重要性を指摘している。

しかし、保健体育教育を担う教員養成課程には多くの課題が指摘されている。吉田（2010）は、
教員養成課程において現場での実践力を伴った指導力が必要不可欠であると述べている。また、清
水ら（2014）は、教職実践演習における模擬授業や教材研究が、学生の実践的な指導力を高める上
で効果的であると指摘している。このように、理論と実践を結びつけるカリキュラムの導入が求め
られている一方で、学生が中高時代に受けた保健体育教育が、彼らの教員としての指導方法にどの
ように影響を与えるかについては十分な研究がなされていない。武田ら（2016）は、指導案作成や
模擬授業が現場での指導スキル向上に寄与する重要な手段であると指摘しているが、その成果を高
めるためには、学生自身の保健体育教育経験を踏まえた基盤づくりが必要である。

また、古田（2013）は、批判的健康リテラシーの育成が健康教育における重要な目標であると述
べている。学生がこの能力を養うためには、教員養成課程において適切な教育内容を導入する必要
がある。本研究では、大学生を対象に彼らが中高時代に受けた保健体育教育の経験を調査し、それ
が教員養成課程の設計にどのように役立つかを検討することを目的とする。

本研究は、第 1 報として、対象者の保健体育教育経験の現状を調査し、学生の満足度や課題、改
善点を明らかにし、教育内容や指導方法の改善に向けた基礎データを収集する。また、第 2 報では、
第 1 報の結果を基に、教員養成課程で実際に導入すべき具体的な教育内容や指導法を提案する。本
研究の成果は、保健体育教員養成課程の教育改善にとどまらず、教育現場における指導方法の質的
向上にも寄与することを目指している。

方法

調査対象

本研究の調査対象は、本学心理臨床学科 1 年生23名である。心理臨床学科では、令和 8 年度から
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新たに保健体育教職課程が開設される予定であり、その基盤づくりの一環として、学生のこれまで
の保健体育科教育の経験を把握することが重要と考え、対象者を選定した。
調査方法

調査は、Google Forms を用いたオンラインアンケート形式で実施した。対象者にはアンケート
回答前に、研究の意義、目的、参加の任意性、個人情報の保護について記載された説明書を配布し、
同意を得た上で回答を依頼した。実施期間は、2024年12月 9 日～11日で、必要な回答が集まった時
点で締め切った。本調査は、研究目的の達成を目的として実施するものであり、回答の有無や内容
が成績や学校生活に影響を与えることは一切ないこと、調査への参加は完全に任意であること、ま
た、回答内容は厳密に匿名化され、個人が特定されることはない旨を事前に対象者に説明した。こ
の説明を理解した上で、回答者から同意を得た。本研究は『志學館大学における人を対象とする研
究に関する研究審査』の承認を得て行われた。
質問項目

アンケートでは、以下の質問を設定した。
1 ．運動部経験
　　　◦　例：中学で野球部、高校で剣道部、なし
2 ．性別
　　　◦　回答者の性別を選択。
3 ．現在の運動習慣
　　　◦　日常的に行っている運動や運動頻度について。
4 ．保健体育の授業満足度
　　　◦　中学校・高校で受けた保健・体育の授業全体に対して、どの程度満足しているか。
5 ．自由記述項目
　　　◦　満足度要因：保健体育科の授業で満足した点や楽しいと感じた要素について。
　　　◦　改善点：授業で改善が必要だと感じた点や不満について。
　　　◦　健康意識への影響：授業が健康意識や運動習慣に与えた影響について。
　　　◦　授業への提案：保健体育科教育に導入してほしい新しい内容や活動について。

分析方法

収集したデータは、定量分析および定性分析により分析した。
1 ．定量分析

◦　運動部経験、性別、現在の運動習慣、授業満足度について、回答結果の頻度分布や平
均値を算出し、傾向を明らかにした。

2 ．定性分析
　　　◦　自由記述回答に対してテーマ分析を行った。手順は以下の通りである。
　　　　　　▪　データの精読：全ての回答を精読し、内容を把握する。

▪　キーワード抽出：共通するキーワードや重要なフレーズを抽出し、重要な要素
を特定する。

▪　テーマの導出：抽出したキーワードを基に、満足度要因、改善点、健康意識へ
の影響、授業への提案に関連する主要なテーマを導出する。

▪　信頼性の確保：研究者自身が独立して複数回分析を行い、結果を比較・検討し
て最終的な分類を決定した。
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結果

本研究では、心理臨床学科 1 年生を対象に保健体育科教育に関するアンケート調査を実施し、質
的データをテーマ分析によって分類・整理した。調査では、授業満足度、印象に残った体験、改善
点、健康意識への影響、そして授業に対する提案について自由記述形式で回答を得た。

1 ．基本的情報の分析結果

運動頻度の分布

運動頻度 合計件数 女性 男性

ほぼ毎日運動する 4 件 1 件 3 件

月に 1 回以下の頻度で運動する 3 件 2 件 1 件

月に 2 ～ 3 回運動する 1 件 0 件 1 件

週に 1 回程度運動する 6 件 3 件 3 件

週に 2 ～ 3 回運動する 4 件 2 件 2 件

週に 4 ～ 5 回運動する 1 件 1 件 0 件

運動は全くしていない 4 件 4 件 0 件

合計人数 23件 13件 10件

本研究では、学生の部活動経験と現在の運動習慣について分析を行った。得られた結果から、以
下の特徴が見られた。

1 - 1 ．部活動経験の全体的な傾向
学生たちの部活動経験は多岐にわたり、特に球技系スポーツへの参加が目立った。中でも、バス

ケットボール部やソフトテニス部の経験者が多く、これらのスポーツが人気であることが示され
た。一方で、部活動経験がない学生も少数ながら存在しており、全体として 2 名が部活動に参加し
ていなかった。

1 - 2 ．部活動経験の種類と分布
部活動経験をカテゴリ別に見ると、以下のような分布が確認された。
• 　球技系スポーツが最も多く、バスケットボール、ソフトテニス、硬式テニス、バレーボール、

サッカー、卓球が含まれ、14名がこれらの部活動に参加していた。
• 　陸上競技系では、長距離走や短距離走を経験した学生が 3 名いた。
• 　武道系スポーツとして、弓道や剣道を経験した学生が 2 名いた。
• 　複数のスポーツを経験した学生もおり、中学から大学まで継続的に異なるスポーツに取り組

んだ事例が 2 件あった。
• 　部活動未経験者は 2 名で、いずれも女性であった。

1 - 3 ．性別ごとの部活動経験の傾向
• 　女性は主にソフトテニスやバスケットボールといった球技系スポーツを経験している傾向が

強かった。
• 　男性は球技系スポーツに加え、陸上競技や複数のスポーツを経験するケースが多く見られた。
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• 　部活動未経験者は全員女性であった。
部活動経験は、主に球技系スポーツ（バスケットボール、ソフトテニスなど）が多く、全体の14

名がこれらのスポーツを経験していた。陸上競技系や武道系の部活動経験も少数見られた。また、
2 名は部活動経験がなく、いずれも女性であった。性別ごとに見ると、女性は球技系スポーツが中
心であり、男性は球技系に加えて陸上競技や複数のスポーツ経験があった。

2 ．満足度の分析結果

保健・体育科教育に対する学生の満足度では、自由記述回答をテーマごとに分析した。その結果
を以下に示した。本研究では、23名の学生から回答を得たが、そのうち 1 件にデータの不備が見つ
かったため、この 1 件を分析対象から除外した。これにより、最終的な分析対象は22件となった。

2 - 1 ．満足度の分布
学生23名の満足度の分布は、「 1  非常に満足」が 6 件、「 2  やや満足」が11件、「 3  普通」が 3

件、「 4  やや不満」が 2 件であった。全体として、「非常に満足」と「やや満足」が過半数を占め、
比較的高い満足度が示された。

2 - 2 ．テーマと頻度の分析結果
自由記述の回答をコード化し、テーマごとの頻度を集計した結果、最も多かったのは「学びの充

実」（ 7 件）であった。次いで「楽しい授業」（ 5 件）、「保健の知識の不足」（ 4 件）、「授業内容の改善」
（ 4 件）が続いた。「健康意識向上」（ 3 件）や「行事・試合活動」（ 2 件）、「仲間との協力」（ 2 件）
も見られた。その他、「教師の能力の高さ」（ 1 件）、「計画性のなさ」（ 1 件）、「設備の不足」（ 1 件）、

「運動苦手意識」（ 1 件）といったテーマも挙げられた。

2 - 3 ．満足度ごとの傾向
① 非常に満足
「非常に満足」と回答した 6 名の理由を分析すると、主なテーマとして「学びの充実」（ 3 件）、「健

康意識向上」（ 2 件）、「仲間との協力」（ 1 件）、「楽しい授業」（ 1 件）が挙げられた。授業内容が
充実しており、運動技術の向上や健康への意識が高まる点が、満足度の高さにつながっていること
が示された。
② やや満足
「やや満足」と回答した11名の理由には、「楽しい授業」（ 4 件）、「学びの充実」（ 3 件）、「保健の

知識の不足」（ 3 件）、「行事・試合活動」（ 2 件）、「教師の能力の高さ」（ 1 件）、「仲間との協力」（ 1
件）、「計画性のなさ」（ 1 件）が含まれていた。体育の授業に対しては楽しさや学びが評価される
一方、保健教育に関する知識不足や授業の計画性に不満が見られた。
③ 普通
「普通」と回答した 3 名の理由を分析すると、「授業内容の改善」（ 2 件）と「運動苦手意識」（ 1

件）がテーマとして挙げられた。授業内容が物足りないと感じる点や、運動が苦手なために満足度
が低下していることが示唆された。
④ やや不満
「やや不満」と回答した 2 名の理由には、「設備の不足」（ 1 件）と「授業内容の改善」（ 1 件）が含
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まれていた。運動スペースが不足している点や、実技の時間が少ない点が不満の要因となっていた。

3 ．印象に残った体験の分析結果

自由記述の回答をコード化し、テーマごとの頻度を集計した結果、最も多かったのは「行事・試
合活動」（ 8 件）であった。次いで「仲間との協力」（ 5 件）、「学びの充実」（ 3 件）が続いた。「健
康意識向上」（ 1 件）や「保健体育と実践の乖離」（ 1 件）も見られた。

3 - 1 ．行事・試合活動
「行事・試合活動」に関する体験が 8 件あり、体育祭やクラスマッチなどの学校行事が学生にとっ

て印象深い体験となっていた。チームで協力し合ったり、クラス全体で目標を達成する喜びがポジ
ティブに受け止められていることが示された。

3 - 2 ．仲間との協力
「仲間との協力」は 5 件見られた。クラスメイトと協力して競技に取り組む経験や、作戦を立て

たり声を掛け合うことで連携を深める体験が印象に残っていた。協力し合う中でチームワークや団
結の大切さを学ぶことができたと感じる学生が多かった。

3 - 3 ．学びの充実
「学びの充実」は 3 件挙げられた。新しいスポーツの体験や、授業で学んだ知識や技術が印象に

残った要因となっていた。特に応急処置やメンタル面に関する授業が、学びとして評価されている
ことがわかった。

3 - 4 ．健康意識向上
「健康意識向上」に関する体験は 1 件であった。健康や体のケアについて学んだことで、現在の

生活における健康管理やストレッチ習慣に良い影響を与えていることが示された。

3 - 5 ．保健体育と実践の乖離
「保健体育と実践の乖離」は 1 件見られた。学んだ内容が実際の運動や生活に活かせないと感じ

る体験が挙げられ、授業内容と実践のギャップが課題となっていることがわかった。

4 ．印象に残った体験の傾向

4 - 1 ．満足度が高い体験
学生は体育祭やクラスマッチなどの行事・試合活動や、クラスメイトと協力して競技に取り組む

仲間との協力の体験に満足している傾向があった。これらの体験は、チームワークや団結の喜びを
感じる機会となっていた。

4 - 2 ．学びとして印象に残る要素
応急処置や新しいスポーツの体験など、学びの充実が体験として評価されていた。知識や技術が

役立つと感じる授業は印象に残りやすいことが示された。
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4 - 3 ．改善が必要な要素
一方で、授業内容が実生活や実技に活かせないと感じる保健体育と実践の乖離が課題として挙げ

られた。今後の授業設計では、行事・試合活動や仲間との協力の機会を増やし、学びの充実を図る
とともに、保健体育の授業内容と実践との関連性を高める工夫が求められる。

5 ．改善が必要だと感じた点の分析結果

自由記述の回答をコード化し、テーマごとの頻度を集計した結果、最も多かったのは「授業内容
の改善」（ 7 件）であった。次いで「保健体育と実践の乖離」（ 3 件）、「技術指導の充実」（ 2 件）、「健
康知識の充実」（ 2 件）が挙げられた。また、「仲間との協力」（ 1 件）と「配慮不足」（ 1 件）も見
られた。

5 - 1 ．授業内容の改善
「授業内容の改善」に関する指摘が最も多く、体育の授業では実技の時間が少ない、いきなり試

合形式に入るといった不満が挙げられた。また、保健の授業では教科書通りの授業でイメージしづ
らい、フィードバックの必要性を感じないといった声があった。実技と座学のバランスや授業構成
の見直しが求められている。

5 - 2 ．保健体育と実践の乖離
「保健体育と実践の乖離」に関する意見では、保健の授業で学んだ内容が実際に役立っているか

分からない、体育で学んだウォーミングアップが専門的なスポーツに活かせないといった指摘が
あった。学びが実生活や実践に直結しないことが課題となっている。

5 - 3 ．技術指導の充実
「技術指導の充実」では、体育の授業で筋トレやストレッチの指導、スポーツ技術についてもっ

と詳しく学びたいという要望があった。技術的な指導の充実を図ることで、学生の満足度向上が期
待できる。

5 - 4 ．健康知識の充実
「健康知識の充実」では、保健の授業で薬物乱用防止や食生活の影響について、さらに詳しく学

びたいという意見が見られた。健康教育において、生活に役立つ具体的な知識の提供が求められて
いる。

5 - 5 ．仲間との協力
「仲間との協力」では、グループ活動や協力し合う授業を増やしてほしいという要望があった。

協力学習の充実が、授業満足度向上の鍵となる。

5 - 6 ．配慮不足
「配慮不足」では、体調不良時に無理に参加させられたことへの不満があった。学生の体調や状

況に配慮した柔軟な対応が必要とされている。
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全体として、授業内容の改善が最も多くの学生から指摘され、実技時間の不足や授業構成の不満
が明らかになった。また、学んだ知識が実践に活かせないという保健体育と実践の乖離も課題であ
る。技術指導や健康知識の充実、仲間との協力学習の促進、体調への配慮を行うことで、より充実
した授業内容が提供できると考えられる。これらの要素に注目し、体育と保健の授業内容を改善す
ることで、学生の満足度や学びの質が向上するだろう。

6 ．健康意識や運動習慣の分析結果

自由記述の回答をコード化し、テーマごとの頻度を集計した結果、最も多かったのは「健康意識
向上」（10件）であった。次いで「学びの充実」（ 5 件）、「保健体育と実践の乖離」（ 6 件）、「仲間
との協力」（ 1 件）が挙げられた。

6 - 1 ．健康意識向上
「健康意識向上」に関する回答では、体育や保健の授業で学んだストレッチやウォーミングアッ

プの方法が、現在でも運動前後に活用されていることがわかった。また、保健の授業で学んだ生活
習慣病の予防やタバコの危険性に関する知識が、健康を意識するきっかけとなっている。これらの
学びが、日常生活における健康管理や怪我予防に役立っているという意見が多かった。

6 - 2 ．学びの充実
「学びの充実」として、保健の授業で学んだ応急処置やメンタルケアに関する知識が、役に立っ

たと感じる学生が見られた。体育の授業では、トレーニングやストレッチのメニューを考え、自分
の体調や運動効果を意識する習慣が身についたという意見もあった。授業内容が具体的で実践的な
学びとなり、生活に活かされていることが示された。

6 - 3 ．保健体育と実践の乖離
「保健体育と実践の乖離」に関する意見では、授業で学んだ内容が専門的なスポーツや実生活に

活かせないと感じる学生が多かった。例えば、体育で学んだウォーミングアップが専門的な競技で
は役に立たない、保健の授業内容が浅く具体性に欠けるといった指摘が挙げられた。授業で学んだ
知識や技術が、実際の運動や健康管理に結びつかないことが課題となっている。

6 - 4 ．仲間との協力
「仲間との協力」に関する回答では、体育の授業を通して団体で協力する大切さやチームワーク

の重要性を学んだという意見が見られた。団体競技やグループ活動を通じて、協力して目標を達成
する喜びや団結力が養われたことが示された。

健康意識や運動習慣への影響の傾向
①健康意識向上が最も多く、授業で学んだストレッチやウォーミングアップが現在の健康管理に

役立っている。
②学びの充実として、保健の応急処置や体育のトレーニングメニューが実践されている。
③保健体育と実践の乖離が課題として挙げられ、学びが実際の運動や生活に活かされていないと

いう不満がある。
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④仲間との協力を通じて、団体活動や協力する大切さを学ぶ経験が評価されている。
今後の授業改善では、健康意識向上や学びの充実をさらに促進し、授業内容と実践との関連性を

高める工夫が求められる。

7 ．新しい提案に関する分析結果

自由記述の回答をコード化し、テーマごとの頻度を集計した結果、最も多かったのは「技術指導
の充実」（ 6 件）であった。次いで「運動を楽しむ工夫」（ 5 件）、「健康知識の充実」（ 5 件）、「授
業内容の改善」（ 4 件）、「仲間との協力」（ 3 件）、「学びの充実」（ 3 件）が挙げられた。

7 - 1 ．技術指導の充実
「技術指導の充実」に関する提案では、筋トレやストレッチの正しいやり方、ピラティスのよう

なトレーニング法を学びたいという意見が多かった。また、スポーツ技術に関する具体的な指導や、
どの筋肉が鍛えられるかを理解する授業が求められていた。基礎的な運動技術を学び、スキルを向
上させたいという要望が見られた。

7 - 2 ．運動を楽しむ工夫
「運動を楽しむ工夫」として、マイナースポーツや外国のスポーツの導入、男女問わず楽しめる

レクリエーションを増やす提案があった。また、運動能力に関係なく楽しめる授業や、得意・不得
意に関わらず取り組める内容を求める声が多かった。運動そのものを楽しめる授業設計が求められ
ている。

7 - 3 ．健康知識の充実
「健康知識の充実」では、保健の授業で生活習慣病の予防や成長期の食事に関する知識、体調管

理について学びたいという意見が見られた。また、病気について詳しく学ぶことで、健康管理に役
立てたいという要望があった。実生活に直結する健康知識の提供が期待されている。

7 - 4 ．授業内容の改善
「授業内容の改善」に関する提案では、実技時間の増加や、授業の中でクールダウンを取り入れ

る要望が挙げられた。保健の授業では、映像や実践を取り入れてわかりやすくしてほしいという意
見があった。授業の構成や進め方を工夫することで、満足度を高められると考えられる。

7 - 5 ．仲間との協力
「仲間との協力」では、合同体育やグループ活動を増やすことで、交流やチームワークを深めた

いという提案があった。協力して取り組む活動を充実させることで、クラスメイトとの関係性を良
好に保ちたいという意見が示された。

7 - 6 ．学びの充実
「学びの充実」に関する提案として、ジェンダーレス教育や生理・妊娠体験といった幅広い知識

の提供が求められた。保健の授業を通じて、現代の社会課題に触れる学びを増やすことが期待され
ている。
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新しい提案の傾向
①技術指導の充実が最も多く、運動技術やトレーニング方法に関する指導を求める声が目立っ

た。
②運動を楽しむ工夫では、運動能力に関係なく楽しめる授業や、新しいスポーツの導入が提案さ

れた。
③健康知識の充実として、生活習慣や病気予防に関する知識を深めたいという意見が見られた。
④授業内容の改善では、実技時間の増加や授業構成の工夫が求められた。
⑤仲間との協力や学びの充実を通じて、協力活動や社会的な学びの充実を図る提案もあった。
今後の授業改善では、これらの提案を取り入れ、体育と保健の授業がより有意義で楽しいものに

なるよう工夫することが重要である。

8 ．分析結果のまとめ

本研究で得られた自由記述回答をコード化し、すべての質問項目を通して全体的な傾向をまとめ
た結果、以下のような良い点、改善が必要な点、新しい提案が得られた。

8 - 1 ．良い点の総括
体育の授業では、楽しい授業や仲間との協力、健康意識向上が評価され、保健の授業では学びの

充実が見られた。ストレッチやウォーミングアップ、応急処置といった知識や技術が、健康管理や
運動習慣に役立っている。

8 - 2 ．件数改善が必要な点の総括
授業内容について、実技時間の増加や分かりやすい授業構成を求める声が多かった。また、保健

体育と実践の乖離や技術指導の不足が指摘され、学んだ知識や技術が実生活やスポーツに活かされ
ていないと感じる学生が一定数いた。保健授業では、健康知識の充実が求められ、体調への配慮も
改善点として挙げられた。

8 - 3 ．新しい提案の総括
学生は、運動を楽しむ工夫や技術指導の充実を求めており、運動能力に関係なく楽しめる授業が

期待されている。また、保健では健康知識の充実や、実践的な学習を取り入れることで、学びを深
めたいという要望が多かった。

総合的な傾向と示唆
①良い点では、楽しい授業、健康意識向上、仲間との協力が評価された。
②改善点として、授業内容の改善や技術指導の不足、保健体育と実践の乖離が課題である。
③新しい提案では、運動を楽しむ工夫や健康知識の充実が多く、授業内容を実生活や実践に結び

つける工夫が求められている。
今後の授業改善では、これらの要素を取り入れ、体育と保健の授業がより充実し、実践的で楽し

いものになるよう工夫することが重要である。
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考察

本研究では、中学校・高校の体育および保健の授業に対する学生の満足度や改善点について自由
記述の回答を分析した。その結果、体育と保健の授業にはそれぞれ異なる特徴があり、学生の体験
や要望に応じた改善が必要であることが明らかになった。以下に、全体的な傾向と保健教育に関す
る指摘を考察し、今後の授業改善への示唆を示す。

1 ．全体的な傾向と満足度要因

まず、満足度が高い要因として挙げられたのは「楽しい授業」や「仲間との協力」、「行事・試合
活動」などである。体育祭やクラスマッチといった集団活動は、クラスメイトと協力し合い、団結
力やチームワークを育む貴重な経験となっていた。また、ストレッチやウォーミングアップの方法
を学び、健康意識が向上した体験も学生にとって満足度の高い要素であった。

一方で、保健教育に関しては、知識や技術が実生活に活かされていると感じる体験が少なく、満
足度の向上が課題であることが示された。特に「保健体育と実践の乖離」が指摘され、学んだ内容
が現実の健康管理や運動習慣に結びついていないと感じる学生が多かった。これにより、保健の授
業は理論的な知識の提供だけでなく、実践的な学びを強化する必要がある。

2 ．改善点と保健教育への指摘

改善点としては、「授業内容の改善」が最も多く指摘された。体育の授業では、実技時間が不足
していることや、練習が不十分なまま試合に移行する点が不満として挙げられた。保健の授業では、
講義中心の授業が多く、実践や映像を取り入れた授業が少ないため、内容が理解しづらいという意
見が見られた。これらの不満は、授業内容を工夫し、実技と座学のバランスを適切に取ることで改
善が期待できる。

特に保健教育においては、「健康知識の充実」と「保健体育と実践の乖離」が課題として浮かび
上がった。生活習慣病の予防や食生活、病気に関する知識をもっと詳しく学びたいという要望が多
く、学びが実生活に直結していないという不満が見られた。これにより、保健教育は知識を教える
だけでなく、日常生活でどのように活用するかを意識した授業設計が求められる。

3 ．新しい提案と今後の保健教育改善への方向性

学生からの新しい提案として、「実践的な学習の導入」や「健康管理に関する知識の充実」が挙
げられた。応急処置やストレス管理、生活習慣病予防について、シミュレーションや実習を通じて
学びたいという要望が多く見られた。これにより、保健教育には以下の改善が必要であると考えら
れる。

①実践的な健康教育の導入
　保健授業に応急処置や健康管理法の実習を取り入れることで、学んだ知識が現実に活かせるよ

うになる。例えば、心肺蘇生法の実演や怪我の応急処置のシミュレーションを行うと効果的で
あると考えられる。

②生活に直結する健康知識の提供
　成長期の食事や生活習慣病予防について、日常生活に役立つ具体的な知識を提供する。これに

より、学生が自ら健康管理を意識する習慣を育むことが期待できる。
③ジェンダーやメンタルヘルス教育の充実
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　現代社会におけるジェンダー平等やメンタルヘルス、ストレス管理について学ぶ機会を増や
す。生理や妊娠体験学習を通じて、相互理解を深める教育も重要であると考えられる。

④授業と実践の結びつき
　保健で学んだ内容を体育や日常生活に活かすため、授業内容を工夫する。例えば、体育で学ん

だウォーミングアップ方法を保健の授業で解説し、相互に連携する形が考えられる。

4 ．第 2報への展開

これらの考察を踏まえ、第 2 報では保健教育の改善に向けた具体的な提案を示す。実践的な学び
や生活に直結する健康知識を強化することで、学生が自ら健康管理や予防行動を実践できる授業設
計を目指す。保健教育の充実は、学生の生涯にわたる健康意識や行動習慣の形成に寄与する重要な
要素であり、今後の教育改善において不可欠である。この考察をもとに、具体的な改善策を第 2 報
で提案し、より効果的な保健教育の実現を図る。
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中高時代の保健体育科教育から考える効果的な教育の可能性のための提案
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1 ．序論

現代社会において、健康教育は学校教育の中核的な役割を担い、児童生徒が生涯にわたり健康的
な生活を送るための基礎を築く重要な要素として位置付けられている。文部科学省は「令和の日本
型学校教育」の中で、主体的・対話的で深い学びを通じて知識と実践力を育成することを目指し、
保健教育の強化を重要な柱の一つとしている（文部科学省、2021）。具体的には、学習内容を社会
や日常生活に結び付ける能力の育成や、生徒が自ら健康課題を発見し解決する力を養うことが求め
られている。

しかし、保健教育の現状にはいくつかの課題が指摘されている。たとえば、中学校や高等学校の
学習指導要領解説では、保健体育科における学習が知識伝達に偏りがちであり、生徒が学んだ内容
を日常生活や将来の課題解決に応用する力を十分に育成できていないという課題が挙げられている

（文部科学省2017；2018）。また、健康リテラシーの向上が強く求められているものの、その具体的
な実践方法については現場での取り組みが限定的である点が問題視されている（古田、2013）。

さらに、保健体育科の教員養成過程においても、指導力の向上に向けた具体的な方法論やカリ
キュラム設計が不十分であるとの指摘がある。たとえば、武田ら（2016）は、模擬授業や教材研究
を体系的に組み込んだ指導方法が十分に発展していない点を挙げ、教員養成課程における指導演習
の重要性を強調している。清水ら（2014）は、教職実践演習が現場の教育と学術的研究の橋渡しと
なるべきとし、現場体験を通じた実践的なスキルの向上が不可欠であると論じている。

これらの課題を踏まえ、本学における保健体育教職課程の改善は、学生が将来の教育現場で求め
られる実践力を身に付けるための具体的な取り組みを導入する上で、非常に重要である。

本研究の目的は、第 1 報で得られた調査結果を基に、保健教育の現状と課題を整理し、その改善
策を提案することである。具体的には、「知識の実用性」「学習意欲の向上」「実践力の養成」を中
心テーマとし、現実的かつ効果的な教育内容や指導方法を示す。本報告では、保健教育の質的向上
を図り、本学の教職課程をより実践的で有用なものとするための提案を行う。

本研究の意義は、保健体育教育における理論と実践の橋渡しを行い、学生が将来の教育現場で活
用できる知識とスキルを養成する点にある。また、健康教育が社会全体の健康意識向上に寄与する
可能性を提示することで、教育現場における新しい価値観を提案する。本学独自のアプローチを踏
まえた改善案は、他の教職課程にも応用可能であり、広範な教育改革に資することが期待される。

2 ．第 1報の調査結果の要約

本学の保健体育教職課程における保健教育に関する第 1 報の調査では、学生の満足度や改善すべ
き点が明確に示された。調査結果によると、学生の多くは「保健教育を通じて基礎的な知識を身に
付けることができた」と回答している一方で、「学んだ内容を日常生活や教育現場での指導に活か
す方法が十分に提供されていない」と感じていることがわかった。特に、「健康知識が現実的な問
題解決に結びついていない」「授業での実用的なスキルが不足している」といった声が目立ち、保
健教育が知識の伝達に偏りがちな現状が浮き彫りになった。
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授業形態については、「実技の時間が少なく、身体的な体験を通じて学ぶ機会が不足している」
という指摘が多数見られた。これに関連して、学生の自由記述では、「実際に役立つ応急処置やス
トレスマネジメントの具体的な方法を学びたい」「実践的な授業内容を取り入れるべき」という意
見が多く寄せられている。また、「授業が一方的な講義形式に終始し、興味を引きづらい」と感じ
ている学生も多く、楽しい授業や参加型の学びが求められていることが示された。

さらに、授業内容そのものについても、「より現代的な健康課題を扱うべき」という意見があり、
特に生活習慣病の予防やメンタルヘルス、ジェンダーや多様性に関する教育への期待が高まってい
ることが明らかになった（文部科学省 , 2021）。これらの結果は、保健教育の現状が学生のニーズ
や現代社会の課題に十分に対応できていないことを示しており、教育内容や指導方法の抜本的な見
直しが必要であることを強調している。

3 ．保健教育の課題の整理

3-1．保健教育と実践の乖離

第 1 報の調査結果から、保健教育における「理論と実践の乖離」という重要な課題が浮き彫りに
なった。多くの学生が授業で学んだ知識を実生活や将来の指導に活用できていないと感じており、

「現実的な問題解決に結びつく学びが不足している」との声が多く寄せられている。このような課
題は、保健教育が単なる知識伝達に偏り、応用力を養成する機会を十分に提供していない現状を反
映している。

武田ら（2016）は、保健体育教員養成において「実践的指導力を高めるための体系的なカリキュ
ラム設計が不十分である」と指摘し、模擬授業や教材研究を通じて理論と実践を統合する必要性を
強調している。この視点からも、保健教育における理論と実践の結びつきを強化することが重要で
ある。例えば、授業内容を実生活や現場での実践に直結させるために、シミュレーションやケース
スタディを取り入れることが効果的であると考えられる。

また、自由記述では「保健の授業で学んだ内容が現場での指導に役立つイメージが湧かない」と
いった声が確認されており、保健教育の指導内容を教育現場での実践に結び付ける工夫が求められ
ている。特に、健康教育の内容を生活習慣や社会問題と関連付け、生徒が実生活で健康課題に対応
できる力を養成することが必要である。こうした工夫により、保健教育が現場での指導に直結し、
教員としての実践力向上に寄与することが期待される。

3-2．健康知識の実用性の欠如

保健教育のもう一つの大きな課題は、「健康知識の実用性の欠如」である。第 1 報では、学生が
健康管理や生活習慣病予防に関する知識を学ぶ機会が十分ではなく、学んだ内容を日常生活でどの
ように活用すれば良いかが明確になっていないとの意見が多く寄せられた。たとえば、「生活習慣
病について学んだが、具体的な予防方法や実践例が提示されなかった」「健康管理に関する授業が
抽象的で、行動に繋がる内容が乏しい」といった不満が見られる。

中学校学習指導要領解説（文部科学省 , 2017）では、「保健教育は、心身の健康を保持増進し、
生涯にわたって健康な生活を送るための基礎的な知識と技能を育成すること」を目的としている。
しかし、実際の教育現場では、授業内容が学生の興味や実生活に直結していないために、健康課題
への対応力が十分に育成されていない可能性がある。この点については、保健教育の内容に具体性
を持たせることが必要である。具体的には、健康管理の実践例や生活習慣病予防の具体的な方法、
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メンタルヘルスのセルフケア手法など、日常生活で活用できる知識やスキルを取り入れることが有
効であると考えられる。

さらに、健康リテラシーの向上を目指す教育が必要である。古田（2013）は、健康リテラシーの
不足が保健教育の効果を制限していると指摘し、知識の習得だけでなく、それをもとに判断し行動
する力を育む必要性を強調している。これを踏まえると、保健教育のカリキュラムには、知識を日
常生活に応用する力を養成するための演習や実習が含まれるべきである。

3-3．学生の学習意欲の向上

最後に、保健教育の課題として挙げられるのが、「学生の学習意欲の向上」である。第 1 報では、
「授業が一方的な講義形式に終始しており、学生が主体的に学ぶ機会が不足している」との指摘が
見られた。特に、「授業が退屈に感じられる」「内容が現実的でないため、関心を持てない」といっ
た声が寄せられており、学生の興味を引き出すための工夫が求められている。

文部科学省（2021）は「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善を提唱しており、
保健教育にもこの視点が不可欠である。具体的には、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れ、
学生が自ら課題を見つけ、解決方法を考える機会を増やすことが有効である。たとえば、グループ
ディスカッションやロールプレイを通じて、健康課題に対する具体的な対応策を考える活動を組み
込むことで、学生の主体性を引き出すことができる。

また、楽しい授業の要素を取り入れることも重要である。自由記述では、「クラスマッチや体育
祭のような参加型の活動が楽しかった」という声が多く、授業の中に楽しさを感じられる要素を取
り入れることで、学習意欲を高めることが期待される。さらに、学生が学んだ内容を評価し合う相
互評価の仕組みを導入することで、学習意欲を向上させる効果も期待できる。

以上のように、保健教育の課題としては、「理論と実践の乖離」「健康知識の実用性の欠如」「学
生の学習意欲の向上」が挙げられる。これらの課題を克服するためには、授業内容や指導方法の見
直しを図り、学生が主体的に学び、実生活や教育現場で活用できるスキルを習得できる教育環境を
整備する必要がある。

4 ．保健体育の課題と対応策

4-1．実践的な健康教育の導入

保健科教育において、実践的な学びを授業に取り入れる重要性が、学生の意見や第 1 報の調査結
果から明らかになっている。提供された自由記述データでは、「応急処置を学んだが実践する機会
が少なかった」や「生活習慣病についてもっと深く学びたかった」といった声が挙げられ、これら
は保健科教育が知識伝達に偏りがちな現状を反映している。

古田（2013）は、保健教育が単なる知識の伝達に留まらず、実際の行動変容を促すことが重要で
あると指摘している。この観点から、保健授業においては実践的な活動を積極的に導入する必要が
ある。例えば、心肺蘇生法の実習や応急処置の具体的な練習をカリキュラムに組み込むことで、学
生は緊急時に適切に対応するスキルを身につけることができる。また、「怪我や病気の予防方法を
実践的に学べる時間が欲しかった」との声に応える形で、生活習慣病予防の実践例や健康管理スキ
ルを扱う授業が効果的である。

さらに、文部科学省（2021）が提唱する「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、保健
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科教育においてもシミュレーションやケーススタディの手法を取り入れることが有効である。たと
えば、「ある生徒が体調を崩した際にどのような指導を行うべきか」をテーマにしたシナリオ形式
の授業を行うことで、学生が実際の教育現場での問題解決能力を養うことが期待される。また、ス
トレスマネジメントや睡眠・食事習慣の改善に関する具体的な演習を取り入れることで、日常生活
に直結する実践的なスキルを提供することができるだろう。

第 1 報のデータには、「応急処置を学んだが、知識だけで実践機会がなかった」との意見が含ま
れている。これに応える形で、応急処置に関する講義内容を動画やグループワーク形式で行い、実
際に動作を確認しながら練習できる仕組みを取り入れることが重要である。また、教員養成の視点
では、保健授業で学んだ知識を将来の指導にどのように活かすかを具体的に体験する場を設けるこ
とで、理論と実践の統合が進むと考えられる。

これらの工夫により、保健教育は従来の知識中心の学びから脱却し、学生が主体的に学び、得た
知識を活用できる力を育成する教育へと進化することが期待される。現場で即戦力となる教員を育
てるためには、実践的な授業を充実させ、保健科教育の質を向上させる取り組みが不可欠である。

4-2．日常生活に役立つ健康知識の提供

保健科教育の改善課題の一つとして、学生が日常生活で活用できる実用的な健康知識の提供が挙
げられる。第 1 報の調査結果や自由記述データでは、「生活習慣病についてもっと深く学びたかっ
た」「保健で日常生活でも使える健康管理の授業を学びたかった」といった声が確認されており、
保健教育が日常生活と結びついた具体的な学びを十分に提供できていない現状が浮き彫りになって
いる。

中学校学習指導要領解説（2017）は、保健教育の目的として、生涯にわたって健康な生活を送る
ための基礎的な知識と技能を養うことを掲げている。しかし、提供されたデータからは、「熱中症
予防や生活習慣病予防の実践的な授業が欲しかった」「成長期に食べて良いもの、悪いものについ
て知りたかった」といった学生の意見が多く挙がっており、具体的な指導方法や実践例が不足して
いることが明らかになった。これらの声は、保健教育が学生の日常生活における健康管理に十分寄
与していないことを示している。

文部科学省（2021）が提唱する「主体的・対話的で深い学び」を反映する形で、保健教育におけ
る健康知識の提供をより実践的で応用可能なものにすることが求められる。たとえば、生活習慣病
の予防に関しては、疾患リスクを低減するための具体的な食生活や運動習慣をシナリオ形式で学ぶ
授業が有効である。また、学生の自由記述に見られる「日常生活で実践できる健康管理の方法を
もっと知りたい」という要望に応えるために、健康的な食事の選び方や簡単に実践できるストレス
マネジメント法を取り入れた授業設計が効果的である。

さらに、「健康的に筋肉をつける方法やピラティスを教えて欲しかった」という声を踏まえ、日
常的に取り組みやすい健康習慣を実習形式で学べる授業の導入が考えられる。具体例として、健康
管理に必要な基本的な栄養素の理解を深めるワークショップや、ストレッチや軽いトレーニングを
取り入れた授業が挙げられる。これにより、学生は授業で学んだ知識を日常生活に応用する力を養
い、自分自身の健康をより主体的に管理できるようになる。

また、自由記述には「熱中症予防の授業が印象に残っている」という肯定的な意見も含まれてお
り、これを基盤に、さらに応用的な内容を加えることで授業の質を向上させることが可能である。
たとえば、熱中症や生活習慣病予防の知識を学ぶだけでなく、それに基づいた行動計画を学生自身
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で立て、実践する活動を含む授業は、学生の健康リテラシーを高める有効な手段となる。
保健教育が単なる知識の伝達にとどまらず、実際の生活における応用力を高めるものであること

が重要である。こうした教育を通じて、学生が日常生活の中で健康課題に対応する力を養成するこ
とは、保健科教育の意義をさらに深めることにつながるだろう。

4-3．ジェンダー平等と多様性の教育

保健教育において、ジェンダー平等や多様性への理解を促進することは、現代社会における重要
な課題である。提供されたデータでは、「ジェンダーレスについて取り入れても良さそう」「生理や
妊娠の感覚を体験できる授業があったらいい」といった具体的な要望が挙げられている。これらの
声は、現在の保健教育が性差や多様性について十分な学びを提供できていない現状を反映してお
り、教育内容の充実が求められている。

岡（2024）は、性教育の強化が必要であると指摘しており、生理や妊娠に関する知識の習得に加
え、それらを実感する体験型の教育がジェンダー平等への理解を深めるために有効であると述べて
いる。例えば、妊婦体験や月経困難症の疑似体験を通じて、学生が性差に基づく健康課題を具体的
に理解する機会を提供することが重要である。このような体験を授業に組み込むことで、学生は単
なる知識の習得にとどまらず、実感を伴う学びを得ることができるだろう。

また、多様性の理解を促進するためには、性的マイノリティやジェンダーに関する固定観念を解
消する教育が必要不可欠である。提供されたデータには、「保健でジェンダーレスについてもっと
学びたかった」という声が含まれており、現代社会における多様性を尊重する価値観を育む教育が
求められている。具体的には、LGBTQ+ に関する知識を提供し、性的マイノリティが直面する健
康課題や社会的困難について議論する授業が有効である。これにより、学生は他者の価値観や背景
を尊重し、多様な視点を持つことができるようになる。

さらに、月経や妊娠だけでなく、更年期障害や不妊症といった幅広いジェンダー関連の健康課題
を扱うことも重要である。これらの課題に関する学びは、学生自身の将来の健康管理に役立つだけ
でなく、将来教員として生徒に対して適切な指導やサポートを提供するための基礎力を養うことに
繋がる。たとえば、妊婦体験キットや性教育教材を活用したワークショップを行うことで、理論と
実感を伴った教育が可能となる。

文部科学省（2021）は、学校教育において多様性を尊重する視点を取り入れる重要性を指摘して
いる。この方針に基づき、保健科教育でも性別に基づく差異や偏見をなくす取り組みを進める必要
がある。たとえば、男女の健康課題に関する共通点と相違点を比較する授業や、社会におけるジェ
ンダー不平等が健康に及ぼす影響を考察するディスカッションを行うことで、学生は問題解決能力
や批判的思考力を養うことができる。

現代社会における保健教育の役割は、学生に正確な知識を提供するだけでなく、ジェンダー平等
や多様性を尊重する価値観を育むことにもある。このような教育を通じて、学生が他者を尊重し、
多様な健康課題に対応できる教員として成長するための基盤を築くことが期待される。

4-4．指導方法の工夫

保健科教育における指導方法の工夫は、大学生が将来の教育現場で即戦力となるための重要な要
素である。第 1 報の調査結果や自由記述データでは、「保健の授業が一方的な講義形式に終始し、
学生の興味を引き出せていない」「実践的な活動が不足している」といった課題が挙げられており、
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これを踏まえた指導法の改善が求められている。具体的には、模擬授業や映像教材、アクティブ・
ラーニングの導入といった手法が有効である。

（1）模擬授業の実施
模擬授業は、大学生が教員としての指導力を養う上で不可欠な教育手法である。清水（2014）は、

模擬授業を通じて学生が自らの指導方法を検討し、他者からのフィードバックを受けるプロセスが
重要であると指摘している。本学においても、模擬授業を指導方法の中心に据え、学生が主体的に
授業設計を行い、実践する場を提供することが求められる。

例えば、生活習慣病の予防をテーマにした授業案を学生が作成し、それを模擬授業として実施す
る。授業後には他の学生や教員がフィードバックを行い、指導方法の改善点を明確にする。このプ
ロセスは、単なる知識の習得ではなく、実際の教育現場での応用力を養成する場として機能する。
また、学生が他者の模擬授業を評価することで、異なる視点からの学びを得ることが期待される。

（2）映像教材やオンラインツールの活用
映像教材やオンラインツールは、視覚的な理解を促進し、学生の学習意欲を高めるための効果的

な手段である。武田（2016）は、視覚的教材を用いることで知識の定着が促進されることを示して
いる。例えば、心肺蘇生法の手順や熱中症予防の具体的な対応策を映像で提示することで、学生は
直感的に内容を理解できる。

また、オンラインツールを活用したインタラクティブな学習環境の構築も重要である。例えば、
学生が教材作成の過程でオンラインクイズや対話型教材を作成し、それを模擬授業に組み込むこと
が考えられる。こうした活動は、学生自身の学びを深めると同時に、現場での指導に役立つスキル
の向上に寄与する。

（3）アクティブ・ラーニングの手法
アクティブ・ラーニングは、学生が主体的に学びに参加することを促す手法であり、保健科教育

においてもその導入が期待されている（村山 , 2024）。第 1 報の自由記述データでは、「ディスカッ
ションやグループ活動が少ない」「現場を想定した実践的な学びが欲しい」といった声が挙げられ
ており、これを解消するためにアクティブ・ラーニングを授業に組み込むことが必要である。

具体的には、健康課題をテーマにしたケーススタディを導入することが考えられる。たとえば、
ある生徒が生活習慣病のリスクを抱えている状況を想定し、その原因や予防策をグループで議論す
る活動を行う。また、ロールプレイ形式で教員役と生徒役を交代しながら指導方法を練習すること
で、現場での指導力を高めることができる。

（4）現場での応用を意識した教育設計
大学で学んだ内容が教育現場で応用されるためには、理論と実践を結びつける仕組みを構築する

必要がある。模擬授業や映像教材を通じて学んだ内容を、現場での指導に活かすためのシナリオ形
式の授業案作成を学生に課すことが有効である。

また、現場での授業後には同僚教員や教育実習担当者と相互評価を行い、フィードバックを受け
ることで指導力を向上させる。このような仕組みを大学の教育課程に組み込むことで、学生は理論
と実践を統合した指導力を身につけることができる。
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指導方法の工夫は、大学生が保健科教育の教員として実践力を養うための基盤を提供するもので
ある。模擬授業、映像教材、アクティブ・ラーニングの導入を通じて、学生が主体的に学び、現場
で応用できるスキルを身につける教育環境の整備が求められる。このような取り組みは、理論と実
践の乖離を解消し、保健科教育の質的向上に寄与するだろう。

5 ．指導案 : 生活習慣病の予防

本章では、生活習慣病予防をテーマとした具体的な指導案を提示する。このテーマを選んだ理由
は、第 1 報の調査結果や自由記述において、学生が日常生活で実践可能な健康知識や行動変容の方
法を求めている声が多く挙げられたためである。 さらに、本研究の目的である保健教育の課題解
決を具体的に示す例として、生活習慣病予防を取り上げた。このテーマは、学生が興味を持ちやす
く、実生活に即した行動変容を促すのに適していると考えられるため、教育現場での応用可能性が
高い。特に、生活習慣病の予防に関する具体的な授業内容を希望する意見が目立ち、それが学生の
将来の健康維持や教育現場での指導力向上に直結すると考えられたからである。この指導案は、前
章で述べた課題の解決を目的として設計されており、特に学生が主体的に学び、実生活に活かせる
知識と行動力を養うことを目指している。また、模擬授業やアクティブ・ラーニングを取り入れた
実践的な教育手法を提案し、教育現場での活用可能性を検討する。

5-1．指導案 : 高等学校保健　「生活習慣病の予防」

1 ．単元の目標
1 ．健康知識の獲得 : 
　　　◦　生活習慣病のリスク要因と予防方法について理解する。
　　　◦　バランスの取れた生活習慣の重要性を認識する。
2 ．主体的な行動計画の策定 : 
　　　◦　自身の生活習慣を振り返り、具体的な改善案を作成する。
　　　◦　小さな行動目標を設定し、実行可能性を考慮する。
3 ．将来を見据えた健康意識の向上 : 
　　　◦　自身の生活習慣が将来の健康に及ぼす影響を予測し、予防行動の重要性を理解する。

2 ．単元の評価規準

評価視点 評価内容

知識・技能 生活習慣病のリスク要因と予防策を正確に説明できる。

思考・判断・表現 自身の生活習慣を振り返り、リスク要因を分析し、具体的な行動目標を考える
ことができる。

主体的な学習態度 健康的な生活を送るための行動目標を設定し、それを実行するための意欲を示
すことができる。

3 ．本時の目標
1 ．自身の生活習慣を振り返り、未来の健康リスクを予測する。
2 ．生活習慣病を予防するための小さな行動目標を設定する。
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4 ．本時の指導案

段階 学習内容と学習活動 学習形態 教師の支援・指導

導入 生活習慣病のリスクと影響を説
明 : 
スライドを用いて、生活習慣病
の概要や統計データを提示。具
体例を挙げ、「なぜ予防が必要
か」を問いかける。

全体 統計データや具体的な事例をス
ライドで提示し、「10年後の自
分を想像してみましょう」と問
いかけ、興味を引き出す。

質問例 : 「生活習慣が健康に与
える影響とは？」、「今の生活を
続けると将来どうなる？」

生徒が自由に答えやすい雰囲気
を作りながら、積極的な発言を
促す。

展開 1 ．自己振り返りワーク : 
ワークシートを用い、現在の生
活習慣を記録。
質問例 : 「食事、運動、睡眠、
ストレス管理の中で一番気にな
る習慣は？」

個人作業 ワークシート記入の手順を説明
し、「改善点が見つからない場
合はどうする？」などフォロー
質問を投げかける。

2 ．未来予測記入 : 
ワークシートの 2 つ目の項目に

「この生活を10年続けたらどう
なるか」を記入し、将来の健康
リスクを想像。

「例えば、朝食を抜き続けた場
合、どんな影響が出るか考えま
しょう」と具体例を提示。

展開 3 ．グループ活動 : 
改善案の検討 : 各自が振り返り
で見つけた改善案をグループで
共有し、全員の意見を整理。

グループ活動 「実現可能で小さな改善策を考
えましょう」とアドバイス。模
造紙やマーカーを使い、視覚的
に整理する方法を提案。

話し合いの焦点例 :
「実現可能な行動とは何か？」
「小さな変化がどう健康に影響
するか？」

必要に応じて「例えば、昼食
で野菜を一品追加するのはど
う？」など具体例を示し、議論
を活性化。

発表 改善案の発表とフィードバッ
ク :
各グループが考えた改善案を発
表し、他のグループや教員から
フィードバックを受ける。

グループ→全体 「この案の実現可能性をどう高
められるか？」といった建設的
な質問を投げかける。優れたポ
イントを全体に共有し、学びを
深める。

質問例 :「この改善案を実現す
るために必要な環境は何か？」

改善案の実用性や独創性を評価
し、ポジティブなフィードバッ
クを強調。

まとめ 行動目標の設定と振り返り : 生
徒一人ひとりが「今日から始め
られる具体的な行動」を設定
し、行動計画シートに記入。

個人作業 行動計画記入のサポートを行
い、「小さく始めることが成功
の鍵です」とアドバイス。達成
感を持てる目標設定を促す。

教師のまとめ :
生活習慣病予防のポイントを再
確認し、「今からでも変えられ
る」というメッセージを伝える。

ポジティブなトーンで、「皆さ
んの行動が未来の健康を大きく
変える力があります」と励ま
す。

5 ．資料等
1 ．ワークシート : 
　　　◦　現在の生活習慣チェックリスト（食事、運動、睡眠など）。
　　　◦　未来予測と行動目標記入欄。
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2 ．視覚資料 : 
　　　◦　生活習慣病の罹患率や食生活の統計データ。
　　　◦　短い改善例の動画（例 : 手軽にできる食事の工夫、日常的な運動習慣）。

6 ．期待される成果
• 　生徒が生活習慣病予防に向けた具体的な行動計画を策定できるようになる。
• 　将来の健康リスクを考える視点を持ち、自主的な生活改善行動を始めるきっかけとなる。

5-2．指導案の解説

本指導案は、第 1 報の調査結果に基づき、生活習慣病予防をテーマとして設計されたものである。
特に、学生が日常生活に即した健康知識を習得し、具体的な行動変容を考えることができるように
することを目的としていた。このテーマは、学生自身が自分の生活習慣を振り返りやすく、また教
育現場での実践に活用しやすいことから選ばれた。

導入部分では、統計データや具体例を活用して生活習慣病のリスクを視覚的に提示することで、
学生の問題意識を喚起することを目指した。これにより、学生が自らの健康課題を身近な問題とし
て捉える基盤を提供した。また、展開部分では、自己振り返りワークを通じて現在の生活習慣を具
体的に見直し、それを基に将来の健康リスクを予測する活動を行った。これにより、学生が自らの
生活を主体的に分析する力を育むことを狙った。

さらに、グループ活動では、改善案を共有し、他者の視点を取り入れることで多様な考え方を学
び、自らのアイデアを深化させることを意図していた。これらの活動を通じて、学生が実現可能で
具体的な行動目標を設定する能力を養うことが期待された。

本指導案の全体設計は、模擬授業やアクティブ・ラーニングの手法を取り入れ、理論と実践を結
びつける教育を実現するために構成されていた。この指導案は、学生が主体的に学び、行動変容を
促進するだけでなく、教育現場で即戦力となる知識とスキルを提供する重要な基盤となることを意
図した。

6 ．結論

本研究では、保健教育の課題を整理し、生活習慣病予防をテーマとした具体的な指導案を提案し
た。指導案は、学生が自らの生活習慣を振り返り、実生活で応用可能な知識とスキルを養成するこ
とを目指して設計されており、健康リテラシーの向上が期待された。

また、模擬授業やアクティブ・ラーニングの導入を通じ、教育現場で即戦力となる教員の育成を
意図した。本研究は、理論と実践の結びつきを強化する教育手法を示し、保健教育が現場での実践
力向上に寄与する可能性を示した。

今後は、提案した指導案の実践と効果検証を進めることが課題である。現場からのフィードバッ
クを基に改善を重ね、他分野への応用も視野に入れたさらなる発展が求められる。

本研究が、保健教育の質的向上に寄与し、学生や教育現場の健康意識向上に貢献する一助となる
ことを期待している。
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剣道未経験者に向けた剣道授業展開の提案

玉田　理沙子

1 . 序論

1-1．剣道の教育的価値と意義

剣道は、日本の伝統文化を象徴する武道であり、技術習得のみならず、礼法や精神鍛錬、人格形
成など、多面的な教育的価値を有している。「礼に始まり、礼に終わる」という理念は、相手への
敬意を示すだけでなく、自らを律する力を育み、社会生活において求められる対人関係能力や協調
性を養うことに寄与する（文部科学省 , 2017）。例えば、礼法を通じて相手を尊重する姿勢を学ぶ
ことは、学校教育や社会生活における礼儀正しさや倫理観の形成を促進するだろう。

さらに、剣道では心技体の調和を重視し、稽古や試合を通じて集中力や忍耐力、克己心を鍛える。
試合では正々堂々とした態度が求められ、結果に対する潔い受け止め方や相手を称賛する姿勢を身
につけることができる。こうした経験は、勝敗を超えた価値観を育み、困難への向き合い方や人生
全般での柔軟な思考力を培う契機となる。

このように、剣道の教育的意義は、単なる技術的側面に留まらない。他のスポーツと異なり、倫
理観や精神性の向上に直接寄与する点で、学校教育や社会教育において独自の役割を果たすもので
ある。これらの要素は、教育現場や地域社会の多様な活動に応用可能な普遍的価値を有していると
考えられる。

1-2．現代社会における意義

近年、デジタル技術の進展や価値観の多様化が進む中で、人間関係や自己管理能力の希薄化が課
題として指摘されている。特に、子どもたちが日常生活で礼儀作法や規律を学ぶ機会が減少してい
る現状は深刻である。剣道教育が提供する礼法や精神鍛錬は、こうした課題に対応し、道徳心や規
律意識の向上に寄与する。また、稽古で目標達成の努力を重視する過程は、自己肯定感や達成感を
育て、学力向上や精神的安定の貢献が期待される。

さらに、剣道は「道」としての側面を持ち、単なる競技ではなく生涯学習の一環として継続可能
である。これにより、長期的な人格形成や健康維持につながり、地域社会での活動を通じて幅広い
世代の交流を促進する力を有している。

1-3．伝統的指導法とアクティブラーニングの融合

剣道の伝統的な指導法は、「見て覚える」や「反復稽古」を通じて技術や精神性を体得する「染
み込み型の学習」を基盤としている。この手法は、剣道の礼法や基本動作を自然と身につけさせる
点で極めて有効であり、特に長期的な学習を通じて高度な技能と深い理解を促進するものである。
さらに、この方法は技術的な洗練とともに、剣道が重視する精神文化の継承にも寄与している。そ
のため、現在でも多くの場で重用されている。

一方で、大学の体育実技という制約された教育環境において、伝統的な指導法のみでは十分な成
果を得ることが難しい場合がある。大学の体育実技は通常、15週程度の限られた時間内で学生が剣
道を体験し、基本動作や礼法を学ぶ場として設計されている。特に剣道未経験者に対しては、短期
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間で技術や精神性を理解させることが必要であり、従来型の「見て覚える」学習だけでは対応が難
しい場合がある。

このような教育環境において注目されるのが、アクティブラーニングの教育理念である。アク
ティブラーニングは、学生が主体的に学びに関与し、他者との協働を通じて学習を深めることを目
的とする教育手法である（文部科学省 , 2017）。この方法は、受動的な知識伝達ではなく、能動的
な学習を促進し、思考力や問題解決能力を育成する点で現代教育において広く支持されている。

本研究では、このアクティブラーニングの理念を剣道教育に統合し、大学体育実技において適応
可能な学習手法として、マイクロコーチングの導入を提案する。マイクロコーチングは短時間の指
導実践と即時フィードバックを特徴とし、学生が効率的に学ぶことを可能にする手法である。この
手法は、以下の点で伝統的な指導法とアクティブラーニングの融合を実現する。

第一に、学生が主体的に学習に参加する仕組みを提供することである。マイクロコーチングでは、
指導者役、学習者役、観察者役を交代する形式を採用し、全員が能動的に学習プロセスに関与する。
この形式は、単に指導を受けるだけでなく、他者への指導や観察を通じて多角的な視点を養うこと
を可能にする。

第二に、協働的なフィードバックを通じた自己改善の機会を提供する点である。観察者役が具体
的なフィードバックを行い、指導者役および学習者役がそのフィードバックを活用して動作を修正
する。このプロセスは、アクティブラーニングの核心である「学び合い」を体現するものである。

第三に、実践と内省のサイクルを短い間隔で繰り返す点である。マイクロコーチングでは、実践
（指導および動作）を行った直後にフィードバックを受け、それを次の実践に即時反映する。この
サイクルは、剣道の基本動作や礼法の理解と修得を効率的に進めるための鍵となる。

剣道の伝統的な指導法とアクティブラーニングを統合する試みは、教育現場に新しい価値をもた
らすものである。特に、短期間で学習成果を求められる大学体育実技においては、学生の主体性を
高め、効率的かつ効果的な学習を実現する手法として、マイクロコーチングの導入は有効であると
考えられる。

1-4．教育現場における課題

剣道は学習指導要領で必修化されているが、現場では指導者不足が深刻である。文部科学省
（2019）の調査では、武道指導ができる教員がいない学校は全体の約30％に達し、特に剣道では専
門知識や経験を持つ教員が限られている。多くの教員が剣道の授業を担当する際、自信を持てず、
十分な指導が困難であるとされる。

指導者不足の要因には以下が挙げられる：
　 1 ．教員養成課程の不足

剣道を必修科目として学ぶ機会が少なく、教員志望者が基本技術や理念を体系的に習得でき
ていない。

　 2 ．短期間での習得の難しさ
半期15回程度の授業で技術や理念を指導できるレベルに達するのは難しい。

　 3 ．現場での即時実践の困難さ
礼法や基本動作、安全管理、授業計画の作成、生徒への動機付けなど、多岐にわたるスキル
が求められる。
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1-5．新しい指導アプローチの必要性

現状の課題を克服するため、指導者が短期間で効率的にスキルを習得する新たな手法が必要であ
る。その一つとして、マイクロコーチングが注目されている。マイクロコーチングは、短時間の指
導練習と即時フィードバックを繰り返し行う手法であり、以下の効果が期待される：
　 1 ．指導技術の効率的な向上

　　即時の実践と振り返りによって、短期間で効果的にスキルを高める。
　 2 ．具体的な改善点の把握

　　指導者役、学習者役、観察者役の交代を通じて、異なる視点から指導内容を見直せる。
　 3 ．指導に対する自信と意欲の向上

　　実践を重ねることで、現場での指導に対する不安を軽減し、自信を高める。

1-6．本研究の目的

本研究では、剣道未経験者の大学生が短期間で礼法や基本動作を習得し、教育現場で指導可能に
なることを目指す。そのために、マイクロコーチングを活用した授業設計を提案し、その有効性を
探る。

2．理論的背景と関連研究

2-1．マイクロコーチングの概念と起源

マイクロコーチングは、短時間・小グループで行う指導練習と即時フィードバックを特徴とする
教育手法であり、1960年代にスタンフォード大学で開発されたマイクロティーチングを基に発展し
た（Kallenbach & Gall, 1969）。この手法は教育だけでなく、スポーツ指導や企業研修など、多様
な分野に応用されている（Bilen, 2015）。

指導者役、学習者役、観察者役を交代しながら実践することで、自己評価と他者からのフィード
フォワードを得られ、指導スキルが効率的に向上する。

2-2．マイクロコーチングの理論的背景

　 1 ．経験学習サイクル
デイビッド・コルブが提唱した経験学習サイクル（経験→省察→概念化→実践）は、マイク
ロコーチングの学習プロセスと親和性が高い（Kolb, 1984）。短時間の指導実践を繰り返し、
フィードバックを通じて改善点を認識し、次の実践に反映することで指導スキルを向上させ
る。

　 2 ．最近接発達領域（ZPD）
ヴィゴツキーの ZPD 理論では、学習者が他者の支援を受けながらより高い能力を発揮で
きることが示されている（Vygotsky, 1978）。マイクロコーチングにおいても、他者からの
フィードバックを通じて学習者が自己の限界を超えるスキルを習得できる。

2-3．マイクロコーチングの効果に関する研究

　 1 ．高等教育分野
Mahmud と Rawshon（2013）の研究では、マイクロティーチングが学生の指導技術や理解
力の向上に寄与することが示された。さらに、Koross（2016）は、教員候補生が指導セッショ
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ンを通じて授業構成力やフィードバック能力を向上させたと報告している。
　 2 ．スポーツコーチング分野

Lyle（2002）は、スポーツ指導で即時フィードバックを活用することで選手の技術向上が促
進され、指導者自身のスキルも改善することを示した。また、Partington & Cushion（2013）
は、若手コーチが即時フィードバックを受けることで指導の質が向上し、コミュニケーショ
ン能力が強化されたと報告している。

2-4．武道教育への応用可能性

　 1 ．礼法や基本動作の効率的な習得
Yang と Xu（2021）の研究によると、太極拳教育にマイクロラーニングを導入することで
短時間の反復練習が技術習得と学習意欲の向上に寄与した。剣道においても、礼法や基本動
作を段階的に指導し、即時フィードバックを活用することで効率的なスキル習得が期待でき
る。

　 2 ．未経験者の指導力向上
マイクロコーチングは、指導経験がない学生にも段階的なスキル習得を可能にする。Bilen

（2015）の研究では、指導者役、学習者役、観察者役を交代することで、多角的な視点が得
られることが確認された。また、Schon（1983）が提唱する「反省的実践」により、指導後
のリフレクションを通じて自己改善を継続する力が育まれる。

3．剣道教育へのマイクロコーチングの適用

3-1．具体的な応用例

マイクロコーチングを剣道教育に導入することで、指導スキルの効率的な向上が期待される。以
下は授業内での具体的な適用例である。
　 1 ．礼法の指導

◦　手法 : 指導者役が礼法を実演し、学習者役がそれを実践。観察者役は全体の流れを客
観的に評価し、具体的な改善点を指摘する。

◦　期待される効果 : 礼法の正確性や美しさの向上とともに、指導ポイントを深く理解で
きる。

　 2 ．基本技術の指導
◦　手法 : 足さばきや打突動作を短時間のセッションで練習し、即時フィードバックを行

う。指導後に観察者役が技術の精度や指導の分かりやすさについて評価。
◦　期待される効果 : 技術面と指導スキルの両面での向上が可能。

　 3 ．模擬試合の指導
◦　手法 : 指導者役が試合の進行や礼法を指導し、試合後に観察者役がフィードバック。

リフレクションを通じて指導の改善点を明確にする。
◦　期待される効果 : 実践的な指導スキルの習得と、振り返りを通じたさらなる改善。
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3-2．武道教育全般への波及効果

マイクロコーチングは、剣道だけでなく柔道、空手、合気道といった他の武道教育にも応用可能
である。例えば、Fukuda（2019）の研究では、柔道教育における即時フィードバックと反復練習が、
生徒の技術向上や規律意識の定着に有効であることが示されている。同様に、剣道教育においても
技術や倫理観の効率的な伝達が期待できる。

3-3．マイクロコーチング導入の具体的意義

　 1 ．効率的な指導技術の習得
マイクロコーチングでは、短時間の指導練習と即時フィードバックを繰り返すことで、限ら
れた授業時間内で指導スキルを効率的に習得可能である（Koross, 2016）。例えば、礼法や
基本動作の指導練習を行い、その場でフィードバックを受けることで、具体的な改善点を把
握しやすくなる。

　 2 ．多角的な学びの促進
役割交代（指導者役、学習者役、観察者役）により、異なる視点から指導を理解することが
できる（Bilen, 2015）。これにより、指導内容の改善や柔軟な指導力の向上が期待される。

　 3 ．自己効力感と自信の向上
指導練習の成功体験を積み重ねることで、指導に対する不安が軽減し、自信が育まれる

（Mahmud & Rawshon, 2013）。これにより、未経験者でも教育現場での指導に自信を持って
臨むことができる。

3-4．教育学的理論との整合性

マイクロコーチングは、教育学の理論とも親和性が高い。
• 　経験学習サイクル（Kolb, 1984）
　　経験→省察→概念化→実践のサイクルを効率的に回すことで、指導スキルの向上を促進する。
• 　最近接発達領域（ZPD）（Vygotsky, 1978）
　　他者の支援を通じて自己の能力を超える課題に挑戦する学習プロセスを支える。

4．授業設計の提案

本授業は、大学生を対象に剣道教育の基礎である礼法（立礼・座礼・正座）を学習することで、
剣道の技術的側面と精神文化の結びつきを理解することを目的とする。剣道における礼法は、『礼
に始まり、礼に終わる』という理念を基盤とし、相手への敬意や自己の律し方を体現する行為とし
て位置づけられる。本授業では、全日本剣道連盟が提示する指導内容を基に、礼法の基本動作とそ
の精神的意義を学生に理解させるだけでなく、マイクロコーチングの手法を取り入れた実践を通じ
て、動作の改善やフィードバックスキルの習得を目指す。本取り組みは、単なる技能習得にとどま
らず、学生が教育現場や社会生活においても応用可能な人間形成の一助となることを意図している。

4-1．指導案の例

授業名 : 剣道実技 - 礼法の習得と実践
対象 : 大学生（剣道未経験者を含む）
授業時間 : 90分
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到達目標 :
• 　剣道礼法（立礼、座礼、正座、道場の出入り）の基本動作と意義を正確に理解し、実践でき

るようにする。
• 　礼法を通じて剣道の精神文化を学び、他者や環境に対する敬意を行動で表現する。
• 　マイクロコーチングを取り入れた練習で指導力とフィードバック能力を養う。

授業の構成

時間 学習活動 教員の指導ポイント

10分 授業の目標と内容を説明

礼法の意義と「礼に始まり礼に終わる」の精

神を解説

モデル提示（教員による実演）

－ 礼法の精神性（感謝、敬意、自己律）を強調

－ 正しい動作を丁寧に実演し、学生に観察さ

せる

20分 礼法の基礎練習 －

立礼・座礼・正座（左座右起）の基本動作を

個別に練習

 教員が各グループを巡回し、動作を確認

－ 立礼 : 背筋を伸ばし、30度の礼、15度の礼

の違いを説明

－ 正座 : 手足の位置と呼吸の使い方について

正確に指導

－ 座礼 : 左座右起の流れ

40分 グループ練習（マイクロコーチング）

－ 学生を 3 人 1 組に分け、役割交代しながら

練習

－ 指導者役が動作を教え、観察者役がフィー

ドバック

－ 指導者役 :

動作の説明に加え、精神的意義を言語化

－ 観察者役 :

動作の具体的な良い点・改善点を記録し、

順序立ててフィードバック

－ 全体の流れを管理

15分 振り返りと共有

グループごとに練習成果を共有

－ 教員が講評し、授業を総括

－ 振り返りを通じて学生の学びを確認

－ 成功例と改善点を全体で共有

5 分 道場の出入りの礼法実践

－ 道場に入る際と出る際の一礼を全員で練習

－ 一礼の動作に集中

－ 静かで慎重な動きの重要性を説明

指導ポイント
1 ．礼法の指導内容

• 　立礼 : 背筋を伸ばし、上半身を30度前傾。両手は自然に体と一緒に動かし、静かに礼を行う。
• 　座礼 : 正座の姿勢から、両手を床につけて45度前傾。静かに頭を下げ、一呼吸置いて戻る。
• 　正座（左座右起）: 左膝を床につけて座り、立ち上がるときは右膝から。手足の動作と視線

を意識。
• 　道場の出入り : 入退場時に静かに一礼を行い、道場への敬意を表現。
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2 ．マイクロコーチングの進め方
• 　役割ごとの行動指針
　　　◦　指導者役 :

▪　動作の手順だけでなく、「なぜこの動作が必要か」を説明する。
▪　礼法の精神性を意識し、学習者にその意義を理解させる言葉を選ぶ。
▪　実演を通じて指導のモデルを提供。

　　　◦　学習者役 :
▪　指導者の説明に基づき、正確な動作を心掛ける。
▪　自分の動作に対するフィードバックを受け入れ、修正に努める。

　　　◦　観察者役 :
▪　動作の観察ポイントを具体化（例 : 姿勢、角度、流れの一貫性）。
▪　フィードバック時には、「良い点」「改善点」「次回の提案」を明確に伝える。

• 　練習サイクル :
　　　 1 ．基本動作（立礼）の練習

▪　指導者役は、礼の角度やタイミングに注意点を設定。
▪　観察者役は、視線や手の動きを観察し、具体的なコメントを記録。

　　　 2 ．応用動作（座礼、左座右起）の練習
▪　座礼では、手の位置や膝の動きを重点的に指導。
▪　左座右起では、動作の滑らかさと足運びの正確さを観察。

　　　 3 ．総合練習（全体の流れ）
▪　一連の動作を通しで実施し、全体の流れを観察。
▪　フィードバックでは動作の統合性や精神性の表現を強調。

3 ．振り返りと共有の強化
• 　フィードバックシート :
　　　◦　「動作の良い点」「改善点」「次回の練習目標」を記入。
　　　◦　各グループ内で共有することで、学びを深める。
• 　全体共有セッション :
　　　◦　各グループの学びや成功事例を発表。
　　　◦　他グループの取り組みから新しい視点を得る。

シナリオ例 : マイクロコーチング中のやり取り
シナリオ 1 : 指導者役が「礼法の角度」についてフィードバックする場面
状況 : 学生 A が指導者役、学生 B が学習者役、学生 C が観察者役としてグループで練習している。

1 ．指導者役（学生 A）の指導
◦　学生 A：「では、まず立礼をやっていみましょう。背筋を伸ばして、腰からゆっくり

30度前傾します。」
2 ．学習者役（学生 B）の実践

◦　学習者 B：（立礼を実施するが、上半身がやや前のめりになりすぎている。）
3 ．指導者役（学生 A）のフィードバック
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◦　学生 A：「とても丁寧に動作できていました。ただ、角度が少し深すぎたので、次は
背中がまっすぐのまま30度を意識してみましょう。目線も正面に保つとさら
に良くなります。」

4 ．学習者役（学生 B）の再挑戦
◦　学生 B：（フィードバックを受けて、修正した立礼を再実践。）

5 ．観察者役（学生 C）のフィードバック
◦　学生 C：「今の動作はすごく安定していました。ただ、最初に動き始めるときに手の

位置がやや自然ではなかったので、次回は手を自然に脇に置いてから動作を
始めると良いと思います。」

シナリオ 2 : 観察者役が「背筋の伸び」を指摘する場面
状況 : 別のグループで、学生 D が指導者役、学生 E が学習者役、学生 F が観察者役。

1 ．学習者役（学生 E）の実践
◦　学習者 E：（座礼を実施するが、背中が少し丸まっている。）

2 ．指導者役（学生 D）のフィードバック
◦　学生 D：「膝の動きはとても滑らかでした。ただ、背中が少し丸まって見えたので、

もう少し胸を張る感じでやってみましょう。」
3 ．観察者役（学生 F）の補足フィードバック

◦　学生 F：「私も背中のラインが少し気になりました。座礼の動作を始める前に、深呼
吸して姿勢を整えると良いかもしれません。」

評価基準
1 ．動作の正確性 : 礼法（立礼・座礼・正座）の基本動作が正確に実践できる。
2 ．指導力 : 指導者役として適切に説明し、学習者を導ける。
3 ．フィードバック力 : 観察者役として具体的かつ建設的なフィードバックを提供。

期待される成果
•	 学生が礼法の基本動作を身につけ、自らの行動に反映できる。
•	 指導とフィードバックのスキルが向上し、教育的な視点が深まる。
•	 剣道の精神文化を理解し、日常生活や社会で実践できる態度を形成する。

5．結論

本研究では、剣道教育における伝統的指導法の価値を尊重しつつ、大学体育実技という特定の教
育環境における課題に対応する手法として、マイクロコーチングの導入可能性を論じた。剣道の伝
統的指導法は、技術の習得と精神文化の継承において重要な役割を果たしており、その染み込み型
学習の手法は、長期間を要するものの、深い理解と高度な技術を育むという特性を持つ。しかし、
限られた時間内で教育効果を求められる大学体育実技においては、そのまま適用するには制約が多
い。

一方、アクティブラーニングの理念に基づき設計されたマイクロコーチングは、短期間で効率的
かつ効果的な学習を実現する手法であり、大学体育実技における新たな指導方法として期待され
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る。特に、指導者役、学習者役、観察者役の交代を通じた多角的な学び、即時フィードバックによ
る自己改善、短いサイクルでの実践と内省の繰り返しは、学生の主体性や指導力の向上に寄与する
ことが示唆される。

本研究の意義は、剣道教育における伝統的指導法と現代的な教育アプローチを融合させ、剣道未
経験者を含む大学生が礼法や基本動作を学びながら、指導力や精神文化の理解を深めるための方法
を提案した点にある。この提案は、剣道教育の新たな可能性を示すと同時に、他の武道教育や短期
間で成果を求められる教育環境においても応用可能なモデルとなり得る。

今後は、提案したマイクロコーチング手法を実際の授業に導入し、その効果を検証する実証研究
が求められる。また、学生の主体性や指導力の向上だけでなく、剣道教育全体における精神文化の
継承に与える影響についても詳細な分析を行う必要がある。これにより、大学体育実技における剣
道教育が持続可能な形で発展する道筋を具体化することができると考える。
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喜界島中世人骨に認められた上腕骨内側上顆裂離骨折の一例

鹿児島女子短期大学　竹中　正巳

1 ．はじめに

上腕骨の内側上顆の骨端核が離解し、癒合しなかった症例が喜界島から出土した中世人骨に認め
られた。観察を行い、その成因について解剖学的・古病理学的・運動生理学的検討を行ったのでそ
の結果を報告する。

2 ．資料および方法

研究を行った中世人骨は、鹿児島県大島郡喜界町川寺遺跡 SK624から2017年 2 月に出土した人骨
である。性別は寛骨大坐骨切痕の角度が小さいことから男性、年齢は寛骨耳状面の形状から熟年と
判定される。考古学的所見から、本人骨の所属年代は中世と考えられる。人骨の観察は肉眼で行っ
た。

3 ．観察結果および考察

川寺遺跡 SK624人骨の左右の上腕と前腕を図 1 に示す。上腕骨の内側上顆の骨端核が離開して
いるのは、左上腕骨である。離開後、癒合しなかったことが、離開面の形状からわかる（図 2・3・
4 ）。離開面は上腕骨側に骨端核側が対応する形状になっており、骨端核側は肘関節内に嵌入して
いない。骨端核から生じた遊離骨と上腕骨の離開距離は非常に狭かったことがわかる。

上腕骨の遠位端は、初めは軟骨で構成されている。成長とともに上腕骨小頭、内側上顆、上腕骨
滑車の順に骨端核が出現し、その骨端核を中心に骨が形成される。内側上顆の骨端核は 4 ～ 5 歳頃
生じる。

この上腕骨の内側上顆に骨折が起こった場合、成長期では骨端線離開という損傷形態になる。成
長期のその骨端核と骨本体との間は、成長が完了するまで骨端線と呼ばれる骨端軟骨が介在する。
その骨端軟骨部分の強度が周囲よりも弱いため、外力を受けるとその部分が損傷を受けやすい。こ
の骨端線部分の損傷は骨端軟骨に生じた骨折のことであり、それにより骨端線離開も生ずる場合が
ある。骨端線離開は、内側上顆の骨端核と上腕骨本体との間の骨端線部分で起こる。原因は、運動
中などで肘関節が外反（外側に反る状態）を強制された時に、内側上顆に付着する靭帯（内側側副
靱帯）や筋肉（前腕屈筋群）の牽引により剥離され起こる。また現代のスポーツでは、少年野球選
手に好発する野球肘などのように、投球動作による反復性の外力で起こる場合もある。川寺遺跡
SK624人骨の左上腕骨の場合も、成長期の内側上顆骨端軟骨に生じた骨折により、内側上顆の骨端
核（遊離骨）が離開した可能性が高い。

内側上顆の骨端線離開（裂離骨折）は、急激で強力な一度の外力で損傷する場合もあれば、一度
の外力は骨折を生じるほどのものでなくても長期間繰り返し外力が加わることで、初めは炎症を起
こし、次第に骨端軟骨に微細な損傷が起こり、最終的に裂離骨折（骨端線離開）を起こす場合があ
る。

少年野球選手に好発する肘関節傷害を調べた岩瀬ら（1996）は、小学生6677名中17.6％に単純 X
線像で上腕骨内側上顆に骨分離・分節を認めたと報告している。また、上腕骨内側上顆障害者の骨
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癒合率は60〜80％と報告されている（小松ら，2013：琴浦ら，2021）。
川寺 SK624人骨例は骨端核（遊離骨）離開後、骨癒合しておらず、上腕骨骨滑車の縁には弱い

骨棘の形成が認められる（図 4 ）。また、骨端核側にも、それに対応する上腕骨側にも、骨外表面
に粗造な起伏面や小突起の形成が認められる。離開したために付着靱帯の動きに対応し、このよう
な不自然な骨形成が生じた可能性が考えられる。以上の所見から、川寺 SK624人骨例は、上腕骨
内側上顆裂離骨折と診断される。左腕、左肘を動かす際、違和感や痛みを感じていたと推測される。

4 ．引用文献

岩瀬毅信：スポーツ障害の予防・診断・治療　少年野球肘について．小児外科 28：703-710，1996.
小松智，鶴田敏幸，峯博子ほか：野球競技者における成長期野球肘内側上顆下端障害の追跡調査．

日臨スポーツ医会誌 21：57-61，2013.
琴浦義浩，岡佳伸，森原徹ほか：少年野球選手の上腕骨内側上顆障害─経年変化と予後因子につ

いて─．日小整会誌 30： 1 – 4 ，2021.

図1　川寺遺跡 SK624人骨（男性・熟年）の左右の上腕と前腕
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図2　川寺遺跡 SK624人骨（男性・熟年）の左上腕骨内側上顆の離開面

図3　川寺遺跡 SK624人骨（男性・熟年）の左上腕骨内側上顆の離開面（上腕骨側）
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図4　川寺遺跡 SK624人骨（男性・熟年）の左上腕骨肘関節部
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生業活動に伴う運動の影響による骨格の変化
－トカラ列島宝島の縄文人と中世人の骨格の比較から－

鹿児島女子短期大学　竹中　正巳

1 ．はじめに

トカラ（吐噶喇）列島は、屋久島と奄美大島との間に点在する10あまりの火山性の島嶼である。
同列島は九州本土と奄美・沖縄の島々との文化交流の接点または中継点と考えられる場所である
が、保存良好な古人骨の報告はなく、この地の先史時代人あるいは歴史時代人がどのような形質を
持っているのか不明であった。

1993年と1994年の夏に、国立歴史民俗博物館の考古研究部によりトカラ（吐噶喇）列島の南端部
に位置する宝島（鹿児島県十島村）の大池 A 遺跡と大池 B 遺跡および大池 C 遺跡の発掘調査が行
われた（宝島大池遺跡発掘調査班，1995・1997）。大池 A 遺跡は宝島の海岸近くの砂丘地に形成さ
れた住居跡をはじめとする遺跡である。同遺跡周囲の踏査時にサンゴの板石で作られた箱式石棺 1
基が発見されたのが大池 B 遺跡で、発掘調査により箱式石棺の中から保存のよい縄文時代人骨 1
体（ 1 号人骨）が出土した。また、大池 C 遺跡 １ 号石棺からも中世人骨（ 1 号石棺出土人骨）が
出土した。

日本列島本土では、縄文時代の狩猟採集生活から、弥生時代の水稲耕作に基づく農耕生活に転換
していく。しかし、琉球列島では弥生時代相当期以降も狩猟採集社会が続き、農耕が始まるのが早
い島でも10世紀以降となる。農耕生活に伴い、労働の際の身体運動も狩猟採集生活とは、異なって
いく。

大池 B 遺跡および大池 C 遺跡から出土した人骨は各 1 体だけであるが、ちょうど狩猟採集生活
を行っていた縄文時代相当期の人骨と、中世期の人骨が出土していることから、両人骨の四肢骨を
比較し、生業活動に伴う運動の影響による四肢骨の変化について検討した。計測と観察によって形
態的特徴を概観した後、周辺地域の縄文 ･ 弥生時代相当期の古人骨資料とも比較しながら検討を進
める。

2 ．研究資料

・大池 B 遺跡 1 号人骨（女性・熟年）（図 1 ・ 2 ・ 3 ）
箱式石棺から出土し、保存状態は良好である。埋葬姿勢は仰臥伸展位で、頭部は 3 個の板石で

「コ」の字形に囲まれていた。腹部には塊石 4 個が載せられていた。副葬品は、左前腕にオオツタ
ノハ製貝輪 3 個が着装状態で遺存していただけであった。

大池 B 遺跡 1 号人骨の所属年代は、C14年代測定から、貝塚時代前 4 期後半～前 5 期（縄文後期
末〜晩期末）に併行する時期であるという（木下ら，2019）。大池 B 遺跡 1 号人骨の形質は、竹中
らにより報告されている（竹中ら，2019）。この人骨の性別は寛骨の大坐骨切痕の角度が大きいこ
とから女性と、年齢は寛骨耳状面の形状から熟年の女性と判定されている。大池 B 遺跡 1 号熟年
女性人骨の形質を次に示す。

・脳頭蓋の径は全体に小さいが、特に最大長が短く、最大幅が大きいことにより、長幅示数は過
短頭に属す。
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・頭高が比較的高い。
・顔面部は全体に幅径が大きく、強い低 ･ 広顔を示す。
・眼窩部・鼻部とも幅径が大きく、低眼窩・広鼻を示す。
・眉間と眉弓は弱く隆起する。前頭骨平坦示数は小さく、平坦である。鼻骨平坦示数は大きく、

鼻背の隆起は強い。
・外耳道骨腫は認められない。
・上腕骨は三角筋粗面が強く突出し、太く、扁平性が強い。
・大腿骨には柱状形成が見られるが、脛骨も扁平性が強い。
・推定身長は144.0cm で低身長である。
・体肢長骨の近遠位長径比をみると、上肢では遠位の橈骨が相対的に長く、逆に下肢では脛骨が

相対的に短い。周径比では、上腕骨の太さが目立つ。
・全身各所の関節に変形性関節症による骨棘が認められる。
・前頭骨と右頭頂骨にそれぞれ 1 か所ずつ陥没骨折の治癒した小陥凹が認められる。
・過度の咬耗、歯冠の破折、多数の残痕歯など特異的な歯列の状態を示す。
・上顎左側切歯、上顎左犬歯、下顎左中切歯の 3 本の歯に風習的抜歯が施された可能性も考えら

れるが、いずれの歯も単なる歯冠破折や病的な歯の脱落が起こっただけかもしれない。
大池 B 遺跡 1 号熟年女性人骨の特徴は琉球列島先史人に共通するものである。頭蓋の短頭性と

低顔性、体肢骨では全体的な長径の短さと上腕の頑丈さ、推定身長の低さ、いずれも琉球列島先史
人に共通する。頭蓋計測値 9 項目から求めたペンローズ形態距離からも、琉球列島先史人に近いこ
とがわかる（竹中ら，2019）。

・大池 C 遺跡 １ 号石棺出土人骨（女性・壮年）（図 4 ・ 5 ）
大池 C 遺跡 １ 号石棺から出土した人骨は、再葬人骨で、解剖学的位置関係を保っているのは胸

椎だけである。出土した各骨の部位同定を行い、複数体の人骨が混ざっているのか確認を行ったが、
再葬されていたのは １ 体分であった。頭蓋から、手の指先、足の指先まで、各骨がよく集められ
ている。所属年代は、中世である。

1 号人骨の性別は寛骨の大坐骨切痕の角度が大きいことから女性と判定される。年齢は寛骨耳状
面の形状、上腕骨の近位端に癒合線が認められること、鎖骨近位端が未癒合であることから20歳を
過ぎたばかりの壮年と判定される（竹中ら，2019）。

3 ．研究の方法

人骨の計測は，Martin の定義（Martin and Knussmann, 1988; 馬場，1991）により計測を行った。
比較に用いた資料は徳之島面縄第 1 貝塚出土人骨（女性・老年）、奄美大島宇宿貝塚出土人骨（女

性・壮年）、種子島広田人、本土の津雲・吉胡縄文人および奄美大島宇宿貝塚東地区 2 号人骨（女性・
壮年）である。

4 ．結果

四肢骨の計測値と示数について、大池 B 遺跡 1 号人骨および大池 C 遺跡 1 号人骨と比較集団と
の比較を行い（表 1 ・ 2 ）、次の結果が得られた。大池 B 遺跡 1 号人骨の上腕骨は三角筋粗面が強
く突出し、中央最大径が大きく（23mm）、扁平性が強い（骨体断面示数：65.2）。大池 C 遺跡 1 号
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人骨（骨体断面示数：78.9）と比べると扁平性が著しい。橈骨も上腕骨と同様の傾向が認められる。
大池 B 遺跡 1 号人骨の大腿骨は骨体中央矢状径が大きく、柱状形成が見られる（骨体中央断面示
数：113.0）。大池 C 遺跡 1 号人骨と比べても柱状性が著しい。脛骨も中央最大径と栄養孔位最大径
が大きく、扁平性が強い（栄養孔位断面示数：62.5）。やはり大池 C 遺跡 1 号人骨よりも扁平である。
大池 B 遺跡 1 号人骨の右大腿骨最大長からピアソン式を用いて推定身長を計算すると144.0cm と極
端な低身長である（表 3 ）。また、大池 B 遺跡 1 号人骨の体肢長骨の近遠位長径比をみると、上肢
では遠位の橈骨が相対的に短い（表 4 ）。また、周径比では、上腕骨や腓骨が太くない。

表 1　上肢骨主要計測値 (mm) および示数の比較（女性 :右側）

M No.

宝島
大池B 1号

縄文

宝島
大池C 1号 

中世

徳之島
面縄貝塚

縄文

奄美大島
宇宿貝塚

弥生

種子島
広田

弥生～古墳

奄美大島
宇宿東2号

中世
［上腕骨］

1 最大長 260 300 271 263 269.4 283
2 全長 257 266 259 265.6 277
5 中央最大径 23 19 21 18 22.6 21
6 中央最小径 15 15 16 15 16.6 14
7 骨体最小周 58 55 57 50 61.9 55
7a 中央周 63 57 63 54 65.0 59
6/5 骨体断面示数 65.2 78.9 76.2 83.3 73.6 66.7
7/1 長厚示数 22.3 18.3 21.0 19.0 22.7 19.4

［橈骨］	
1 最大長 - 227 212 198.3 207
2 機能長 - 215 197 190.5 193
3 最小周 - 37 38 36.9 35
4 骨体横径 - 15 16 14.8 15
5 骨体矢状径 - 10 10 10.0 9
4a 骨体中央横径 （17） 13 15 14.8 13
5a 骨体中央矢状径 （10） 11 10 10.3 10

5（5） 骨体中央周 （42） 39 42 - 35
3/2 長厚示数 - 17.2 19.3 20.5 18.1
5/4 骨体断面示数 - 66.7 62.5 68.1 60.0

5a/4a 中央断面示数 （58.5） 84.6 66.7 69.6 76.9
［尺骨]

1 最大長 235 245 - 215.5 227
2 機能長 198 215 205 192.7 197
3 尺骨周 35 33 - 35.4 34
11 尺骨前後径 13 10 12 11.2 12
12 尺骨横径 15 15 16 10.7 16
3/2 長厚示数 17.7 15.3 - 18.7 17.3

11/12 骨体断面示数 86.7 66.7 75.0 71.5 75.0
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表 2　下肢骨主要計測値 (mm) および示数の比較（女性 :右側）

M No.

宝島
大池B
縄文

宝島
大池C  
中世

徳之島
面縄貝塚

縄文

奄美大島
宇宿貝塚

弥生

種子島
広田

弥生～古墳

奄美大島
宇宿東2号

中世
［大腿骨］

1 最大長 366 420（左） 372 370 364.3 394
2 自然位全長 363 370 368 361.0 385
6 骨体中央矢状径 26 27（左） 23 22 22.5 23
7 骨体中央横径 23 21（左） 23 24 22.7 26
8 骨体中央周 76 77（左） 73 71 71.6 75
9 骨体上横径 26 26（左） 28 28 27.0 30
10 骨体上矢状径 22 26（左） 21 20 20.1 21
8/2 長厚示数 20.9 19.7 19.3 20.9 19.5
6/7 骨体中央断面示数 113.0 128.6（左） 100.0 91.7 99.4 88.5
10/9 上骨体断面示数 84.6 100.0（左） 75.0 71.4 74.6 70.0

［脛骨］	
1 全長 （284） 312 309 303.7 309
1a 最大長 （291） 348 319 316 307.3 314
8 中央最大径 26 28 24 23 24.7 27
9 中央横径 19 20 19 18 19.2 20
10 骨体周 70 76 68 10 70.3 72
8a 栄養孔位最大径 32 32 28 27 27.4 29
9 a 栄養孔位横径 20 23 20 20 19.8 22
10a 栄養孔位周 83 87 78 73 76.4 80
10b 骨体最小周 65 72 65 61 63.9 67
9/8 中央断面示数 73.0 71.4 79.2 78.3 77.8 74.1

9a/8a 栄養孔位断面示数 62.5 71.9 71.4 74.0 72.4 75.9
10b/1 長厚示数 22.9 20.8 19.7 21.4 21.7

［腓骨]
1 最大長 - 340 - 309.0 309
2 中央最大径 14（左） 13 13 14.0 15
3 中央最小径 9（左） 10 9 11.0 12
4 中央周 38（左） 39 37 41.5 45

3/2 骨体中央断面示数 64.3（左） 76.9 69.2 78.5 80.0

表 3　身長（cm）の比較（女性）

N M
宝島大池C（中世） 1 154.5
宝島大池B（縄文） 1 144.0
面縄貝塚（縄文） 1 145.2
宇宿貝塚（弥生） 1 144.8
広田（弥生～古墳） 10 142.8
宇宿東（中世） 1 149.5
津雲（縄文） 16 147.7
吉胡（縄文） 18 147.3
北部九州（弥生） 52 151.2
山口（弥生） 35 151.4
西北九州（弥生） 8 147.9
＊ピアソン式により右大腿骨最大長から算出

（宝島 C 人骨は左大腿骨最大長から算出）
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表4　体肢骨長径比および周径比の比較（女性：左）

橈骨最大長：
上腕骨最大長

脛骨最大長：
大腿骨最大長

上腕骨最小周：
大腿骨中央周

腓骨中央周：
脛骨中央周

宝島大池C（中世） 75.7（右） － 68.8 51.3（右）
宝島大池 B（縄文） 81.9 （80.4） 74.4 54.3
面縄貝塚（縄文） 77.6 83.2 73.6 －
宇宿貝塚（弥生） 77.6 83.2 73.6 －
広田（弥生～古墳） 83.8 84.6 77.8 54.0
宇宿東（中世） 73.1 80.8 70.5 62.2
津雲（縄文） 82.4 83.4 74.7 61.5
吉胡（縄文） 80.2 82.5 74.7 62.3
北部九州（弥生） 78.2 81.3 70.4 54.6
山口（弥生） 77.6 82.2 71.7 56.5
大友（弥生） 79.4 84.5 75.0 52.9
吉母浜（中世） 77.1 83.2 71.2 55.4
西南日本（中世） 74.5 80.4 75.0 52.9

5 ．考察

大池 B 遺跡 1 号熟年女性人骨（縄文）の体肢骨は、大池 C 遺跡 1 号人骨（中世）と比べ、全体
的な長径の短さと上腕の頑丈さが目立つ。推定身長も、144.0cm と低い。大池 B 遺跡 1 号人骨の四
肢骨の特徴は琉球列島先史時代人に共通するものである。縄文時代の海を渡り、島々と交易・交流
を行った人々であるので、宝島の縄文人である大池 B 遺跡 1 号人骨の上腕骨が頑丈であるのもう
なずける。宝島を含む琉球列島の縄文時代相当期人は狩猟採集を行い、海を生活の場として頻繁に
船を漕ぐなどの作業を行ったこともあり、上腕骨が太く、扁平になったのであろう。宝島中世人と
四肢骨の形態差が著しい。
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図 1 ⼤池 B 遺跡 1 号⼈⾻（⼥性・熟年）の出⼟状況 図 1　大池 B遺跡 1号人骨（女性・熟年）の出土状況
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ドイツの幼児教育における音楽活動について（３）
― ベルリン州の教育計画に着目して ―

中村　礼香
鹿児島女子短期大学

1 ．はじめに

筆者は保育者養成校において音楽表現に関わる科目を担当している。諸外国では幼児教育にお
いてどのような音楽活動が実践されているのかを知りたく、また他国の幼児教育における教育指
針の内容が日本の保育現場での音楽活動の参考になるのではないかと考え、2022年より、イン
グランドやドイツにおける日本の幼稚園教育要領等や小学校学習指導要領に当たる資料の分析を
行っている 1 ) 2 ) 3 ) 4 )。

イングランドの幼児音楽教育においては、創造的音楽学習が多く取り入れられており、素材を用
いた活動、物語に効果音や音楽を付ける活動、ダイナミクスや拍、強弱、テンポ、音の質といった
音楽をつくる要素を学ぶための活動、作曲活動、リズム遊び、図形楽譜などが行われていた。ブ
レーメン州の幼児教育・小学校教育においては、身体を動かすリトミックを基本に音楽の要素につ
いて学んだり、即興演奏を行ったり、また自分の言葉で音楽や音楽に対する考えを表現したりとい
う内容が行われていて、保幼小連携を見据えた、そして子どもたちの将来の生きていく力の獲得を
見据えた内容になっていた。テューリンゲン州の音楽活動は、歌唱活動や器楽活動であっても即興
演奏や創作活動の内容が多く取り入れられていて、図形楽譜や動きの視覚化という内容が頻出して
おり、音楽と美術や体育との融合した表現活動が目指されていることがわかった。

今回は、ドイツの首都であるベルリン州の教育計画を分析することとした。ベルリン州では、教
育計画のほかに、音楽に特化したマスタープランも存在する。その 2 つのプログラムの分析を行い、
ベルリン州で行われている就学前教育における音楽活動について見ていく。

2 ．ベルリン州の教育計画について

ベルリン州では“Berliner Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege”5 )（保育施設と昼間個
別保育のためのベルリン教育計画）という教育計画が施行されている。“Kita” は“Kindertagesstätte”
の略で、保育園（Kinderkrippe）と幼稚園（Kindergarten）の総称であり、就学前の年齢の子ども
たちが日中を過ごす託児施設を指す。一方“Kindertagespflege”は市の研修を受け資格を取得し
た人が自宅で 3 歳以下の子どもを最大 5 人まで一度に預かる制度である。

この教育計画は次の 8 章から成り立っている。
第 1 章　教育への理解
第 2 章　教育活動の目的：スキルの強化
第 3 章　教育課程の設計
第 4 章　障害児の受け入れと療育
第 5 章　教育と子育てにおける保護者との連携
第 6 章　移行の形成
第 7 章　教育分野
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第 8 章　チーム内での協力とコミュニケーション、管理と組織
日本の ５ 領域にあたる教育分野は、以下の ６ つの分野に分かれている。

・　健康（Gesundheit）
・　社会的・文化的生活（Soziales und kulturelles Leben） 
・　コミュニケーション：言語、メディア、識字文化（Kommunikation: Sprachen, Medien, 

Schriftkultur）
・　芸術：美術、音楽、演劇（Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik, Theater）
・　数学（Mathematik）
・　自然・環境・テクノロジー（Natur – Umwelt – Technik）

本論では、第 ７ 章の教育分野の中の芸術について見ていく。この分野には、美術、音楽、演劇
が総合的に記載されているため、音楽に関する内容のみ抽出する。

2 －1.　保育者が音楽実践を行う際に心がけること
芸術分野の前文には、美術、音楽、演劇それぞれに分けて保育者が心がけるべきことが記載され

ている。保育者が音楽実践を行う際に心がけるべきことは以下のような内容である。
・　保育者は、たとえ自分の歌声が適切でないと思っていても、子どもたちと一緒に歌うべきであ

る。子どもたちの声域に合わせて一緒に歌うことが大切である。
・　就学前の年齢で、子どもたちはすでに音程、テンポ、音量 、楽器を非常に正確に知覚し、区

別することができる。 しかし、音楽用語は子どもの語彙の一部ではなく、まず学ばなければ
ならない。空間的な現象の名前としての “高い”や “低い”は、子どもたちが自動的に音や音
楽に関連付けることのない性質である。音楽的能力は、音楽を多様に使うことで育つ。 

・　声、身体、楽器を使い、既存の曲を再現したり、即興で新しい曲を作ったりする。
・　音楽を意識的に聴くことで、子どもたちは知覚能力を高めていく。保育者たちのレパートリー

には、簡単な童謡のほかに、難しくて複雑な曲もある。子どもたちの集中力に合わせて、短い
曲から長い曲の抜粋まで選曲する。 

・　音楽は他の芸術形態にも転用できる。情景的、視覚的、感動的な音楽の提示は、楽曲の暗黙の
理解を促し、複数の感覚を結びつける。

・　一緒に音楽について話すことで、音楽現象への理解が深まり、ひとつの音楽が人によってまっ
たく違った捉え方や評価になりうることがわかる。

・　静寂や風が木々を揺らす音、水のさざ波、動物の鳴き声などの自然の音を楽しむだけでなく、
文明の喧噪を感じ取ることで、持続可能な方法で自分たちの環境を形成したいという、子ども
たちの内なる欲求を呼び起こすことができる。

・　音楽と音響信号や儀式は、繰り返される状況を導入したり終了させたりするための古典的な手
段であり、子どもたちのコミュニティを、例えば朝の活動や昼食など、次の活動に移る気分に
させ、注意を集中させる。音楽に彩られた日課は、子どもたちが音楽を芸術として、また自然
な自己表現の形として体験することを可能にする。

こういった内容を意識して、音楽活動に取り組むように述べられている。
また、芸術が他の教育分野とどのような関係があるのかについては次のように述べられている

（表 1 ）。
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表１.　芸術と他分野との繋がり

健康 　音楽に合わせて踊ったり、他の動きをしたり、イーゼルや床で両手や全身を使ったり、音楽に
合わせたりしながら絵を描いたりすることで、動きの楽しさと身体への気づきをサポートする。

社会生活・
文化的生活

　一緒に音楽を演奏したり、演劇をしたり、共同で絵画や作品を制作したりすることは、コミュ
ニティの意識を強める。ベルリンでは、異なる文化、地域、時代の芸術、文化遺産としての芸術、
コンサートホール、オペラ、美術館、劇場などの文化施設、ストリートミュージック、落書き
などの近隣芸術を探索する特別な機会が提供されている。

コミュニケー
ション

　歌や擬音語は、子どもたちが流暢に話すための前提条件のひとつである呼吸と発声の調和を学
び言語習得をサポートする。また共同の創造的活動やその結果としての作品について意見を交換
することも、言語習得をサポートする。演技の際には、身体と声が想像力とファンタジーと結び
つき、現実と創造的な遊びが感覚と感情を強化する。美術、演劇、音楽の相互作用は、音楽は視
覚化され、イメージやジェスチャーは音に変わるといったように感覚的な体験を強める。

数学

　デザインするときには数学との関連が生まれる。例えば、物体を測定し、新しい素材で構築
する場合などである。メロディとリズムは数学の原理に従って音楽を構成している。このため、
教育者は自分自身と（発達段階に応じて）子どもたちがメロディとリズムを守るようにしなけ
ればならない。楽器の伴奏やダンスやその他の動きによる身体表現もその一助となる。

自然、環境、
テクノロジー

　音を視覚化する体験は、この教育分野に関連している。木、紙、針金など、色やその他の素
材をデザインに使うことで、自然と技術の分野でさまざまな体験ができる。自然に対する美的
感覚や、自然素材を使った創造的なデザインは、自然の価値を考えることに貢献する。

日本の幼稚園教育要領等においても、遊びを通して各領域の内容を総合的に展開することが求め
られているが、他領域との関連を具体的には記載されていない。またこれまで、ドイツのテューリ
ンゲン州やブレーメン州、イングランドの教育計画を見てきたが、それらにおいても具体的に他の
教育分野との関連が記載されているところはなかった。ベルリン州では各分野の解説の中で、それ
ぞれの分野との関連が示されており、より保育者が他の教育分野との関連を意識しやすい内容と
なっていることがわかった。

2 － 2 ．具体的な音楽活動
第 7 章の教育分野は分野ごとに 3 つに分けて記載されている。第 1 部ではそれぞれの教育分野に

関連する、子どもたちのこれまでの経験や興味に焦点を当てた子どもたち一人ひとりの世界につい
て、第 2 部では保育園の子どもについて、第 3 部では、子どもと大人の視野を広げるために、世界
のさまざまな地域を子どもたちと一緒に探検する方法についてである。第 1 部、 2 部、 3 部それぞ
れにおいて、まず探索的質問が記載されている（例：子どもたちは家でどのような音楽を聴いてい
るか、子どもはどの素材を好んで使うのか、子どもたちは日々の移動のどこで音楽に触れるのか）。
保育者は、多岐にわたる問いの中からその状況において重要かつ適切な問いを選択し、必要に応じ
て独自の探究的な問いを策定する。それらを通して教育を構築していくことが求められている。次
に、教育の目標が個人的スキル、社会的スキル、専門的スキル、学習スキルの 4 つに分かれて記載
されている。そして最後に具体的な活動が提案されている。

具体的な活動については、日常生活の場面での活動の提案、遊びのアイデアやどのような素材を
準備するかについての提案、グループワークの内容の提案、そして室内設計と室内で準備する物に
ついての提案がされている。それらを表 2 に示す。

これまで見てきたテューリンゲン州やブレーメン州、イングランドでは「フープ、ロープ、ス
ティック、ボール、布などの物や道具を使って音楽に関連した音楽づくりを行う」、「手拍子、タッ
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ピング、足踏みでリズムを打つ」、「瓶でテーブルを軽く叩いたり、フェンスに添って小枝を走らせ
たりといった様々な音の出し方でリズミカルな反復の音を出して演奏する」といったようにかなり
詳細に活動内容が記載されていたが、ベルリン州はそれらに比べると細かくは書かれていないよう
である。しかし、表 ２ を見ると素材を活用した活動、環境音を用いた活動、自分の声や身体を使っ
た活動といったように、これまでの他の国、州の実践と同様に創造的音楽学習が多く取り入れられ
ていることがわかる。

表 ２ 　教育計画における具体的な音楽活動

子ども一人ひとりの世界 保育園での子ども 世界を体験・探検する子ども

日
常
生
活
で

・子どもたちの創造的な意図に、
関心と感謝をもって接する

・内容と時間の連続性を考慮し、
創造的なプロセスのための毎日
の時間をスケジュールする

・さまざまな接着剤、水、紙、プ
ラスチック素材を使った素材体
験を可能にする

・例えば、休息場面では穏やかな
音楽を流す、運動をする際は元
気な曲を流すなど、日常の場面
に合わせて音楽を変える

・子どもたちが自分の体や身の回
りのもの、楽器などを使って作
り出す音について、個人的に探
求する時間を設ける

・表情やジェスチャーを交えなが
ら歌に合わせる

・挨拶とお帰りの歌を歌う、音楽
を意識的に聴き皆で話し合う時
間を設けるなど、一体感を生み
出すために音楽を活用する

・異なる文化や方言の歌を歌う
・楽器を演奏する保育者や親が、

子どもたちと一緒に演奏する
・音楽に合わせて動く

・自分にとって音楽とは何か、ノ
イズとは何かと、子どもたちに
環境中の音やノイズを認識させ
る

遊
び
の
ア
イ
デ
ア
・
素
材

・音記憶
・ビー玉滑り台、風鈴、水、楽器、

自作のものなど、音の出るもの
を用意する

・オルフ楽器やドラムなどのリズ
ム楽器など、複数の子どもが一
緒に演奏できる楽器を用意する

・例えば、音を速くしたり、遅く
したり、大きくしたり、小さく
したりして、輪になってリズム
遊びをする

・「スローモーション・パフォーマ
ンス」を行う（音楽に合わせて、
子どもたちが自分で選んだ動作
をスローモーショで見せる）

・機械的または技術的に声や音を
変える

・「雷雨オーケストラ」を行う（全
員が紙を持ち、雷雨までの雨や
風をパチパチと鳴らしながら表
現する）

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

・土、水、火、空気を探求し、そ
れらを視覚的、音色的に遊び心
あふれる方法で表現する

・自分の体で音を出す
・どのような気分でどのような音

楽を聴くのか、作りたいのかに
ついて話す

・自分の両親はどのような音楽を
聴いているのか知る

・アーティストを招き、彼らと一
緒に作品（演劇、美術、音楽）
を制作する

・自分たちで曲を作る
・保育園での一日を録音する
・自分で楽器を作り、一緒に演奏

する
・聴覚障害児は音楽をどう感じて

いるのか考える

・古今東西の著名アーティストを
知る

・コンサート用の楽器をより詳し
く調べたり、子ども向けオペラ
に親しんだりする

・火、水、空気、土の音はどのよ
うなもので、作曲家たちはそれ
をどのように実現しているのか
調べる

・鳥のコンサートを「真似る」こ
とはできるか試す

・音楽を書き留めるにはどうすれ
ば良いか知る

・音楽を見たり感じたりする
・森、道、庭はどんな音がするか

環境の音を録音する
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室
内
設
計
と
素
材

・自然素材や身近な素材を使った
実験を行う

・太鼓、鈴、ガラガラ、笛、シン
バルといった簡単な楽器を準備
する

・静かな場所と騒がしい場所を分
ける

・ステージを設置する
・歌集を準備する

・古今東西、異文化の芸術作品 
芸術家、音楽家、作曲家とその
作品に関する書籍を置く

・異なる文化や時代の楽器や CD
を借りる

・特定のプロジェクトのためにコ
ンサート用楽器を用意したり、
保護者や近隣の音楽家を巻き込
む

・録音装置、CD プレーヤー、マ
イク、サンプル、コンピュー
ター 表現、運動、演劇のため
のスペースと自由な場所を準備
する

3 ．ベルリン州の音楽教育マスタープラン

ベルリン州には、第 3 章で述べた「保育施設と昼間個別保育のためのベルリン教育計画」のほか
に、音楽だけに特化した“Masterplan Musikalische Bildung in Berlin”6 )（ベルリンの音楽教育マス
タープラン）が存在する。これは“Die Lage der Musikalischen Bildung Berlin. Bestandsaufnahme 
und Forderungen （29. Juni 2010）”（ベルリンにおける音楽教育の現状、評価と要望）を出発点と
して、ベルリン州音楽協議会の議長団が、ベルリン州における音楽教育の全体的なコンセプトを提
示したものである。内容は、就学前教育、一般教育学校での音楽レッスン、公立音楽学校、課外分
野での音楽教育、合唱団、オーケストラ、アマチュア・アンサンブル、50歳以上の世代のための音
楽教育から、次世代の音楽専門家、科学、研究、大学での音楽教育まで多岐にわたる。このマスター
プランは「保育施設と昼間個別保育のためのベルリン教育計画」の「探索的質問 」と「実践のた
めの提案 」に基づいて、その音楽的実践を形作るためのものであると位置づけられている。なお、
マスタープランにおいて就学前教育は 3 歳から 6 歳を指している。

3 － 1 ．就学前の幼児期における音楽教育の成功の条件、原則、必要条件
就学前の音楽教育については、

・　保育園の日常生活における音楽教育
・　音楽学校と保育園での音楽レッスン
・　プロジェクトワークにおける音楽教育

の 3 つの内容に分けて記載されている。
「保育園の日常生活における音楽教育」では保育者が、音楽は運動、言語、遊びなどの他の表現

形式や、教育のさまざまな分野と結びついていることを意識して、子どもたちが日常生活や自分の
個性の一部として音楽を体験し、それを表現媒体として受け入れることができるように、保育園の
日常生活の中で音楽教育を実践することが求められている。「音楽学校と保育園での音楽レッスン」
は大卒の訓練を受けた器楽、声楽、リトミックなどの専門家が継続的に指導する音楽に特化した指
導のことであり、「プロジェクトワークにおける音楽教育」は、音楽演奏家・音楽アンサンブル団
体・音楽会場・公共音楽図書館等と、保育園・音楽学校・子どもレジャーセンター等との間で構想・
実施される活動である。

就学前の幼児期における「保育園の日常生活における音楽教育」の成功の条件、原則、必要条件
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は以下のように述べられている。
1 ．すべての保育者は、就学前の子どもを対象に音楽の基礎練習を日常的に取り入れることができ

るようになるために、音楽の基礎研修を最低 2 学期間、各学期に週 2 時間受けることが義務付
けられている。

2 ．初等音楽教育学（EMP）の指導者向けに定期的に実施される追加研修の機会は、就業時間中
に実施されるべきであり、これによりスキルを最新の状態に保つことができる。

3 ．EMP および／またはリトミックの資格を有する教師が、基礎研修、継続研修、上級研修に必
要とされている。

4 ．保育園には、ベルリン教育計画の勧告に従った適切な部屋（音響、雰囲気、広さの点で適切な
部屋）と楽器が必要である。部屋は、音楽を作るときに他のグループの邪魔にならないよう、
静寂を保つことができるように、時には施錠できるようにすべきであるが、独立した施錠でき
る部屋であってはならない。

EMP は Elementare Musikpädagogik の略で、「初等音楽教育学」という学位を意味する。保育
者に対する研修会を EMP 保持者やリトミックの資格保持者が関わるべきだと述べられており、保
育現場における音楽教育の質の向上が求められていることがわかる。

一方、「音楽学校と保育園での音楽レッスン」の成功の条件、原則、必要条件は以下のように述
べられている。
1 ．ベルリンには、EMP とリトミックの教師のための勉強場所がもっと必要である。
2 ．EMP および / またはリトミックの有資格者のみが、 安定したラインナップで定期的かつ建設

的な音楽レッスンを行う。
3 ．保育園での EMP よるレッスンには、必要な楽器を備えた、適格な初等音楽練習と運動活動の

ための適切な施設が必要である。
4 ．目的は、誰もが保育園から音楽学校へ移動してのレッスンか保育園でのレッスンのいずれかに

無料で参加できることである。
5 ．EMP ／リトミックの教師は常時雇用されなければならず、フリーランスの教師は補助的な役

割にとどめなければならない。
以上のことから、保育園における音楽活動は、日常生活における音楽遊びは保育者が担うが、音

楽に特化した内容については保育園に常時雇用されている専門家が行うことが求められていること
がわかる。これは、教育計画のみを見ているときにはわからなかったことである。

3 － 2 ．音楽教育に関する保育者・専門家の役割
音楽教育における保育者の役割は以下のように述べられている。

・　保育者は、子どもたちが音に親しみ、一時的に耳を傾けたり、自発的にリズムを作ったり、我
を忘れて歌ったり、その他の音楽活動ができるような自由な空間を作り出す。外部からの介入
や芸術的期待なしに、夢中になれる時間や空間、実験やゲームの展開ができるようにする。子
どもたちが自主的に音楽に取り組めるように、楽器やその他の音楽教材を用意する。

・　保育者は、保育園で新しい教材開発からプロジェクト開発まで行い、さまざまな刺激を受けて
いる子どもたちの興味や自己教育のプロセスを観察し、サポートする。写真や映像、音声記録
を通して、補助者、司会者、共演者、観客、保護者など、さまざまな役割を担う。

　一方、EMP とリトミック教師が指導することができる内容は以下のことである。
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・	 ボイストレーニング、言語表現、歌
・	 初歩的な楽器奏法
・	 リズム遊び
・	 聴覚の鋭敏化と感覚体験
・	 鑑賞レパートリーの拡大
・	 即興演奏
・	 音楽と動き
・	 音楽の記号表現と図形表現

テューリンゲン州では音楽の専門家やリトミック教師が保育施設や小学校、高齢者施設や障害者
施設、放課後デイサービス、デイケアセンターなど様々な教育機関で働いているとは述べられてい
たが、ここまで役割分担がはっきりとは記載されていなかった。ベルリン州では教育計画に記載さ
れている内容は保育者が行い、より音楽的な内容は専門家が行うことで、子どもたちの音楽的な能
力をベルリン州全体で伸ばしていこうとしていることがわかる。

4 ．考察

ベルリン州の教育計画と、音楽教育マスタープランを併せて見ることで、保育者と音楽の専門家
が役割分担をしながら子どもたちの音楽教育を行っていることがわかった。教育計画に記載されて
いる内容は、素材を活用した活動、環境音を用いた活動、自分の声や身体を使った活動といったよ
うに、保育者が実践しやすい内容になっている。

今回取り上げなかったが、教育計画における音楽活動の目的は、芸術的な活動を通して想像力豊
かに自分を表現する、一緒に歌うときはカノンを歌うときでもリズムとメロディを発達段階に合っ
たものにする、例えば鳥のさえずり・木々のそよぐ音・水がはねる音など環境音を区別し楽しむ、
声・楽器・身体を使った実験を行い音を扱うことの楽しさを育む、一緒に音楽を作るにはお互いの
話を聞き話し合うことが必要であることを経験するといったように、日本の幼稚園教育要領等の 5
領域や10の姿で求められていることと類似している。そして、これまでのイングランドやドイツの
他の州でも見られたように、日本の幼稚園教育要領等でも頻出する「素材」という言葉が使われて
いた。一方で、テューリンゲン州に見られた「図形楽譜」「動きの視覚化」や、ブレーメン州の教
育計画に明記されていた「リトミック」はベルリン州の教育計画には見られなかった。やはり州に
よって教育計画の内容が異なっている。ブレーメン州やテューリンゲン州は保育者が行うには専門
性が高い音楽活動の内容が記載されていたが、ベルリン州のように完全に保育者と専門家で役割分
担することで、ベルリン州の内容は保育者がより実践しやすい内容になっていると感じた。日本の
保育者も実践可能な内容が多く含まれていることから、日本の現場で取り入れることができる方法
を今後検討し、授業や、保育者対象の講習会などで積極的に取り入れ、保育者が現場で活用できる
よう努めたい。

参照
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環境教育を担う教員の養成についての一考察（２）
～屋久島高校「環境フェスタ」での「未来ラボ」との活動を事例として～

松﨑　康弘（鹿児島女子短期大学）

1 ．研究の目的と方法

本研究は、筆者が鹿児島女子短期大学児童教育学科小・幼・保コース開設科目「環境教育演習」（ 2
年生対象）の一環として実施した2024年12月 7 日の「屋久島高校情報ビジネス科 presents　2024
環境クリスマスフェスタ　with　オーガニックマーケット」（以下「環境フェスタ」と略す）及び
同 8 日の「未来ラボ」（詳細は後述）との屋久島島内散策を対象として、学生及び生徒等の感想を
分析することによって、環境教育を担う教員養成の在り方と、高等学校の「総合的な探究の時間」
に大学生が協働的に関わることによる高大連携の意義を探ることを目的としている。

川合（2021）などに示されるように高校生と大学生とが協働して学ぶ実践が複数報告されている
が、本学においては 3 校と連携協定を結んでいる i が、アカデミックインターンシップの実施等に
とどまり「学び合い」には至っていないという現状がある。離島という地理的なハンディキャップ
がある高校との間でどのように「学び合い」を成立させ、より効果的な高大連携を実現するかにつ
いても課題があると考える。屋久島高校情報ビジネス科は令和 2 年度から東洋大学国際観光学部国
際観光学研究科プロフェッショナルコースの学生や、専修大学商学部の学生と連携して屋久島町の
観光について共同研究及び実践的な活動を行っている ii。地元の大学として、教員養成学科として
離島の高校とどのように連携すべきかを考察したい。

熊谷編著（2023）では「岡山県北地域教育プログラム」を事例に、「人口減少や学校を含めた様々
な地域課題を当事者として考え、解決していくことができる教員」の養成は大学を中心とした講義
や実習だけでは難しく、教育委員会、学校、さらには地域と協働して養成する「協創的教員養成」
を提案し、「学校が育つ」「子どもが育つ」「大人が育つ」「地域が育つ」ことによる成熟した地域づ
くりを目標として掲げている。ここに示される教員像は鹿児島においても重要だと考えられ、教員
養成大学と地域とがどのように連携していくかが重要な課題である。

松﨑（2024）で示したように2023年度にも本学学生が「環境フェスタ」に参加したが、環境教育
や地域活性化への理解を深めた一方で、高校生との事前打ち合わせができず「学び合い」に発展で
きなかったこと、そのために高大連携や地域連携を踏まえた教員養成について十分な考察ができな
かったことに課題が残った。

筆者が上記の課題意識を持っていた中で2024年 9 月に屋久島高校の斉藤武教諭より「環境フェス
タ」実施の情報提供があり iii、参加を希望した「環境教育演習」履修学生 6 名の活動の在り方につ
いて検討していた。その後、同10月に屋久島高校「未来ラボ」の協力者（「大人スタッフ」）である
丸山悟氏より、同ラボの生徒たちが「環境フェスタ」において「遊びコーナー」を実施するという
ことで協働活動の提案があった。「未来ラボ」とは、高校魅力化に取り組む屋久島高校において探
究活動を重視している中で、「特に意欲的な生徒には授業時間だけでは収まりきらない活動を、地
域の人たちと協働していく」ための取組である iv。オンライン（zoom）を用いての事前打ち合わ
せがお互いの教育課程時間外に可能であること、高校生と本学学生とのより綿密な協働活動となる
こと、高校生たちの感想を収集できることが確認できたため、「未来ラボ」との協働活動を快諾し
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た。さらに、丸山氏から「未来ラボ」としての活動として「環境フェスタ」翌日に屋久島を高校生
と散策するとの提案があり、高校生と学生とがフィールドで共に学べる機会ということで参加を快
諾した。

2 ．事前打ち合わせ及び実際の活動の内容

(1) 事前打ち合わせ（ICT 活用）

学生は午後 6 時まで授業があり高校生も部活動があるということで、打ち合わせは午後 6 時30分
から 1 時間程度で実施した。各校の教室にメンバーが集合し、筆者と丸山氏らが進行をする形で、
zoom を用いた打ち合わせを実施した。日程は以下のとおりである。

①11月12日（火）　顔合わせ、おたがいの希望の確認等

②11月18日（月）　進捗状況の確認（製作物のイメージ共有等）

③12月 2 日（月）　最終確認

④12月17日（火）　ふりかえり

11月下旬は高校の定期試験及び部活動休止期間
であったため、オンラインによる打ち合わせは実
施せず、それぞれの準備に専念することとした。
そのぶん、学生・筆者と「未来ラボ」の高校生・
大人スタッフとでグループ LINE を用いて、必要
に応じて連絡を行った。グループ LINE は「環境
フェスタ」前日まで続くとともに、12月 8 日の島
内散策の連絡手段としても活用された。

(2)「環境フェスタ」における実際の活動内容

　①「スノードーム」の製作
学生が提案し、高校生が協力する形で実施した製作活動である。ペットボトルの中に水と洗濯

糊、浜砂やシーグラスなどを入れて作成するもので、ペットボトルを逆さにすると内容物がゆっく
りときらきら光りながら動くおもちゃで、ペットボトルの再利用と自然物の活用を図ったものであ

写真 1　オンライン打ち合わせの様子（屋久島高校側）

写真 3　短大内設置の回収ボックス写真 2　スノードーム作成の様子（子どもの顔は加工）
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る。ペットボトルは屋久島高校で収集するには限界があるということで、学生の発案で短大内に回
収ボックスを設置することとした。
　②「ゴミを飲み込んじゃったクジラを救え！」の活動

高校生が提案し、学生が製作を担当して、当日は共同で行った活動である。大量のゴミを飲み込
んで泣き顔になっているクジラからゴミを取り出して、正しく分別をするというルールで子どもた
ちが活動した。

 　 
　③「ビニールを貼り合わせた巨大魚の中で遊ぼう」の活動

学生がサークル顧問の井上周一郎教授からのアドバイスを受けて「環境フェス」に持ち込んだも
のである。井上教授の授業で作成されたもので、カラービニールを貼り合わせて作成されており、
口の部分から扇風機で風を吹き込むことによって膨らむ仕組みである。この巨大魚はビニールの再
利用ということで「環境フェスタ」の趣旨にも合致するものである。

 　 
　④その他の活動

上記以外の活動としては、玉（学生が作成）に描かれているものが可燃物か不燃物かを判断して
該当の箱に投げ入れる「分別玉入れ」や、高校生が発案・製作した流木を活用した輪投げ遊び、丸
山氏がメンバーである「木繋プロジェクト」 v による積み木遊びなどが行われた。学生たちは自分
たちの発案・製作でない活動にも積極的に関わり、子どもたちとの遊びを実行した。

写真 4　製作物のクジラ　

写真 6　製作物の巨大魚

写真 5　ゴミを分別する親子と見守る学生

写真 7　巨大魚の内部で遊ぶ子どもたち（顔は加工）
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（3）「未来ラボ」活動としての屋久島島内散策

12月 8 日の屋久島島内散策は「未来ラボ」の大人スタッフが運転する 4 台の自家用車に学生と高
校生が混合する形で分乗し、八筈嶽神社、永田いなか浜、西部林道、Arc yakushima（ゲストハウ
ス）、クリスタル岬（一部メンバーは都合により西部林道より後は別行動）を訪問した。

八筈嶽神社や西部林道では丸山氏によるレクチャー（案内の手法を含む）が行われたが、永田い
なか浜やクリスタル岬では同氏の「島のことを自分の言葉で発信できないといけない」という提案
により高校生から学生に対してレクチャーが行われた。高校生たちはウミガメの保護やクリスタル
岬の成り立ちについてなどの情報を一生懸命に伝えてくれた。

 　　
3 ．学生の感想の分析

（1）オンライン打ち合わせに対する感想

まずはオンラインでの打ち合わせについての学生 6 名の感想のうち、肯定的な記述がされた部分
を以下に挙げる。なお、学生の思いを直接的に表すべく、原則として誤字脱字以外の修正はしてい
ない。

A 　顔合わせから製作内容、当日の打ち合わせをオンラインで行ったことは初めての経験で、表情や言葉遣いなどをとても
意識していたことに気が付きました。フェスタの内容や思いを高校生から聞き、高校生が考えている活動と鹿女短側が
持っているイメージやアイディアを掛け合わせていき、打ち合わせを重ねていくうえで「わあ！めっちゃいい！おー！」
などの声が増えてきたことが嬉しかったです。また、打ち合わせをした後の活動や新しいアイディアを思い付いた時に、
伝えてみよう！絶対喜んでくれる！という気持ちで伝えられていたことを思い出し、顔合わせの時からお互いが真剣でわ
くわくしながらの打ち合わせができていたのかなと思いました！そして、LINE でやり取りを始めた後も、オンラインの
打ち合わせをしていましたが、顔や反応が見えている方が伝わることや、実際につくった人が見せながら思いと一緒に伝
えたこることでもっとリアルに伝えることができると感じました！反応を見て改善をしたり、屋久島に実際に住んでいる
高校生たちのコンセプトに合う活動内容に変えたりなど、オンライン（顔を見ながら）でしか感じ取れないことをたくさ
ん感じました。

B 　私はオンラインでの打ち合わせが初めてで、最初ちゃんと繋がって会話ができた時に「すごい！」と感動しました。やっ
ぱり、文面でやり取りすることもできますが、相手の顔を知って表情を見ながら会話ができたことで、「この方々と会え
るし、環境フェスタも一緒に頑張ろう！」という思いが打ち合わせを重ねていくうちに大きくなりました。LINE などで
写真を送ることもできたし、少しオンラインで足りなかった部分を補足しながら、無事に計画を立てることができたので
本当に良かったです。

C 　私がオンラインでの話し合いに参加して、離れたところでも顔と顔を合わせて話し合いすることができるのはとてもい
いなと思いました。ラインや電話、メール等でも話し合いや打ち合わせを行うことはできますが、表情が見えることで相
手とより心の距離を深めることができると実感しました。また、表情が見えることで相手の感情を読み取り、話を進めて
いくことの大切さを改めて感じることができました。そして、高校生の流木の輪投げやクジラの口の中にゴミを入れるな
どのアイディアは私たちにはなく、環境について日頃から考えているからこそのアイディアだなと感じました。私たちも
保育学生として、子どもたちがどうしたら楽しめるか考えることができ、お互いのもっているものを出し合えたコラボに
なったと思っています。

写真 8　永田いなか浜での高校生による説明 写真 9　クリスタル岬での様子
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D 　オンラインで環境フェスに向けた準備を進めていく中で、このように打ち合わせすることが初めてでした。互いに、情
報を交換したり、意見を伝え合ったりしてより良い活動になるように話をすることはとても楽しかったです。オンライン
で顔を見ながら話をしていたので、初めて会った時も少しは緊張しましたが、話しやすかったです。

E 　実際に離れた場所から zoom を通して、高校生の方たちと簡単にコミュニケーションをとることができるということが
すごいなと思いました。言葉だけではなかなか伝えることが難しい内容も映像を通して伝えることができたので、こう
いった活動を行う際はオンライン打ち合わせでやり取りを行った方が良いなと改めて感じました。特に、製作での確認や
自己紹介などは、お互いの顔が見えた状態で細かいところも一緒に確認することができたので、そこがオンラインのいい
ところだと思いました。反省会では、高校生たちの活動に原動力について知り、どれも理由が素敵でした。特に、仲間と
協力し目標に向かって活動することの楽しさや地域の方たちとの交流を通して人のために何かしたいという思いが原動力
になっていることが印象に残りました。

F 　実際に高校生たちと打ち合わせしていく中で高校生たちが学んだ環境のことを活かしてフェスタをより楽しくしていけ
るように一生懸命試行錯誤している姿が印象的であった。最終日のオンライン打ち合わせでは、どうして未来ラボに取り
組んでいるのか、また未来ラボに対しての思いを聞くことができ、それぞれ熱い思いをもって活動をしていることを知る
ことができた。何かを他の人と一緒に成し遂げる経験は他の何にも替えることのできないすごく貴重な体験だと高校生の
思いを聞いて改めて感じることができた。実際にその楽しさややりがいを感じて時間を惜しまず積極的に活動に取り組ん
でいる姿は学ぶものがあり、教師になる私も大切にしていかないといけないと思った。

オンラインでの打ち合わせが初めてであったという学生が多く当初は緊張があったようだが、学
生Ｄの「相手の感情を読み取り、話を進めていくこと」に通じる「顔が見える交流」をできたこと
で話し合いが活発に行われた。学生Ａが述べているように高校生の素朴なリアクションが学生側の
モチベーションにつながったことも、（直接面会には及ばないかもしれないが）オンラインを活用
したからこその効果である。総合的な学習（探究）の時間における ICT 活用の重要性も学生たち
が体感できたものと思われる。

また、学生Ｅ・Ｆが述べているように、探究的な活動に高校生が熱意をもって取り組み「学びに
向かう力、人間性」を発揮している様子を学生が観察できたことは、教師となって児童の評価を行
う立場になるという点からも貴重な機会であった。

一方で、午後 6 時30分からというお互いの教育課程にとって時間外の実施でありメンバー全員が
揃ったわけではなかったこと、高校側の試験期間に重なったこともあり、事前打ち合わせがオンラ
インでの 3 回しかできず意思疎通に齟齬が生じた場面があったことは否めず、学生感想にもそのよ
うな指摘が見られた。換言すれば、より綿密な計画の重要性を学生が感じたということでもある。
（2）環境フェスタの活動に対する感想

環境フェスタ当日の活動に対する学生の感想の中で肯定的な記述部分を以下の表に示す。

A 　子どもたちも思っていたより沢山来てくれていて、製作はしていませんが、こいのぼりのドームはほとんどの子どもた
ちが口から吸い込まれていて、こいのぼりのお腹の中から笑い声が延々と聞こえていました！子どもたちが色んなブース
に立ち寄って分別玉入れやクジラ親子を喜ばせよう大作戦などは、いっぱい応援して、拍手して、ハイタッチして、気付
いたら子どもたちと同じくらいはしゃいでいました。もしかすると、鹿女短生が一番楽しんでいたの…とも思いました！
フェスタでは親子と接することがほとんどだったので、子どもをほかの人に褒められている時のパパやママの表情も沢山
見ることができました。見ていると、本当に子どものことが大好きで自慢で、大切だと伝わってくる目で、愛でいっぱい
の空間でした。やっぱり子どもの笑顔や笑い声は、親の元気の源だと改めて感じました！そして、子どもたちが遊ぶ場面
をイメージして製作をしていましたが、実際に言葉や関わりを見て、子どもの発想は天才でした。本当に遊びの名人で
す！子どもたちと遊んで、触れていると、自然と笑顔になっていて、元気になって、幸せな気持ちになります。人生のお
手本です！

B 　大きいクジラとごみの分別のブースに主にいましたが、大きいクジラのところでは、子どもたちが大きいクジラの口を
開けて「うわあ！こんなにごみははいってるんだ」と言っていてそれに気づいてくれて嬉しかったです。「そうだよ！こ
んなにくじらさんごみ飲み込んでたらきっと苦しいよね。だからさ、一緒にごみを出して分別しない？」と声をかけたら
こどもたち目をキラキラさせてクジラを助けよう！という思いで一緒にごみの分別をしてくれました。分別が終わったら
ハイタッチしましたが子どもたちは「よし！クジラを助けたぞ！」という顔でとても頼もしかったです。
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C 　子どもたちとの関わりでは、スノードームのブースで「作り終わったスノードームに絵をかいてみる？」と聞くと「か
く！」と言ってかいたものがひとでや海藻など海の生き物で、センスいいなと思ったのと同時に島らしいなと思いました。
その他にもカマキリ博士のようにカマキリをたくさん知っていて白紙にダイナミックなカマキリをかいて見せてくれた子
どももいて、自然が豊かだからこそより興味をもつことができるのかなと思いました。

D 　実際に活動をするなかで子どもたちと遊んで、子どもたちが私たちの用意したもので遊んでいたり、屋久島高校の生徒
さんが用意してくれた道具で遊んでいたり、子どもたちが楽しそうにしていて、自然に笑顔になりました。丸山さんが用
意してくれていた木材で、子どもとドミノで遊んだり、高く積み上げたりして遊びました。また音が鳴る木材のおもちゃ
があり、独特の音が鳴りとても面白く、子どもたちも夢中になって遊んでいる様子が見られました。

E 　実際に子どもたちと遊んでみて、皆とても元気で驚きました。私は主に魚のエリアにいることが多く、中の色を楽しむ
だけじゃなくて、子どもたちが遊ぶことができるように風船をいれました。すると、風で舞う風船への食いつきがとても
良く、子どもたち同士で遊んでいる様子も見ることができたので良かったです。ゴミ分別玉入れでは、小さい子どもが上
手に赤と青それぞれの箱に投げ入れて楽しんでいたので嬉しかったです。

F 　環境フェスを通して高校生は、実際に自分たちで作ったものをアピールしアンケートを取る活動はこれからの進路にも
活かすことのできる活動だと感じた。環境フェスを通して屋久島の人たちの地域愛や島の人たちの温かさを知ることがで
きた。また、地域の人たちに音楽を通して子供たちの頑張っている姿や地域の人々との交流の場や一緒に発表に向けて頑
張る協同する場を設けることで老若男女問わず地域の人たちの絆が深まると感じた。

子どもたちが夢中になって遊んでいる姿についての記述が多く見られ、実習等を通じて子どもの
成長の見取りを学び卒業後に教師として児童を評価する立場になる学生にとって、良い経験になっ
たことがうかがえる。特に学生Ａの「子どもの発想は天才」、学生Ｂの「頼もしかった」、学生Ｃの

「センスいいなと思った」といった言葉が、教員になった時に児童の良いところを重視する総合的
な学習の時間の評価に応用されることを期待したい。

また、子どもを支える家庭や地域の存在に言及している学生ＡやＦの記述にも注目したい。総合
的な学習（探究）の時間は家庭や地域の存在なしには成立しないが、「愛」という言葉でそれを表
現した学生は実際に教師として連携の本質的な意義を理解して実践を行ってくれるであろう。その
地域（の自然）らしさに着目した学生Ｃ・Ｄの言及（「島らしい」「独特の音」）もまた、地域に根
付く教育の実現につながるものと考える。

上記には記載していないが、スノードーム製作で 1 回100円を徴収したことで参加者が減ったの
ではないかとの疑問を示した学生が複数いた。当該学生の一人が実際に記述しているが、行事（総
合的な学習・探究の時間の「表現」の場）における予算編成の在り方を考える契機となったのでは
ないだろうか。また、先述の意思疎通の齟齬により準備物の不備があったことへの言及もあったが、
実際には臨機応変な対応を行っており、行事は「予定通りにはいかない」ということを学んだとも
言えるだろう。

（3）島内散策に対する感想

「未来ラボ」の活動としての屋久島島内散策に対する学生の感想を、高校生との関わりについて
の言及を中心に以下に示す。

A 　西部林道に入ると、世界が変わったように感じました。雰囲気がほかのところとは全く違っていて、息もしやすいし、
体に力が入ってくる感じがしました！高校生がどんどん無邪気に山を登り始め私たちも真似をして登りました！高校生が
楽しそうに体で屋久島を教えてくれるからこそストレートに伝わるのだと思いました。
いなか浜に上陸して、高校生が説明をしてくれました。急だったにも関わらず堂々としていて、ウミガメや浜の現状のこ
となど幅広く教えてくれました！本当に屋久島が好きでないとあんなに詳しく知らないし、伝わらないので、高校生の屋
久島への想いが伝わった時間になりました！そして、屋久島の生き物に関しても、小さい理由やどうして林道の道路に現
れるのか、木や気候など、自然がそのまま生きている理由を自然の中で教えていただき、肌で感じながら学ぶことができ
ました。クリスタル岬では、高校生が、岩の不思議な模様や鉱山だったことなどを、突き出た岩の上から説明してくれて、
演出も面白かったです！
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B 　永田いなか浜を歩いてみて、とても広くて砂がキラキラしていてふかふかしていて、これも屋久島の宝物だなと思い
ました。高校生が説明してくれたウミガメの話を聞いて、うみがめの危機を実感しました。私は今回聞いていなかった
ら、ウミガメの名前は知っていたけど、どんな風に生きていて、いまどんな状況なのか知りもしなかったです。きっと私
と同じようになんも知らないから、やってはいけないことをしてしまっている現実があると思うし、うみがめを危機に追
いやってしまっているのだなと思って、このことももっと多くの人に知ってほしいと思いました。高校生の方はカンペが
あったわけではなかったけれど、とても気持ちのこもったお話をしてくださって、屋久島にいてウミガメのこと想ってい
るからこそカンペがなくてもできることだなと思って、感動しました。

C 　未来ラボの方が場所ごとに説明をしてくださってたくさんのことを知ることができました。場所についての説明だけで
なく、先生の立ち位置や子どもたちへの配慮、気のかけ方などためになることをたくさん教えていただきました。

D 　いなか浜では、地元の高校生が丁寧に説明してくれました。砂を手に取ってみて、粒が荒いことに気付きました。また
浜の奥にはムーミンが寝ているように見える口永良部島も見ることができました。

E 　（いなか浜では）結構波も高かったので高校生の後ろにひっつきながら行ったのが楽しかったです。そして、説明する
ときの場所や向きなどがとても重要だということを丸さんが教えてくださり、これは自分の将来にも必ず役立つと思いま
した。海では、ウミガメについて高校生が丸さんから教えてもらったことを実践しながら一生懸命丁寧に説明してくれま
した。アオウミガメやアカウミガメについて知らないことだらけだったので、とてもためになりました。こういった経験
を友達や高校生たちと共有できたことが貴重な時間だと思いました。

F 　屋久島のことを何も知らなかったが、高校生と島を回る中でこんなにも魅力がたくさんあることを知った。永田いなか
浜は高校生の説明でウミガメには 2 種類あることやウミガメを安全に海に返すために屋久島の人たちの頑張っていること
など取り組んでいることを初めて知った。未来ラボの丸山さんは説明してくださる際に、説明する時どういうところを意
識して説明を行った方がいいのか聞く側の意識が向きやすいようにどこを背中側にして話すのかなど就職後にも使える説
明する際のポイントを教えてくださったのがとても心に残った。

今回の主目的となる活動は「環境フェスタ」であったが、大学生と高校生の「学び合い」という
点では島内散策も大きな意味を持った。学生Ｅが「高校生の後ろにひっつきながら言ったのが面白
かった」「経験を友達や高校生たちと共有できた」と述べているように、画面越しではない直接交
流・対話であったことはやはり大きい。

学生 6 名は今回が屋久島への初訪問であり、高校生たちが島について豊富な知識と課題意識を
もっていることについて感動するとともに、「未来ラボ」メンバーが島の課題に真剣に向き合う姿
勢を見取ったことで大きな刺激を受けていた。「カンペがなくても」思いをもって説明をした高校
生の姿から「もっと多くの人に知ってほしい」と考えた学生Ｂの記述などは、高校生の意見を受け
とめて大学生が自分の考えを発展させたという点において、「大学生が上」という上下関係ではな
い「学び合い」と言っていいものだと考える。

さらに、丸山氏ら「未来ラボ」の大人スタッフの存在が学生にとっても大きかったことも分かる。
教員経験のある丸山氏は学生・高校生に対して子どもに対する効果的なプレゼンテーションの方法
を伝授してくれたが、学生Ｃ・Ｅ・Ｆが記述しているように教師になるためのモデル提示となった。
教室ではなく外のフィールドで子どもたちに説明をするという機会は実習でもほとんどないため、
教員養成の立場から貴重な場となった。また、上記には記載していないが移動中の車中で教育や地
域活性化の在り方について大人スタッフと語り合ったという記述も見られ、地域のために努力する
人の思いに触れたことは、総合的な学習の時間だけでなく、生活科や社会科の実践にも生かされる
ものと思われる。

４．「未来ラボ」の感想の分析

（1）高校生の感想

高校生 9 名から、①オンライン打ち合わせ、②実際にフェスタでの学生の活動を見て、③島内散
策における学生との交流の 3 点について丸山氏を通じて感想を提出してもらった。
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①のオンライン打ち合わせについては、接続不良による音声の聞き取りづらさや初対面かつオン
ラインであることに伴い会話に加わりにくさを感じたといった声もあったが、概ね好評を得たよう
である。「ちゃんと現状報告や意見交換ができてよかった」「お互いの要望を話し合い進めていくこ
とが新鮮でいい経験となった」「表情を見ながら状況確認をできた」「短大の皆さんの意見を取り入
れた上で新しくアイディアを出したり話し合いができたりした」「クジラがハイクオリティで大学
生ってすごいなと思った」といった声から、学生たちとのオンライン交流が高校生の探究過程とし
ての情報収集や整理・分析、さらには下線部のように新たな課題設定とアイディアの創出に貢献で
きたと言えよう。先述のように学生側も示していた「顔の見える交流」ができたことが、離島の高
校生との打ち合わせの質を上げたことも読み取れる

②は、高校生の学習やひいてはキャリア形成に学生の活動がどのように影響したかを考察すべく
設定した項目である vi。学生が「高校生と違い周りがよく見えている」「自分では思いつかないよ
うな思考をしていてすごいなと憧れを持った」「自分たちは近所の子どもと遊ぶような接し方だっ
たが、学生たちはまるで幼稚園の先生と子どものような接し方ですごいと思った」「学生の製作物
がきれいだったり子どもに人気だったりですごい」「自分たちの目が届いていない子どもに学生が
すぐに対応していた（活動スピードが速い）のがすごい」と言った声が示された。特に下線部の記
述が示すように、学生なりのプロ意識を読み取ってくれた感想が多くあり、参加した高校生たち全
員が教職を目指すわけではもちろんないが、大学で学ぶことの意義や職業観といったキャリア形成
につながる要素を汲み取ってくれたと考える。また、波線部のように思考に着目した記述もあり、
高校生が探究する、特に整理・分析するにあたって学生の内面が好影響を与えるのではないかと推
測する。

③については、全員が学生との交流が楽しかったという素朴な回答を示してくれた。「島民でも
行かない場所」に学生や友人、未来ラボの大人スタッフと行くことができたことへの言及をした高
校生もいた。学生に対して説明を行ったことに対する感想も知りたかったが、筆者の指示が大まか
であったことにより記述がなかったため、次回以降の感想収集の在り方を検討したい。

（2）大人スタッフの感想

「未来ラボ」の大人スタッフである丸山・岩川・眞邉の 3 氏からも前述の 3 項目について回答を
いただいた。①のオンライン打ち合わせについては、「専門的に学ぶ学生の引き出しの多さを感じ
た」「高校生の漠然としたイメージを学生が形にしてくれた」「高校生が自分たちのアイディアを膨
らませることができていた」「学生からの『いいね』などのリアクションが、高校生たちが取組を
進める上での自信につながった」といった意見からは、学生の提案が高校生の思いの具現化につな
がっていることが示された。特に波線部の「取組を進める自信につながった」という記述からは、
探究的な学習において外部人材が知識の提供者としてだけではなく、活動のモチベーターの役割を
も担うことが確認できる。

②のフェスタでの学生の姿に対する感想としては、活動に専門性が反映されていることや学生自
身が楽しんでいることへの言及とともに、学生の立ち振る舞いが「来場者（子どもの保護者）の安
心感につながっている」という保護者目線の意見が示された。前述のように学生たちは子どもたち
の活動の姿や地域の方々の郷土愛については言及しているが、自分たちの立ち振る舞いが保護者に
も影響していることには少なくとも感想の記述上は気付いていない。このことを学生に示し、保護
者・地域住民との関わり方について考察してもらうことも教員養成の立場として重要であると思わ
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れる。
③の学生と高校生との交流に関する感想では、「未来ラボの大人スタッフと高校生との関係性の

中に、その中間の学生が入ったことで良い緊張感や刺激があった」「高校生にとって年齢の近い人
＝学生が、さらに先の考えをもって行動しているということがとても刺激になった」と、大学生だ
からこそ高校生に与えることができる「刺激」に対する言及があった。年齢の近さを生かし、高校
と社会とを結ぶ懸け橋の位置にいる大学生が高校生と協働して学ぶ高大連携の在り方を第三者の視
点で指摘していただけたものだと考える。

5 ．考察　～教員となることに向けての学生の思い～

学生が「今回の経験から今後に生かしたいこと」として記述した内容を以下に示す。

A 　今回、屋久島に行かせていただいて、自分の生きてきた島と照らし合わせて考えることが多かったです。環境フェスタ
は、高校生も含め、屋久島の自然に真剣に取り組んでいる方たちと一緒に活動できたことが経験値と自信になりました。
また、自然が大好きなので、自然たちと協力して活動できたことも深く考えるきっかけになりました。今回感じた自然へ
の感情や、それを大切に生かしている環境を就職してからの自分に生かそうと考えています。私の就職先である児童養護
施設の子どもたちは、すぐそばに山や川、海も全てそろっています。自由で色んな経験をしている子どもたちだからこそ、
敏感に感じる力は大きいと思っています。今回の屋久島の高校生が発信しているのを知って、奄美も世界自然遺産だとい
うことを子どもたちが発信していくことが重要だと感じました。自然を感じる活動を沢山して、イベントなどを通して、
自然を元に戻す活動も実行していきたいと考えています！そして、私自身が奄美大島のことについて、もっと知り、もっ
と好きになり、今住んでいる人たちから「島を大好きになろう大作戦」を計画していきます！屋久島探検、フェスタから
大きくインスパイアされたので、活かし続けます！

B 　今回本当に貴重で充実した経験をすることができました。 1 泊 2 日だったけど、屋久島の魅力を体と心でめいっぱい感
じることができました。そして、丸さんをはじめ未来ラボの方々・屋久島高校生の皆さん・地域の方々、たくさんの人と
関わって、それぞれの思いや考え方を知って、屋久島への愛を感じた 1 泊 2 日でした。私は今回の経験を通して、屋久島
の魅力をもっとたくさんのことに知ってほしいと思いました。もちろん 1 泊 2 日だけでは全然屋久島のことわかりきって
いません。なので、私自身がもっと屋久島に行って屋久島にどっぷりつかってみたいなと思いました。そこから、こんな
に屋久島って素敵なんだよ！というのをこれから教員になってからでも子どもたちや周りの人たちに伝えていきたいなと
思いました。もちろん、現地に行くことが一番ですが、私の体験談だったり、写真を見たりするだけでも変わると思いま
す！そして、屋久島に行ったからこそ実感できたことなのですが、ただ見て「すごい」ただ食べて「美味しい」で終わっ
てしまうのってもったいないなと思いました。これは屋久島に限らずになってしまうのですが、これから生活していく中
で、綺麗なものや感動するものを見て、その歴史や背景などを知ってみて感じること、美味しいものを食べて、その作っ
てくださった方の思いや考え方を知ること、それだけで、見方も感じ方も美味しさも何倍にもなるんだなと思って、知る
ことを心がけたいなと思いました。

C 　今回、 ２ 日間という短い期間ではありましたが、たくさんのことを感じ、学ぶことができました。環境フェスタでは、
環境問題のことについて、今まではまだ先の話だろうと思っていましたが、課題は身近にあり、自分には何ができるか改
めて考える機会になりました。今後、子どもたちと環境問題について考える際には、今回のような環境をテーマにしたイ
ベントがあり、子どもも大人も真剣に環境と向き合っているということを伝えたいです。また、今の自分たちにできるこ
とは何か一緒に考えたいと思います。 2 日目の島内探検では、屋久島の様々な観光をして写真もたくさん撮ったので子ど
もたちにも見せて同じ鹿児島に屋久島っていう島があって、そこは世界自然遺産にも登録されていること、魅力がいっぱ
い詰まっていることを伝えたいです。そして、未来ラボという素敵な団体もあって、環境、屋久島のために活動している
ことを伝え、自分たちの町のために自分たちができることを考えたいです。今回、屋久島の方々とお会いして、自分の住
んでいる町にとても誇りをもっていて、自慢がたくさんありとてもすてきだなと思いました。私も、自分の地元にもっと
誇りをもって地元のいいところを発信していきたいなと思いました。

D 　今後に生かしたいことは、まずオンラインの活用があります。教師になったときに効果的に活用することができるよう
にしたいです。また、屋久島高校の生徒さんたちを見習い、私も自分の島のことをもっとたくさん知りたいと思いました。
今回経験したことはこれから生きていく中で大切な経験になると思うので、また 1 月の屋久島の環境教育演習でも屋久島
の魅力をもっと知りたいと思いました。こんなに素敵な経験をさせていただきありがとうございました。先生がいなかっ
たら屋久島に行くことすらなかったかもしれません。

E 　私は、今回の経験を生かして、自分が将来教員になったときに子どもたちにも自然の素晴らしさを伝えていきたいなと
思いました。また、子どもたちと一緒に体験を通して学んでいきたいと思います。やっぱり自分で足を運んでいくことで、
目で見た景色・匂いなどを感じることが大切だと改めて気づくことができました。そして、今回の経験が初めてだったの
で、今後はこういった活動に自分から参加し、経験を生かして誰かに伝えたり、一緒に企画を考えたり人のために何がで
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E きるのか考えて、行動に移していきたいと思いました。また、こういった説明をもし、子どもたちの前ですることになっ
たら、丸山さんに教えてもらったことを生かして自分の立ち位置や目線、子どもたちの位置に配慮して説明できるように
なりたいです。

F 　今回の環境フェスを通してみんなで一つのことをやり遂げる経験の大切さを改めて知ることができた。老若男女関わら
ず島のためにたくさんの人がこのフェスに関わっていて故郷や住んでいる場所を大切に思う気持ちが沢山伝わってきた。
そんな場所をみんなでよりよく、また盛り上げていこうと一生懸命動いている姿に感動した。屋久島を盛り上げていこう
とする気持ちは本当に全員が心の底から思って動き、またそれを楽しいと思って活動している姿に感動した。いろんな人
と関わって一つのことに一生懸命取り組んでいく素敵さ、取り組んでいこうとする姿勢、その楽しさ、達成感、そんな素
敵なことをこれから伝えていけるような教師になりたいと感じた。また、児童と一緒になって １ つのことを楽しむ、一
生懸命取り組む教師になりたいと思った。丸山さんが教えてくださった聞く側のことを考えて話すテクニックもこれから
たくさん使っていきたい。

(1) 教員養成の観点から

教育者としての資質・能力と関連する記述としては以下の部分が該当すると考える。
学生Ａは、子どもの自然を感じる力を生かして体験活動の充実を図り、子どもたちが発信するこ

とを重視する学習活動をとおして自然保護・回復への貢献につなげたいという思いを述べている。
これは鹿児島県教育委員会が教員に求められる資質の一つとして挙げている「歴史、文化、自然等
の教育的資源を活かした学習活動を展開し課題解決につなげることができるスキル」 vii につながる
と考えられる。

学生Ｃの「今の自分にできることは何か（子どもと）一緒に考えたい」や学生Ｅの「子どもたち
と一緒に体験を通して学んでいきたい」という記述は、鹿児島県教育委員会も求める「伴走者」と
しての教師の在り方 viii に通じるものがある。「未来ラボ」において高校生と大人スタッフとが対等
に対話したり、自分たちより年下の高校生たちが屋久島に対する深い理解と課題意識を持っていた
りする場面を見たことが、この意見につながっていると言えよう。

教師自身が教材（学習対象）にどっぷりと浸かることの重要性を実感した学生Ｂ、ICT 活用の
重要性を再確認した学生Ｄ、丸山氏から伝授された教師としてのプレゼンテーション技能に言及し
た学生Ｅ・Ｆのように、実際の授業構成力につながる記述も多く見られ、スキル向上へのモチベー
ションとなってくれることを願う。

(2) 環境教育の観点から

今回の「環境フェスタ」において、学生は環境教育の「担い手」であると同時に「学習者」でも
あった。

学生Ａの「自然たちと協力してできた」 ix、学生Ｂの「綺麗なものや感動するものを見て、その
歴史や背景などを知ってみて感じること」、学生Ｅの「自分で足を運んでいくことで、目で見た景
色・匂いなどを感じることが大切」といった記述からは、環境と向き合うにあたって情緒的な側面
も重要であることを示している。

また、学生Ａの「高校生も含め屋久島の自然に真剣に取り組んでいる方たちと一緒に活動できた」
という記述のように環境に向き合う人々の存在に気付き、学生Ｃの「環境は身近にあり自分に何が
できるかをあらためて考えた」に表される意識変容が起こっていることも「環境フェスタ」の学生
に対する教育効果と言える。

6 ．まとめ（成果と課題）

本稿では参加した学生や高校生らの思いを分析することによって、教員養成大学の学生と高校生
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とが学び合うことの意義について考察した。ICT（オンライン）を活用することによって離島の高
校生との間にも学び合いが成立すること、このような地域での活動を通して環境教育の担い手とし
て必要な資質・能力が育成されること、学生と地域の方々との交流・連携は教師としての資質向上
にもつながることを明らかにできたと思う。

課題としては、①離島の高校との間でオンラインを活用した学び合いを今後どのように充実・発
展させていくか、②高校の総合的な探究の時間の実践を発展させるために大学はどのように関与す
ることができるのか、③教員養成の観点から今回の取組をより体系化するにはどうしたらよいかに
ついて、さらに研究を深化させる必要があることが挙げられる。

末筆ながら、「環境フェスタ」参加にご協力くださった屋久島高等学校長の山口悟氏、同校教諭
の斉藤氏及び関係者の皆様、「未来ラボ」大人スタッフの丸山氏、岩川麗々香氏、眞邉りかこ氏、
小泉沙織氏に感謝申し上げる。そして何より意欲的に活動に取り組み学生に大きな刺激を与えてく
れた「未来ラボ」高校生の皆様と、放課後や休日にも一生懸命準備や活動に取り組んでくれた 6 名
の学生に深く感謝申し上げたい。

＜参考・引用文献＞
松﨑康弘（2020）：新しい教職科目「総合的な学習の時間の指導法」の構想『鹿児島女子短期大学

紀要』57、pp.43-53
松﨑康弘（2024）：環境教育を担う教員の養成についての一考察～屋久島高校「環境フェスタ」を

通じた高大連携を事例として～『志學館大学教職センター紀要』 9 、pp.47-58ｔ
川合宏之（2021）：『高校生と大学生がともにつくる高大連携授業　―ナナメの関係が高校生にどの

ような影響を与えるのか―』晃洋書房、144p
熊谷愼之輔編著（2023）：『岡山発！地域学校協働の実践と協創的教員養成　「社会に開かれた教育

課程」の実現に向けて』福村出版、200p
高野拓樹、松原久、谷正流（2016）：高大連携型環境教育の取組－京都光華女子大学と京都府立東

稜高等学校の連携を事例として－『京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部研究紀要
54、pp.21-30

高野拓樹、松原久、糟野譲司、乾明紀、久保友美、杉岡秀紀、サトウタツヤ（2021）：高大連携型
教育を用いた探究学習に関する実践的研究 －探究学習に対する生徒のイメージやスキルに影響
を及ぼす要因－『地域連携教育研究』 6 、pp.33-49

註　　　　　　　　　　　　
i 鹿児島女子短期大学と屋久島高校との間では連携協定が結ばれていない。あくまでも筆者個人に
よる協力関係である。
ii https://www.pref.kagoshima.jp/ba05/schoolguide/documents/101586_20240903152332-1.pdf（ 屋
久島高校ホームページ　「鹿児島県立屋久島高等学校　SCHOOL GUIDE 2024」　p.7）を参照。
iii 「環境フェスタ」の目的等を記載した実施要項を送付していただいた。松﨑（2024）にも示した
ように「総合的な探究の時間」の代替としての「調査研究」（課題研究）の一環であり、目的も「地
域住民や本校生が環境問題の対策に 1  人でも多くの人が取り組む，意識を喚起する」「世界自然
遺産を有する屋久島の高校生として、環境問題に関心を持ち、課題解決への取組や発信をしていく
ことを通じて自分の住む地域や地元を見つめなおす契機とする」「地域課題の解決に地域協働で取
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り組み、生徒の主体的な学びの充実と自己肯定感を高める」「生徒の創造力、社会参画力、自己評
価力、説明力、課題発見・解決力、思考力、人間関係形成能力の資質・能力を養う」という「総合
的な探究の時間」の目標を意識したものとなっている。
iv https://note.com/mirai_meeting/n/nffa603fbbcd7（「屋久島と地球の未来会議」ホームページ）
を参照。
v 屋久島で森林育成等とともに、「子どもをはじめとするすべての人々が木とふれあい、木に学び、
木と生きる『木育』をベースに体験プログラムを開発」している団体である。松﨑（2024）も参照。
vi「丸山氏からは「屋久島には大学がないため20歳前後の若者が少なく、高校生やフェスタに来場
した子どもたちと短大生が交流する機会は貴重である」との意見をいただいた。
vii 『かごしま県教員等育成指標』（鹿児島県教育委員会、令和 5 年 4 月全面改訂）を参照。
viii 同上参照。
ix 本文中の感想部分には記載していないが、学生 A は「最後は自然と人間が心から好き同士だと
いうことを思い出して、自分や大切な人を愛するように、自然を愛していく世界になったら…と思
いました！」とも述べている。
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介護等体験実践報告

野浪　俊子

1 ．介護等体験の目的

「介護等体験」とは、1997年に制定された「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教
育職員免許法の特例等に関する法律」（介護等体験特例法）により制定されたものであり、義務教
育課程の教員免許を取得するために必須となっている。

したがって、義務教育諸学校の教育職員免許状の授与を受けるにあたって、特別支援学校（ 2 日
間の介護等体験実習）と社会福祉施設（ 5 日間の介護等体験実習）において、文部科学大臣が定め
る期間（ 7 日間）、介護等体験を行わなければならない。

この「介護等体験」の目的は、義務教育に従事する教員が、個人の尊厳及び社会連携の理念に関
する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質向上を図り、義務教育の一層の充実
を期する観点から、介護等体験を行うことが法令に定められている。

本学においては、平成10年度入学生から、教職課程を履修する学生（義務教育諸学校の免許取得
希望学生）に対して、上記の目的・趣旨を達成するために、主として教職課程履修 3 年次に、特別
支援学校で 2 日間、社会福祉施設で 5 日間の介護等体験を実施している。そして、介護等体験の事
前・事後の指導を含めて、教員の資質として必要とされる個人の尊厳及び社会連携の理念に関する
認識を育成し、さらには、人の心の痛みのわかる教員、各人の価値観の相違を認められる心を持っ
た教員の育成を目指している。

2 ．令和 6年度「介護等体験」実践報告

（1）「介護等体験」の事前・事後の指導内容

　令和 6 年度に、本学の中学校教員免許状取得希望学生は15名であった。
令和 6 年度の「介護等体験」の事前・事後の指導内容は下記に示すものである。

【表 1】介護等体験の事前・事後の指導内容（教職エントリー学生 3 年生対象に実施）

オリエンテーション実施日 内　　　　容

令和 6 年度
「介護等体
験オリエン
テーション」
実施日

第 1 回
4月11日

指導 1
（事前指導）

・介護等体験の趣旨や目的、心構えについて
・介護等体験「社会福祉施設実習： 5 日間」に関する事前指導

第 2 回
5 月 9 日

指導 2
（事前指導）

・介護等体験「社会福祉施設実習： 5 日間」に関する事前指
導

第 3 回
6月22日

指導 3
（学外指導）

・介護等体験「社会福祉体験教室（於：鹿児島県介護普及セン
ター）」の学外指導

第 4 回
7 月19日

指導 4
（事前指導）

・介護等体験「特別支援学校実習： 2 日間」に関する事前指導

第 5 回
11月12日

指導 5
（事後指導）

・「介護等体験（社会福祉施設実習 5 日間と特別支援学校2日
間）」の振り返り（省察）
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　上記【表 1 】の「介護等体験の事前・事後の指導内容」は、下記の通りである。
①　「指導 1 （事前指導）」

　「介護等体験」の目的や趣旨について、「介護等体験：社会福祉施設実習（ 5 日間）」と「特
別支援学校実習（ 2 日間）」における実習の目的と心構え、事前準備等、必要な事項、各々手
続等の詳細について指導を行った。

②　「指導 2 （事前指導）」
　「介護等体験」である「社会福祉施設： 5 日間」に必要な知識や心構えについて、DVD
視聴に基づき事前指導を行った。

③　「指導 3 （学外指導）」
　「介護等体験」（社会福祉施設や特別支援学校）に関する「車椅子や歩行の介助」「食事や衣
服着脱の介助」について、「社会福祉体験教室」（於：鹿児島県介護普及センター）の指導に基
づき学外での実践的指導を行った。

④　「指導 4 （事前指導）」
　「介護等体験」である「特別支援学校実習： 2 日間」についての目的や心構え、学修内容や
準備等について事前指導を行った。

⑤　「指導 5 （事後指導）」
　「介護等体験」である「社会福祉施設実習（ 5 日間）」と「特別支援学校実習（ 2 日間）」
における全体的振り返りとしての事後指導を行った。

3 ．「介護等体験」の実施状況と振り返り（省察）について

令和 6 年度の「介護等体験」履修者は15名であった。「介護等体験」の内容である
「社会福祉施設実習： 5 日間」と「特別支援学校： 2 日間」の実施状況は下記に示す通りである。

（1）「介護等体験：社会福祉施設実習（ 5日間）」の実習状況

　①「介護等体験：社会福祉施設実習（ 5 日間）」の実習施設

社会福祉施設の実習場所 人数 社会福祉施設の実習場所 人数

ディサービスおじゃったもんせ 2 人 華山壮ディサービスセンター 1 人

湯之里園ディサービスセンター 1 人 障害福祉サービス事業所ウィズ 1 人

マリンピア与次郎ディサービス 1 人 明日への一歩 1 人

特別養護老人ホーム横川緑風園 1 人 児童養護施設 若葉学園 1 人

特別養護老人ホームかもいけ 1 人 児童発達支援事業所まふいん錦ヶ丘 1 人

児童養護施設 大隅学舎 1 人

※ 3 人は「文部科学省の代替措置レポート課題」にて「社会福祉施設実習」を認定

②「介護等体験：社会福祉施設実習（ 5 日間）から学んだこと
・人間は限りなく平等であり、人間の尊厳というものは断じて区分できるものではないという

ことを学んだ。
・人間の命の自然的原則を忘れて、若さの内に傲慢を極めてはいけないのだということと同時

に他者を思いやる心を学んだ。



－139－

・早期の医療ネットワークにより、様々な改善の可能性があることを学んだ。
・高齢者の方々の人生経験のお話を聴くことにより様々なことを学んだ。
・車椅子等の方々とは、同じ目線で話すと笑顔になることを学んだ。
・福祉施設のユニバーサル性について学んだことは貴重な経験であった。
・自律を諦めさせないということは、人間の尊厳に結びつくことであるということを学んだ。
・児童福祉施設の実習において、子ども達自身で課題に気づき、それを自身で克服しようとす

るきっかけづくりなど日常的に支援することの大切さを学んだ。
・児童福祉施設の実習において、子ども達が社会生活を営むルールを学ぶために、体験を通し

て社会性や状況・環境にあわせた活動ができるように支援していくことの大切さを学んだ。
・児童福祉施設の実習において、「療育」とは障害のある子どもが前に進めるようにスキルアッ

プしていく意味であり、保護者の悩みなどを軽減・解消していくことも「療育」を行う上で
重要であることを学んだ。

（2）「介護等体験：特別支援学校実習（2日間）」の実習状況

　①「介護等体験：特別支援学校実習（ 2 日間）」の実習校

特別支援学校の実習校 人数 特別支援学校の実習校 人数

　鹿児島高等特別支援学校 5 人 　指宿特別支援学校 1 人

　鹿児島南特別支援学校 4 人 　串木野特別支援学校 1 人

　鹿児島聾学校 2 人 　加治木特別支援学校 1 人

※ 1 人は「文部科学省の代替措置レポート課題」にて「特別支援学校実習」を認定

②「介護等体験：特別支援学校（ 2 日間）」から学んだこと
・特別支援学校の実習を通して、教育の可能性を学んだ。
・特別支援学校の実習を通して、社会における共通理解を生み出すために「インクルーシブ教

育」の必要性を学んだ。
・特別支援学校の実習を通して、生活単元の重要性を学んだ。
・個々の児童生徒の発達に合わせた学習スタイルの重要性を学んだ。
・人の援助にはコミュニケーションが大切であるということを学んだ。
・発達に合わせた教材づくりの工夫について学んだ。
・ICT 導入による視覚的映像に基づく学習理解の重要性について学んだ。
・基本的には通常の学校と同じ教育課程であるが、そこに週2時間の「自立活動」の意味につ

いて学んだ。
・聾学校実習において、「聴こえる」ということと「わかる」ということは別のものというこ

とを学んだ。
・聾学校実習において、難聴は大きく分けて「低音性難聴」と「感音性難聴」のあることを学

んだ。
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4 ．「介護等体験」に関わる「社会福祉体験教室（於：鹿児島県介護普及センター）」の学

外指導について

（1）日　時：2024年6月22日（土）　10：00～12：00

（2）場　所：鹿児島県社会福祉協議会 介護実習普及センター
（3）「福祉体験教室」の内容について

①車椅子体験　②ユニバーサルデザイン自助具体験　③福祉用具見学
（4）福祉体験教室の感想

・車椅子に乗っているときは、他の人達よりも視界が低くなることにより、スピードが歩く人よ
りも 2 倍に感じることを学び、車椅子の介助には、恐さを感じないように介助するこが重要で
あることを学んだ。

・福祉用具には、被介護者向けの用具と介護者向けの用具が存在することを学び、安全に楽しく
介護し介護されるための工夫が凝らされ開発されていることを理解した。

・移乗支援の用具や段差解消機など利用者の状況に応じて適切な支援が行える支援用具があるこ
とを学んだ。

・介護ロボットの「ハグ」は、幸福感を感じさせ心豊かになることに感動した。
・日常の小さな発見や気づきから起こさせる技術革新、つまり「スモール・イノベーション」が

福祉社会に貢献できることの重要性を学んだ。
・福祉用具は、介護だけでなく、災害時にも活躍できるものが沢山あることを学び、福祉につい

てもっと理解を深めていきたいと思った。
・介助用具以外にもスプーン・箸・フォークなどの自助具の存在が、その人らしい生き方の可能

性を広げていけることを学んだ。
・現在は、ヤングケアラーの存在が増加していることから、介護等体験で学んだ知識を今後、教

職に就くにあたって活かしていきたいと思った。

5 ．今後の課題

教員免許状取得において、義務教育諸学校（小・中学校）教員免許状取得に関しては、「介護等
体験」が課せられている。本学では 3 年次に「介護等体験」を実施しているが、本学における教員
を目指す学生の「介護等体験」の学修効果と課題は次のようなことであると考える。

まず「介護等体験の学修効果」としては、上述したように、教員の資質・能力として必要とされ
る個人の尊厳の理解、他者の気持ちを受け入れ理解しようとする心の育成、児童生徒とのコミュニ
ケーション能力の育成、個性や発達段階に応じた指導力の学びなど「介護等体験」という実習現場
を通して理解し身に付けることができたのではないか考える。

このことは、大学の授業で学んだ理論と介護等体験実習で学んだ教育的実践がリンクして理解さ
れ、教師を目指すために重要な知識・能力となるものと考えられる。

次に「介護等体験の課題」としては、教師を目指す学生達に、理論と実践の融合的理解として、
大学の授業でさらなる「アクティブラーニング」を取り入れ、理論的理解と感性的理解の融合を目
指す指導の在り方を見直し、教員に求められる資質・能力のさらなる指導を目指すことであると考
える。
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教育実習報告

本学における教育実習について	

■志學館大学教職課程における教育実習

　令和 6 年度現在では、本学の教職課程の教育実習について法令に定めるところに従って、中学校
教諭一種免許および高校教諭一種免許取得のための教育実習Ⅰ、教育実習Ⅱおよび教育実習Ⅲの 3
科目と、養護教諭免許取得のための養護実習Ⅰおよび養護実習Ⅱの 2 科目を開講している。これに
関わる一連の管掌は主として教職センターが行っている。

■志學館大学「教育実習」科目の性格

　中学校教諭一種免許および高校教諭一種免許取得希望者は教育実習Ⅰ（ 1 単位）および教育実習
Ⅱ（ 2 単位）がともに必修科目である。教育実習Ⅲは中学校教諭一種免許状取得希望者のみが必修
単位として受講している。養護教諭免許取得希望者は養護実習Ⅰ（ 1 単位）および養護自習Ⅱ（ 4
単位）の 2 科目がともに必修科目である。
　教育実習Ⅰおよび養護実習Ⅰにおいて事前指導、事後指導および観察実習が行われ、未履修の場
合教育実習Ⅱと教育実習Ⅲ、養護実習Ⅱの履修を認めていない。
　教育実習Ⅰおよび養護実習Ⅰの履修にあたっては、 1 年次に教職課程エントリー制度に登録して
いることが求められる。加えてその後に続く複数回の教職課程オリエンテーションにおけるすべて
の指導を受けていることを求めている。
　この教職課程エントリー制度登録者には、 2 年次前期に履修カルテが配布される。履修カルテは
各学期に提出の上、教職課程の履修状況のチェックを受ける。この履修カルテの提出がない場合も、
教育実習Ⅰ、養護実習Ⅰそして教職実践演習（ 4 年次）の履修が認められていない。
　さらに教育実習Ⅱ、教育実習Ⅲ、養護実習Ⅱの受講に際しては、教職センターが別に定めた受講
資格を設けており、この条件を満たした者でなければ「教育実習」を行うことはできない。

■志學館大学教職課程における教育実習のスケジュール

　本学教職課程は、 4年次での「教育実習」および「養護実習」の実施に向けて、表 1の通りのス
ケジュールを設定し、教職センターを中心として、学生の学びをサポートしている。

表 1：教育実習・養護実習スケジュール

1年 2年 3年 4年

4月 教職課程オリⅡ 教育実習オリ 教育実習Ⅰ・養護実習Ⅰ⑤

5月 教育実習Ⅰ・養護実習Ⅰ⑥

6月 教育実習Ⅱ・教育実習Ⅲ

養護実習Ⅱ

7月 教育実習Ⅰ・養護実習Ⅰ① 教育実習Ⅰ・養護実習Ⅰ⑦

事後レポート

9月 教職課程オリⅠ 教育実習Ⅰ・養護実習Ⅰ⑧

10月 体験発表聴講 教育実習Ⅰ・養護実習Ⅰ②

教育実習Ⅰ・養護実習Ⅰ③

教育実習Ⅰ・養護実習Ⅰ④

1月 事前レポート
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令和 6年度「教育実習」の実績と今後の課題について	

■教育実習Ⅰおよび養護実習Ⅰ

　教育実習Ⅰおよび養護実習Ⅰは、教育実習および養護実習前後に渡って行われる。実習を行う前
には実習生としての自覚を促し、教員に必要な資質を確認し、教員の職務について理解を深め、実
習への心構えを養うことを目的としている。実習後には実習を振り返り、自らの教育実践、養護実
践を省察することで、教員としての資質向上を目指している。
　令和 6 年度には、次年度（令和 7 年度）に教育実習を行う学生（主として 3 年生）を対象とした
事前指導を複数回行い、冬期休業期間には教育実習事前レポートの作成を課した。また、本年度教
育実習を行った 4 年生に対しては、事前指導及び事後指導を行い、事後レポートの提出を課した。
　介護等体験は、中学校免許取得希望者を対象として社会福祉施設で 5 日間、特別支援学校で 2 日
間行われた。受講者数は14名であった。
　教員免許取得希望教科の内訳は、国語 6 名、英語 2 名、社会科13名、地理・歴史科12名、公民科
5 名、養護教諭24名であった。

■本年度の教育実習Ⅱ、教育実習Ⅲおよび養護実習Ⅱ

　令和 6 年度の実習生は43名であり、そのうち23名が養護実習を受講し、その他20名中16名が教育
実習Ⅲも登録・受講した。実習校は小学校が12名、中学校が16名、高等学校が15名であった。取得
希望教科等の内訳は国語 9 名、英語 1 名、社会科 7 名、地理・歴史科 5 名、公民科 5 名および養護
教諭23名であった。
　実習期間中、教職センター員が各実習校と電話連絡を取り、可能な場合には訪問し、実習の様子
の聴取等を含め、実習校と連携を図りながら学習指導力や生徒理解力、教育実践力の習得に向けた
指導に当たった。

■今後の課題

　前年度において課題と考えていた、ICT への対応不足がより顕著となってきている。小学校、中
学校ではタブレットを用いた教育が標準となってきている。高等学校においてもパワーポイントな
どを用いた授業だけでなく、生徒一人一人がタブレットやノートパソコンを使った調べ学習を採り
入れているところも増えてきた。
　今年度の教育実習について、実習校との連携の中で見えてきたこととして、教職課程の教育の中
でもパワーポイントを用いた授業の構成は教育してきているが、タブレットを用いた学習や、イン
ターネット環境下において調べ学習を行うような授業の構成についての指導は、まだ不足している
ことが明らかになってきた。
　次年度の教育実習予定者に対してはタブレットを用いた授業の在り方を実習的に指導する体制を
整備した。現在のところ 1 科目のみの導入であるため、今後導入科目を拡大していくことが課題で
ある。
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臨床看護実習報告

米嶋　美智子

1 　臨床看護実習について

本学の臨床看護実習は、教育職員免許法施行規則第 9 条表備考第一号イにおいて看護学（臨床実
習及び救急処置を含む）で、「養護に関する科目」に該当する。対象学生は、24名（女子22名　男
子 2 名）、で 1 単位の実習である。

2 　令和 6年度臨床看護実習の概要　　

2 - 1 　実習施設及び期間

1 　独立行政法人国立機構南九州病院　　8.9.10病棟　重症心身障害児（者）病棟
　　変更前：令和 6 年 8 月26日～ 8 月30日　
　　変更後：令和 6 年 8 月26日 .27日30日、11月20.27日（台風の影響にて変更となる）
2 　ヘルスサポートセンター鹿児島　
　　令和 6 年 8 月23日

2 - 2 　実習目的

1 　様々な臨床場面において、健康障がいを持つ人を理解する。
2 　保健医療活動の実際を見学し、養護教諭に必要な知識と基本的看護技術を習得する。

2 - 3 　実習目標

1 　健康障がいを持つ人間の理解
2 　健康障がいおよびその医学的アプロ―チの理解
3 　看護の役割と活動の理解
4 　病院と学校の連携の理解
5 　養護教諭として必要な基本的技術の習得

2 - 4 　実習内容

1 　基本的には見学実習とする。看護技術の見学内容は表 1 を参考に行い、指導者が安全を確認
できた場合には一部を体験する。

2 　実習施設の方々の看護観、尊厳が守られた看護について学ぶ。
3 　職員の指導のもと、コミュニケーションを用いて対象者の理解をすることを体験する。
4 　患者さんを支援する多職種の役割と連携について理解を深める。
5 　実習見学項目は、表 1 の通りである。
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表 1　実習見学項目

項目 見学・観察（参加）内容

フィジカルアセスメント
バイタルサイン

〇観察：顔色　表情　皮膚の状態　動作　発育 
　状態　意識レベル

〇体温、脈拍、呼吸、血圧及び身体各部の測定

〇健康障がいに伴う症状の観察と看護

日常生活行動の援助

〇環境整備

〇身体と衣類の清潔

〇体位変換と体位の工夫

〇移送

〇罨法

〇食事介助

〇排泄介助

〇医療的ケア（経管栄養　喀痰吸引）

〇呼吸管理

診察に伴う援助

〇診療器具の管理・消毒

〇検査物の取り扱い

〇薬品管理

〇救急処置

〇感染予防

〇包帯法

３　実習の振り返り

学生は、看護技術見学項目（表 2 ）の包帯法以外の項目については、すべて見学し学ぶことがで
きていた。また、学生の最終レポートより、将来の自身の養護教諭としての行動や対応を具現化す
る学びになっていた。その一部を下記に示す。

「養護教諭になるために専門的な知識を頭に詰め込もうとばかりしていたが、大切なのは適切な
ケア方法に限らず、看護をする側、ケアを受ける側が一丸となってチームでお互いに支え合ってい
るからこそ、『その人らしさ』が見えることであった。」

「実習を通して看護師が行うバイタルチェックや患者様の精神面へのケア、病院の患者さん一人
ひとりの健康状態に合わせた支援の大切さを学んだ。これは、養護教諭として児童生徒に支援して
いく際にも言えることであり、そのためには、まず児童生徒一人ひとりをしっかりと理解する必要
があると感じた。看護実習では大学の勉強だけでは学ぶことの出来ない体験を通して養護教諭の専
門性の大切さを改めて感じることができた。」
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4 　課題

1）実習体制について

これまで、実習中は大学教員 1 名の体制であったため、学生の体調不良の対応に迅速に行えない
という課題があった。そのため、本年度より大学教員 １ 名、実習指導者 1 名を配置して行った。
依頼した実習指導者は、実習施設の看護師経験者であり、看護部や病棟との調整、学生へ看護教育
の指導、体調不良学生への対応等、迅速にしていただいた。大学教員と実習指導者の複数配置の実
習体制は大変有効であったと考える。

2 ）実習施設について

臨床実習に関する課題は、実習施設の確保や開拓である。看護師ではなく、養護教諭を目指す本
学生の看護実習の理解を得るのは難しく、大変苦慮している。今後、医療機関との連携や特別支援
教育において期待される役割も増していることから、病院のみならず、保健・福祉関係の施設の開
拓も考えていきたい。

3 ）学生の体調管理

実習中の立位による体調不良者は、令和 5 年度は延べ 3 名、令和 6 年度は延べ 4 名であった。そ
の他、感染症により実習を見合わせる学生は、令和 5 年度 2 名、令和 6 年度 2 名であった。また、
初めての病院実習で緊張や不安を持つ学生は多いため、臨床実習中の体調不良者等に迅速な対応が
できるように、大学教員の実習体制を整え、学生の緊張、不安などの心理的なサポートも行ってい
く必要がある。
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表 2　看護技術見学項目

看護技術項目 看護技術細目 チェック

環境調整技術
療養生活環境調整（温度・湿度、換気、採光、臭気・騒音、病
室整備）
ベッドメーキング・リネン交換

食事援助技術

食事介助
経管栄養法：流動食・経鼻・胃チューブ・胃瘻・管理中の皮膚
のケア
栄養状態・体液・電解質バランスの査定
食生活支援

排泄援助技術

自然排尿・排便援助
便器・尿器の使い方・オムツ交換・失禁ケア
摘便・浣腸
膀胱内留置カテーテル法・導尿
ストーマ造設者のケア

活動・休息援助技術

歩行介助・移動の介助・移送：車椅子・ストレッチャー
関節可動域訓練
体位変換
入眠・睡眠の援助・安静

清潔・衣生活援助技術

入浴介助・寝衣交換
部分浴・陰部ケア・清拭・洗髪
口腔ケア
整容：整髪・髭剃り・爪切り・目耳鼻の手入れ

呼吸・循環を整える技術

酸素吸入療法
喀痰吸引：鼻・口腔吸引
気道内加湿法
体位ドレナージ
体温調整
人工呼吸器装着中のケア

創傷管理技術与薬の技術
処置　（PEG・NG・ストーマ等）・褥瘡予防ケア
包帯法

与薬の技術
経口・外用薬の与薬方法
点滴静脈内注射・中心静脈栄養の管理

救命救急処置技術 救命救急の技術

症状・生体機能管理技術

バイタルサインの観察
身体計測・症状・病態の観察
検体の採取（採血、採尿・尿検査、血糖測定）
検査時の援助（心電図モニタ・パルスオキシメータ）

感染予防の技術
適切な手洗いの方法
スタンダードプリコーション
洗浄・消毒・滅菌・無菌操作・医療廃棄物管理

安全管理の技術
療養生活の安全確保・転倒・転落・外傷予防
医療事故予防・リスクマネジメント

安楽確保の技術
体位保持
罨法：冷罨法・温罨法
リラクゼーション・マッサージ

コミュニケーション技術
患者との人間関係づくりのためのコミュニケーション
健康状態の情報取得のためのコミュニケーション
ケアを実地する際のコミュニケーション
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■受 付 開 始…８：３０ 

◆受付場所・会場…同志社大学 良心館地下 2 番教室 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第 １ 日 

22002244 年年 55 月月 1188 日日（（土土））  

◆◆研研究究大大会会                    １１00：：３３００  ～～  １１66：：3300  

  基基調調講講演演・・シシンンポポジジウウムム 

  

◆◆情情報報交交換換会会                １１７７：：００００  ～～  1188：：33００   

  

◆◆定定時時社社員員総総会会                    99：：11００  ～～  １１00：：11００   
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  令令和和６６（（22002244））年年度度定定時時社社員員総総会会  

議議決決はは事事前前にに議議決決権権行行使使者者にに登登録録済済のの方方にに限限りりまますす。。  

定定時時社社員員総総会会のの時時間間帯帯はは議議決決権権行行使使者者以以外外のの方方はは別別室室ででのの待待機機ををおお願願いいししまますす。。  

総総会会議議案案書書はは 44 月月 1199 日日前前後後にに送送信信ししまますす。。  

９９：：１１００  ～～  １１００：：１１００                                    

  

《《   次次     第第   》》  

  

  １．開会   

２． 議 長 団 選 出 

３． 議   事 

第 1 号議案 2023 年度活動報告及び収支決算に関する件 
１． 2023 年度活動報告 

1)会務報告 

2)委員会活動報告 

3)各地区協議会活動報告 

２． 第 8 期（2023 年度）収支決算報告  

３． 2023 年度会計監査報告 

第 2 号議案 役員の選任に関する件 

第 3 号議案  2024 年度事業計画(案)及び収支予算(案)に関する件 

１． 2024 年度事業計画（案） 

２． 第 9 期（2024 年度）収支予算（案） 

 

                    議事終了 

 

新規加盟大学紹介 

2024 年度研究交流集会開催地区・会場大学 

2025 年度研究大会開催地区（予定） 

 

４．閉会 
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４ 
  

１１００：：３３００  ～～  １１６６：：３３００      第第  ４４  ３３  回回 研研 究究 大大 会会  

  

「「令令和和のの日日本本型型学学校校教教育育」」をを支支ええるる教教員員のの育育成成をを目目指指ししてて  

              ――元元気気ににななろろううよよ！！教教職職課課程程－－  

総総合合司司会会：：倉倉  持持  祐祐  二二  氏氏  （（京京都都橘橘大大学学  教教授授））  

  

１１００：：３３００  会会長長挨挨拶拶  ･････････････････  小小  原原  芳芳  明明  氏氏  （（学学校校法法人人玉玉川川学学園園理理事事長長））  

            会会場場校校挨挨拶拶  ･･･････････････ 小小  原原  克克  博博  氏氏  （（同同志志社社大大学学学学長長））  

  

１１００：：５５００－－１１１１：：３３００  ：：基基  調調  講講  演演：：  「「令令和和のの日日本本型型学学校校教教育育」」をを担担うう  

教教師師のの養養成成・・採採用用・・研研修修等等のの在在りり方方ににつついいてて  

                                                    

    講師： 後 藤 教 至 氏 (文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長)    

  

  

１１３３：：００００－－１１６６：：３３００  シシンンポポジジウウムム  ：：  元元気気なな教教職職課課程程ををどどうう創創るるかか  

－－新新たたなな教教職職課課程程ににおおけけるる教教育育実実践践のの創創造造－－  

                                                        

      報告１： 学生のモチベーションを高める教職課程を目指してー現場や他大学と連携してー  

森 靖 明 氏    (北翔大学 教授) 

 

報告２： 「育ての、文教」の、教職支援のこれまでとこれから 

近 藤 研 至 氏  (文教大学 教授) 

 

報告３： 4 年間の追跡調査を踏まえた、教員免許状取得希望者への支援の在り方 

 藤 平 敦 氏    (日本大学 教授) 

 

   報告４： 玉川大学における学校での多様な体験活動による理論と実践の往還 

髙 野 修 司 氏    (玉川大学教師教育リサーチセンター長) 

 

報告 5： エリザベト音楽大学における教員育成の特色 ー 専門教育による効果を中心に 

佐 々 木 悠 氏    (エリザベト音楽大学 准教授) 

昼昼   休休   みみ    １１１１：：３３００   ～～   １１３３：：００００   
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司 会  滝 沢 和 彦 氏 (育英大学 教授)  

  原 清 治 氏 （佛教大学 教授）                  

  
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１１７７：：００００  ～～１１８８：：３３００    情情報報交交換換会会  同同志志社社大大学学  寒寒梅梅館館 11 階階    

HHaammaacc  ddee  PPaarraaddiiss 寒寒梅梅館館  



－152－

  

６ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

■受付開始…９：００ 

◆会 場…同志社大学 良心館 2 階 

 

※※各各分分科科会会会会場場はは、、当当日日受受付付ににてておお知知ららせせいいたたししまますす。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ◆◆午午前前のの部部      ９９  ：：３３００  ～～  １１２２：：３３００  

第 ２ 日 

22002244 年年 55 月月 1199 日日（（日日））  

◆◆午午後後のの部部    １１３３：：３３００  ～～  １１６６：：３３００ 
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○司会者： 水谷 勇(神戸学院大学) 
○記録者： 池田 隆一(神戸学院大学) 
 
○発表者： ①教職課程のカリキュラム・オーバーロード 

―学生アンケートの結果を踏まえてー……………………………杉浦 健(近畿大学) 
②大学生の教職志望の意識に関する近年の研究のレビューから 

…濱元伸彦(関西学院大学) 
③採用と採用後の教師の成長を担う教育委員会の立場から 

…………………濱田忍（神戸市教育委員会） 
  ④中学教員から大学教員への転身で得た経験から教員養成を考える…西村晃一(摂南大学) 
  ⑤高校工業科教員養成の現場から……………………………………疋田祥人(大阪工業大学) 
 
 

第第７７分分科科会会                                    〔〔企企画画：：特特別別委委員員会会〕〕  
 

教教職職課課程程自自己己点点検検・・評評価価のの成成果果をを踏踏ままええたた教教職職課課程程教教育育のの質質的的向向上上  
 
○趣旨： 

 
 
 
 
 
 
 

 
○司会者：滝沢和彦（育英大学） ／ 武者一弘（中部大学） 
○記録者：加島大輔（東京薬科大学）  
○発表者： ①「これまでの全私教協の取り組みと本分科会の課題」    ･････滝沢和彦（育英大学） 

②「教職課程自己点検・評価の成果を踏まえた教職課程教育の質的向上」 

･････小松伸之（清和大学）、上野耕史（白鴎大学）、藤本義博（岡山理科大学） 

③「今後の教職課程質保証に向けて－教員養成政策の動向を踏まえて－」 
･････森山賢一（玉川大学） 

全私教協特別委員会では令和 4 年度からの教職課程自己点検・評価の義務化に際して『「教

職課程自己点検・評価報告書」作成の手引き』を刊行して会員校に提供してきた。 
報告書は当該教職課程の現状と課題について学内外に公表・情報公開することでその説明

責任を果たすとともに、その作成作業を通して当該教職課程の質の保証とさらなる向上につ

ながることが期待されるが、特に「取り組み上の課題」については、課題の指摘・説明にとど

まってしまい、その克服・改善に向けての具体的な方策についての記述はまだまだ少ないのも

事実である。そこで今回は、自己点検・評価の成果をもとに意図的積極的に教職課程教育の質

的向上に取り組んでいる会員校からご報告をいただき、大いに学び合いたいと思う。 
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九州地区大学教職課程研究連絡協議会

2024年度定期総会・研究協議会次第

【　 定期総会 　】　 6 月 8 日（土）　14：00～14：50
【　研究協議会　】　 6 月 8 日（土）　15：00～16：30
【　会　　　場　】　「福岡ガーデンパレス」

福岡市中央区天神4-8-15　Tel.092-713-1112

Ⅰ【　定期総会　】　 6 月 8 日（土）　14：00～14：50
1 ．開会のことば
2 ．会長挨拶
3 ．議長選出
4 ．議　事

1）2023年度活動報告　	 前事務局校（西南学院大学）
2）全私教協2023年度活動報告
・理事会　	 前事務局校（西南学院大学）
・編集委員会　	 前事務局校（西南学院大学）
・研究委員会　	 松山隆志（九州女子大学）

3）2023年度決算報告書承認の件
・決算報告　	 前事務局校（西南学院大学）
・監査報告　	 前監査校（筑紫女学園大学）

4）2024年度活動方針（案）承認の件	 事務局（九州共立大学）
5）2024年度予算（案）承認の件	 事務局（九州共立大学）
6）その他

5 ．その他
1）研究連絡会の開催時期と場所について　	 事務局（九州共立大学）
2）加盟校一覧について　	 事務局（九州共立大学）
3）その他

6 ．閉会のことば

Ⅱ【研究協議会】　15：00～16：30
演　題：（仮題）教員採用試験の早期化、多様化に伴う今後の採用動向と大学・短期大学に	

求める教員養成のあり方について
講　師：北九州市教育委員会 教職員部 教職員課 人材確保担当係長　藤野　剛 様

Ⅲ【情報交換会】　17：00～19：00
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新入生・在学生オリエンテーション

2024年度　教職課程オリエンテ－ション

　教職課程オリエンテ－ションⅡ（2023年 9 月登録者） 　
日　　時：2024年 3 月28日（木）　　10：40～12：10　
場　　所：6101教室
配　　付：「教職課程の手引き（2023年度入学生用）」冊子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【司会】　今井
1 ．はじめに（手引きの説明等）	 新納
2 ．取得方法について（教育の基礎的理解に関する科目等）
　　　中一種免、高一種免・・・p.4～ 8 	 宗
　　　養教一種免・・・・・・・p.18～20	 米嶋
3 ．教育実習受講資格について p.24～27	 野浪
4 ．教職課程のスケジュールについて p.28	 三浦
5 ．履修カルテについて p.22～23	 野浪
6 ．その他

・学校支援ボランティアについて	 新納
7 ．教科及び教科の指導法に関する科目の履修について

①国語（中学・高校）p.10	 三浦
②英語（中学・高校）p.11	 入江
③社会（中学）人 p.12、法 p.14	 宗
④地理歴史（高校）p.13	 宗
⑤公民（高校）p.15	 今井
⑥養護 p.21	 米嶋

　教職課程オリエンテ－ション－実習校希望調査及び依頼について－［新 3 年生対象］
日　　時：2024年 3 月28日（木）　13：00～14：30
場　　所：6101教室

教育実習の手続きについて                     　　　　　　　　　　　　　新納、学務課
1 ．教育実習期間
2 ．教育実習受講資格について
3 ．教育実習校への依頼について

（1）実習校について
（2）依頼の流れ
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　教育実習Ⅰ⑤実習事前オリエンテーション　［新 4 年生対象］ 　
日　　時：2024年 3 月28日（木）　14：40～16：10
場　　所：6101教室

1 ．教育実事前指導
（1）教育実習の心得について	 新納
（2）実習前の事務手続きについて	 学務課
（3）実習に関するお願い	 新納
（4）鹿児島県公立学校教員採用選考試験について

　教職センターオリエンテ－ション［2024年度入学生対象］
日　　時：2024年 4 月 4 日（木）　15：30～16：30
場　　所：6101教室

1 ．はじめに	 新納
2 ．学芸員資格について【学生便覧 P.210】	 今井
3 ．司書教諭について【学生便覧 P.211】	 新納
4 ．司書資格について【学生便覧 P.212】	 新納
5 ．教員免許状・養護教諭免許状取得について【学生便覧 P.109～ P.127】

（1）教員免許状について	 野浪
（2）養護教諭免許状について	 米嶋

6 ．質疑応答
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　講演：「鹿児島県が求める教師像」について 　
日　　時：2024年 4 月12日（金）　13：00～14：30
講　　師：鹿児島県教育庁教職員課　
対　　象：教員志望の 1 年生及び教職課程エントリー者
場　　所：1420教室

1 ．はじめに
2 ．鹿児島県の学校の状況と教育の特徴

（1）鹿児島県の学校の状況
（2）鹿児島県の特徴

3 ．教育の動向（鹿児島県の教育施策）
（1）鹿児島県教育振興基本計画
（2）鹿児島県教員等育成指標
（3）業務改善
（4）学力向上
（5）社会に開かれた学校づくり

4 ．求める教師像
5 ．教員採用選考試験について

（1）昨年度の教員採用選考試験
（2）今年度の教員採用選考試験（変更点等について）

6 ．おわりに

　教育職員免許状申請説明会①［2025年3月卒業予定で免許状取得予定の4年生対象］
日　　時：2024年11月18日（月）12：15
場　　所：1201教室

・教育職員免許状申請手続の日程について

　教育職員免許状申請説明会②［2025年3月卒業予定で免許状取得予定の4年生対象］
日　　時：2025年 1 月20日（月）　12：15
場　　所：1201教室

・申請書類作成と申請手数料納入
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2024年度　学校支援ボランティアオリエンテ－ション

　2024年度【前期】「学校支援ボランティア」オリエンテーション
日　　時：2024年 5 月14日（火）12：15～
場　　所：6101教室
対　　象：教職課程にエントリーしている 2 ～ 4 年生

・ボランティア活動の趣旨
・ボランティア活動の目的
・活動期間
・対象校
・活動内容
・申込について
・留意事項
・「学校インターンシップ」について

2024年度　博物館実習オリエンテ－ション

　博物館実習　参加申込み説明会［2年生以上］
日　　時：2025年 1 月24日（金）16：20～
場　　所：1349教室

1 ．令和 6 年度博物館実習生による体験発表
2 ．令和 7 年度博物館実習の参加申込みについて
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■　志學館大学「教職課程」のあゆみ

年度 志學館大学の課程認定の経緯 文部科学省の動向

昭和54年度 ○志學館大学の前身となる
　鹿児島女子大学の開学

諸和54年度 ○中学校 1 級普通免許状（国・英）認可
○高等学校 2 級普通免許状（国・英）認可

※旧文部省より、開学と同時に
　左記の教職課程の認定許可

昭和56年度 ○中学校 1 級普通免許状（国・英・社）認可
○高等学校 2 級普通免許状（国・英・社）認可

平成元年度 ○中学校 1 種普通免許状（国・英・社）認可
○高等学校 1 種普通免許状（国・英・社）認可

※昭和63年
「教育職員免許法」改正
　 1 級免→ 1 種免へ

平成 3 年度 ○中学校 1 種普通免許状（国・英・社）認可
○高等学校 1 種普通免許状（国・英・公民）認可

※平成 2 年
　高等学校の教育課程再編により

「社会科」⇒「地理歴史」「公民」

平成11年度 ◆鹿児島女子大学から
　志學館大学へ名称変更（同時に法学部設立）

平成12年度 ○中学校 1 種普通免許状（国・英・社）認可
○高等学校 1 種普通免許状（国・英・公民）認可

平成12年度 ※「教職に関する科目」に「総合演習」を導入 ※平成12年
教職課程に「総合演習」科目を
「教職に関する科目」に必修化
（ 3 年次に位置づけること）
→平成14年から、小・中学校に「総

合的な学習の時間」の科目導入の
ため

平成15年度 ○中学校1種普通免許せこく状（国・英・社）認
可
○高等学校 1 種普通免許状（国・英・公民
　　　　　　　　　　　　　地理歴史）認可
※人間関係学部・人間文化学科に地理歴史コース
開設のため「高校 1 種免（地理歴史）」の課程認
定許可。

平成22年度 ※「教職に関する科目」に「教職実践演習」を
　導入

※平成22年
教職課程に「教職実践演習」科目を

「教職に関する科目」に必修化（ 4
年後期）
→教員養成段階での質向上のために

設置
→平成12年導入「総合演習」科目を

廃止

平成26年度 ◆ 教職センター組織設置

平成27年度 ◆ 教職センター室を開設
◆『志學館大学教職センター紀要創刊号』発刊

平成28年度 ◆ 養護教諭1種免許状認可
◆『志學館大学教職センター紀要第 2 号』発刊

平成29年度 ◆教職課程「再課程認定」申請書を文部科学省に
提出（※平成31年「再課程認定」許可予定）

◆『志學館大学教職センター紀要第 3 号』発刊

※ 教職課程「再課程認定」申請は
「中 1 種免（国・英・社）」「高 1
種免（国・英・地歴・公民）」「養
護 1 種免」
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平成30年度 ◆文部科学省より教職課程「再課程認定」の許可
認定。※（平成31年 1 月25日文部科学省より認
定）

◆『志學館大学教職センター紀要第 4号』発刊

※ 教職課程「再課程認定」の認定
免許種「中1種免（国・英・社）」、

「高1種免（国・英・地歴・公民）」、
「養護 1 種免」

令和元年度
（平成31年度）

◆平成29年11月「教育職員免許法施行規則の一部
を改正する省令」により教職課程新法開始

◆『志學館大学教職センター紀要第 5 号』発刊

※教職課程に「特別支援教育概論」
と「総合的な学習の時間の指導
法」を必修化

令和 2 年度 ◆「養護教諭免許教職課程」の完成年度
※（平成28年度に文部科学省より「養護教諭免許

教職課程」の認定を許可され、平成29年度入学
生から「養護教職課程」がスタートし、令和 2
年度に「養護教職課程」の完成年度を迎え、第
1 回の「養護教諭免許取得者」の卒業生を送り
出す。

◆『志學館大学教職センター紀要第 6 号』発刊

※令和 2 年度は、「コロナ禍」にお
ける「教育実習（養護実習を含
む）」「臨床看護実習」「介護等体験」
の特例措置を発令。

令和 3 年度 ◆『志學館大学教職センター紀要第 7 号』発刊
◆教職課程履修科目に令和3年度入学生から「情

報通信技術を活用した教育の理論及び方法」が
必須科目となる。

※令和 3 年度は、「コロナ禍」にお
ける「臨床看護実習」「介護等体
験」の特例措置を発令。

令和 4 年度 ◆『志學館大学教職センター紀要第 8 号』発刊
◆令和 3 年度までの『志學館大学教職課程自己点

検評価』を実施し、令和 4 年度 4 月末に「教職
センターＨＰ」に掲載

◆令和 3 年度までの『志學館大学教職課程自己点
検評価』を「全国私立大学教職課程協会」に申
請し「完了証」発行可として受理された。

※令和 4 年度は、「コロナ禍」にお
ける「臨床看護実習」「介護等体
験」の特例措置を発令。

令和 5 年度 ◆『志學館大学教職センター紀要第 9 号』発刊 ※令和 5 年度は、「新型コロナ感染
症」が「 5 類感染症」へ移行とな
るも「介護等体験」については特
例措置を発令。

令和 6 年度 ◆『志學館大学教職センター紀要第10号』発刊 ※令和 6 年度は、「新型コロナ感染
症」が「 5 類感染症」へ移行とな
るも「介護等体験」については、
引き続き「特例措置」を発令。
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教職センター運営会議（2024年度）

第 1 回　教職センター運営会議
日　　時：2024年 5 月 1 日（水）　14：40～
場　　所：第 2 会議室（会議棟 2 階）

確認事項　　前回議事要旨確認
議　　題

＜審議事項＞
1 ．2024年度教育実習担当者の割振りについて（資料 1 ）
2 ．その他

＜報告事項＞
1 ．2024年度介護等体験について（資料 2 ）
2 ．令和 7 年度鹿児島県公立学校教員採用選考試験について（資料 3 ）
3 ．教職センター組織図について（資料 4 ）

第 2 回　教職センター運営会議
日　　時：2024年 9 月 3 日（火）　13：00～
場　　所：第 3 ・ 4 会議室（会議棟 1 階）

確認事項　　前回議事要旨確認
議　　題

＜審議事項＞
1 ．2024年度教育実習について（資料 1 ）
2 ．2024年度博物館実習について（資料 2 ）
3 ．博物館実習の評価基準について（資料 3 ）
4 ．教職課程オリエンテーションについて（資料 4 ）
5 ．2025年度カリキュラムについて（資料 5 ）
6 ．その他

＜報告事項＞
1 ．2024年度介護等体験について（資料 6 ）
2 ．令和 8 年度鹿児島県公立学校教員採用選考試験について（資料 7 ）
3 ．2025年度教育実習予定者について（資料 8 ）
4 ．その他
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第 3 回　教職センター運営会議
日　　時：2024年11月28日（木）　 9 ：00～
場　　所：第 3 ・ 4 会議室（会議棟 1 階）

確認事項　　前回議事要旨確認
議　　題

＜審議事項＞
1 ．「教育行政概論」について（資料 1 ）
2 ．「大学が独自に設定する科目（中・高）」の追加について（案）（資料 2 ）
3 ．2025年度カリキュラムについて（資料 3 ）
4 ．児童生徒性暴力等の防止に関する取組について（資料 4 ）
5 ．その他

＜報告事項＞
1 ．2024年度介護等体験について（資料 5 ）
2 ．2024年度学校支援ボランティアについて（資料 6 ）
3 ．保健体育教職課程認定申請スケジュールについて（資料 7 ）
4 ．その他
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1 月18日（土）、19日（日）は、本学も共通テスト会場になり、多くの受験生が熱心に試験問題に
取り組んでいた。今年の受験生の多くは、新学習指導要領による新しい教科書で学習した新課程の
受験生である。科目も新しい教科「情報」が加わり、地理歴史、公民や数学などで科目の再編が行
われ、以前の「 6 教科・30科目」から「 7 教科・21科目」に変更になった。時代は着実に進んでいる。

この中に「情報」という科目があるが、この科目では、プログラミングや情報セキュリティに
ついて深く学ぶらしく、この知識や技術に長けた新入生が、講義を受講するとなると自分の講義の
ICT 技術熟練度を計られてしまい、講義がやりにくくなるのではないかと心配している。

しかし、大学で情報処理を担当されている先生方によると、最近の学生はスマートフォンの扱いに
は慣れているが、パソコンの扱いは決して上手いとはいえないと言われる。週に何時間か授業で扱う
機器と自分が趣味で毎日何時間も扱う機器では上達度も違うだろうが、中には少数ではあるがスマホ
を使わない学生や ICT 機器が苦手な学生もいるので全員が得意と考えてはいけないのであろう。

生成 AI もスマートフォンをはじめパソコンにも導入がはじまった。学校現場で生成 AI を使う
なということはこれからの Society5.0時代到来にあたって生きていく世代にあってはいけないので、
生成 AI を正当に活用する方法を学校現場で教え身につけさせるということになる。生成 AI は既成
の知識や情報をつなぐことに優れているが、今までにない新しいものを発見し、発明する創造性は
ないと言われる。学校現場でも創造性を含んだ「知識・技能」、「思考力、判断力、表現力」、「主体性・
多様性・協働性」を育成していく授業や教育活動を工夫していかないといけない。

私たち教員は、次代を担う学生、児童生徒を育てる為に、日々、自己研鑽していかなければなら
ない宿命を背負っていると考える。

本学の教職センター紀要は、2016年（平成28年）の教職センター室の開室とともに創刊号を発刊
し、この第10号の発刊となった。教職員が日々積み重ねた研究成果を論文、研究ノート、実践報告、
研修報告、事業報告等にまとめて編集したものである。多忙な時期に「研究紀要」の執筆に取り組
んでいただいた皆様をはじめ、校正、編集作業に全力を注いでいただいた関係者の皆様に、関係各
位に心から感謝の意を表させていただきたい。

本学の教職センター紀要はまだ、第10号であるが今後、益々、日々の研究や実践の継続・深化を
図りながら、研究紀要の発刊を積み重ねていきたいと考える。

編 集 後 記

教職センター紀要　編集委員一覧

志學館大学　教職センター　　新　納　雅　樹
　　野　浪　俊　子
　　宗　　　建　郎
　　前　迫　勇　太

志學館大学教職センター紀要第10号

2025（令和 7 ）年 2 月発行

発行者　志學館大学教職センター
〒890-8504　鹿児島市紫原 1 丁目59-1
☎099-812-8501　　FAX：099-257-0308

印刷所　斯文堂株式会社
〒891-0122　鹿児島市南栄2-12-6
☎099-268-8211　　FAX：099-269-5198




